
第四章 屋代遺跡群出土木簡の製作技法と廃棄方法

か
、
文
字
を
消
す
た
め
の
ケ
ズ
リ
の
痕
跡
は
観
察
で
き
な
か

っ
た
。
下
端
は
、
下
か
ら

木
簡
の
短
辺
と
平
行
に
五

・
五
ル
ーン
房
ほ
ど
刃
物
が
入

っ
て
い
る
。
こ
の
行
為
が
ど
の
段

階
で
行
わ
れ
た
か
は
表
面
の
観
察
か
ら
は
不
明
で
あ
る
が
、
最
初
の
段
階
の
木
簡
の
裏

面
に
書
か
れ
た
文
字
を
消
す
た
め
の
廃
棄
行
為
で
あ

っ
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。

本
水
田
対
応
層
に
は
転
用
品
は
存
在
し
な
い
。

国

第
四
水
田
対
応
層
出
土
木
簡
の
様
相

第
四
水
田
対
応
層
段
階
で
は

一
五
号

（図
４２
）ヽ

二
六
号

（図
４６
）ヽ

三
六
号

（図
４３
）

に
習
書
が
見
ら
れ
、
二
六
号
、
三
九
号

（図
４６
）
が
転
用
品
に
あ
た
る
。
二
六
号
は
下

半
部
の
文
字
を
ケ
ズ
リ
で
消
し
た
後
に
習
書
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
面
を
台

形
の
断
面
の
長
辺
側
に
し
て
琴
形
木
製
品
に
転
用
し
て
い
る
。
本
来
記
さ
れ
て
い
た
文

字
は
音
孔
と
推
測
さ
れ
る
中
央
部
の
穴
で
切
ら
れ
て
い
る
が
、
習
書
と
転
用
す
る
際
の

加
工
に
は
切
り
合
い
関
係
が
な
い
た
め
、
習
書
が
転
用
行
為
に
先
行
す
る
か
ど
う
か
は

不
明
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
三
六
号
は

「九
」
の
字
の
習
書
を
行
う
前
の
文
字
を
消

し
た
ケ
ズ
リ
の
痕
跡
が
見
え
な
い
。

こ
の
他
に
転
用
、
習
書
に
関
わ
る
木
簡
に
棒
状
の
形
態
を
有
す
る
も
の
が
あ
る
。
こ

れ
ら
は
木
簡
の
両
側
面
も
し
く
は
片
側
面
を
サ
キ
も
し
く
は
キ
リ
に
よ

っ
て
切
断
し
て

い
る
も
の
で
、
第
四
水
田
対
応
層
で
は

一
四
号
、　
一
七
号
、

四
五
号

（図
４４
）ヽ

第
二

水
田
対
応
層
で
は

一
二

一
号

（図
５５
）
が
該
当
す
る
。　
一
七
号
は
単
純
に
文
字
を
切
る

形
で
両
側
縁
部
に
二
次
的
な
キ
リ
を
施
し
た
も
の
だ
が
、
四
五
号
は
両
側
縁
の
サ
キ
が

行
わ
れ
て
い
る
も
の
の
文
字
は
ほ
と
ん
ど
切
ら
れ
て
い
な
い
。　
一
方
、　
一
四
号
は

一
端

の
み
を
二
次
的
に
割
き
、
棒
状
に
な

っ
た
木
簡
の
幅
に
あ
わ
せ
て
文
字
を
書
き
込
ん
で

い
る
。
ま
た

一
二

一
号
は
両
側
縁
を
割
い
た
後
に
下
端
を
削
り
、
杭
先
状
に
加
工
し
て

い
る
。
今
回
は
便
宜
的
に
、
両
側
縁
を
欠
い
て
い
る
も
の
の
み
を
転
用
と
み
な
し
、
片

側
縁
の
み
の
切
断
は
廃
棄
行
為
と
み
な
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
何
れ
も
元
の
木
簡
は
か

な
り
厚
い
材
で
、
か

つ
完
全
な
柾
目
材
も
し
く
は
板
目
材
Ｉ
の
み
が
選
択
さ
れ
て
い
る

こ
と
、
同
様
な
形
態
の
も
の
に

一
二

一
号
の
よ
う
に
明
瞭
な
再
加
工
が
な
さ
れ
て
い
る

も
の
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
本
来
こ
の
よ
う
な
棒
状
の
も
の
の
多
ぐ
は
断
面
四
角

形
を
意
識
し
た
転
用
で
あ

っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

口

第
三
水
田
対
応
層
出
土
木
簡
の
様
相

第
三
水
田
対
応
層
出
土
木
簡
の
う
ち
習
書
の
あ
る
も
の
は
八
七
号

（図
５‐
）、　
一
〇

一
号

（図
５０
）、　
一
一
五
号

（図
５５
）、　
一
三
ハ
号

（図
５４
）ヽ
　
一
一
七
号

（図
版
３９
）
で
あ

る
。
こ
の
う
ち
八
七
号
、　
一
王
ハ
号
、　
一
一
七
号
は
片
面
が
全

て
習
書
と
さ
れ
て
い

る
。　
一
方
、　
一
〇

一
号
、　
一
一
五
号
は

一
部
に
の
み
習
書
が
行
わ
れ
て
い
る
。
中
で
も

一
一
五
号
は
木
簡
両
側
面
の
サ
キ
、
表
面
の

「東
」
の
字
の
左
と
裏
面
の
ほ
ぼ
同
様
の

位
置
で
刃
物
を
入
れ
て
の
キ
リ

ｏ
オ
リ
、
裏
面
最
下
部
の
□
の
左
方
か
ら
刃
物
を
入
れ

て
の
斜
め
方
向
の
キ
リ
、
そ
の
キ
リ
と
約
四
五
度
の
角
度
を
な
す
縦
方
向
の
サ
キ
が
行

わ
れ
て
い
る
。
表
の
習
書
は
表
面
に
カ

ッ
ト
グ
ラ
ス
状
ケ
ズ
リ
を
行

っ
た
後
に
行
わ
れ

て
い
る
が
、
前
述
の
縦
方
向
の
サ
キ
に
よ

っ
て
文
字
が
欠
損
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ

れ
よ
り
前
の
何
れ
か
の
段
階
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
裏
面
の
習
書
は
前
述
の

両
側
面
の
サ
キ
と
縦
方
向
の
サ
キ
に
よ

っ
て
文
字
が
欠
損
し
て
い
る
た
め
、
そ
れ
以
前

の
段
階
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
解
る
。
ま
た
本
木
簡
裏
面
に
は
右
上
か
ら
左
下
方
向

に
刃
物
を
入
れ
た
痕
跡
が
明
確
に
残

っ
て
い
る
。

第
二
水
田
対
応
層
出
土
木
簡
の
う
ち
転
用
品
と
推
定
さ
れ
る
も
の
は
五
四
号

（図

５４
）ヽ

六
〇
号

（図
５４
）ヽ

六
二
号

（図
５０
）、
七

一
号

（図
５５
）ヽ

九
三
号

（図
５４
）ヽ

九
四

号

（図
版
３‐
）、
九
五
号

（図
５４
）、　
一
〇
二
号

（図
５５
）、　
一
〇
五
号

（図
５‐
）、　
Ｉ

一
一

号

（図
５５
）
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
六
〇
号
に
は
、

二
次
的
に
複
雑
な
キ
リ

（図
６０
）
が
行
わ
れ
て
い
る
。
上

端
は
①
の
よ
う
に
長
軸
方
向
と
表
面
に
直
交
す
る
方
向
に
刃
物
を
入
れ
、
直
角
三
角
形

の
部
分
が
取
り
去
ら
れ
て
い
る
。
下
端
は
上
端
と
同
様
に
長
軸
方
向
と
表
面
に
直
交
す

る
方
向
に
刃
物
が
入
れ
ら
れ
て
い
る
た
め
、
上
端
と
対
象
に
な
る
よ
う
に
三
角
形
の
部

分
を
取
り
去
ろ
う
と
し
た
と
推
定
で
き
る

（図
５４
の
六
〇
号
の
断
面
図
参
昭
０
。
た
だ
し

そ
の
段
階
で
本
来
残
す
べ
き
残
り
の
平
坦
部
ま
で
割
れ
て
し
ま

っ
た
ら
し
い

（②
）。



第二節 木簡の転用 0廃棄方法

②下部

図 60 60号 木簡の二次的な改変

キ

“
ヽ
四

こ
の

「
三
角
形
部
分
の
除
去
」
行
為
は
、
現
状
で
は
類
例
が
見

つ
か
ら
な
い
も
の
の
、

他
の
何
ら
か
の
木
製
品

へ
の
転
用
の
途
中
と
推
測
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
。
た

だ
、
除
去
さ
れ
た
部
分
の
対
照
性
や
位
置
か
ら
、
む
し
ろ
木
簡
に
対
し
て
何
か
特
殊
な

意
味
を
与
え
る
行
為

（例
え
ば
マ
ー
キ
ン
グ
の
よ
う
な
も
の
）
が
行
わ
れ
た
と
解
釈
す
る

こ
と
も
可
能
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
類
例
を
待
ち
、
検
討
し
て
ゆ
き
た
い
。

六
二
号
と
七

一
号
は
二
次
的
な
キ
リ
に
よ

っ
て
下
端
に
急
角
度
の
稜
が
形
成
さ
れ
て

い
る
た
め
、
転
用
品
と
し
て
分
類
し
て
い
る
。
し
か
し
、
特
に
七

一
号
は
そ
の
後
に
、

左
端
に
上
か
ら
刃
物
を
入
れ
て
の
サ
キ
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
表
下
端
の
右
端
か

ら
五
ぼ
同
月
の
部
分
も
下
か
ら
刃
物
を
入
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。　
こ
れ
は
か
な
り
入

念
な
廃
棄
行
為
と
い
え
よ
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
七

一
号
下
端
の
急
角
度
の
稜
の
形
成

は
、
転
用
行
為
で
あ
る
可
能
性
と
と
も
に
廃
棄
行
為
で
あ
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
に
対
し

一
〇
五
号

（図
５‐
）
は
、
欠
損
し
た
下
半
部
が
左
右
の
調
整
を
行

っ
て

い
る
上
半
部
よ
り
も
広
く
な

っ
て
い
る
た
め
、
本
来
の
木
簡
を
圭
頭
形
の
木
簡
に
二
次

的
に
加
工
す
る
途
中
と
み
な
さ
れ
る
。
た
だ
し
圭
頭
部
分
の
形
状
は
特
異
で
、
圭
頭
部

を
形
成
す
る
左
右
の
片
そ
れ
ぞ
れ
に
稜
が

つ
い
て
い
る
。
こ
の
他
五
四
号
は
二
次
的
に

斜
め
方
向
に
穿
孔
ざ
れ
、
九
二
号
は
側
縁
が
弧
状
に
再
加
工
さ
れ
、　
一
〇
二
号
は
上
下

端
が
明
瞭
な
複
数
の
稜
を
も

つ
小
札
状
に
再
加
工
さ
れ
て
い
る
。
現
状
で
は
何
れ
の
用

途
も
不
明
で
あ
る
。　
一
方
、
九
五
号
は
琴
柱
に
再
加
工
さ
れ
て
い
る
。

転
用
品
と
し
た
も
の
に
は
、
こ
の
よ
う
に
現
状
で
は
用
途
が
比
較
的
明
瞭
で
あ
る
も

の
の
他
に
、
用
途
が
不
明
確
な
も
の
、
廃
棄
行
為
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
も
の
、
木
簡

へ
の
特
殊
な
行
為
の
結
果
、
特
徴
的
な
加
工
が
残

っ
た
可
能
性
の
あ
る
も
の
も
含
ま
れ

て
い
る
。

一
一　

木

簡

の
廃

棄

方

法

日

郡
符
木
簡
の
廃
棄
方
法

（図
６‐
）

屋
代
遺
跡
群
出
土
木
簡
の
う
ち
最
も
入
念
に
、
使
用
後
の
切
断
が
行
わ
れ
て
い
る
も

の
は

一
一
四
号
の
郡
符
木
簡
で
あ
る
。
ま
ず
、
宛
所
を
記
し
た
頭
部
分
に
裏
面
左
側
か

ら
刃
物
を
入
れ
、
上
か
ら
の
サ
キ
と
組
み
合
わ
せ
て
五
分
の

一
破
片
が
切
り
取
ら
れ

る
。
さ
ら
に
刃
物
を
入
れ
て
二
片
目
の
キ
リ

。
オ
リ
が
な
さ
れ
、
最
後
に

「屋
代
郷

長
」
部
分
が
キ
リ

。
オ
リ
さ
れ
る

（①
）。
上
部
の
処
理
の
後
に
再
び

「里
」
部
分
に

刃
物
を
入
れ
て
縦
方
向
の
サ
キ
が
行
わ
れ
る

（②
）。
下
端
は
や
は
り
裏
面
か
ら
刃
物

を
入
れ
て
キ
リ

ｏ
オ
リ
さ
れ
る
。
た
だ
し
こ
の
行
為
は
②
に
は
先
行
す
る
も
の
の
、
①

と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
特
に
①
で
取
り
去
ら
れ
た
破
片
お

よ
び
②
で
割
か
れ
た
破
片
が
木
簡
の
元
の
位
置
に
近
い
状
態
で
出
土
し
た
の
に
対
し
、

こ
の
下
半
部
が
検
出
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
廃
棄
方
法
を
考
え
る
上
で
の
今
後
の
課

題
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
ら
の
破
片
が
ほ
ぼ
原
位
置
を
保

っ
て
出
土
し
た
背
景
と
し
て
、

順
番
に
刃
物
が
入
れ
ら
れ
た
も
の
の
、
オ
リ
取
ら
れ
る
こ
と
が
無
い
ま
ま
廃
棄
さ
れ
た

可
能
性
を
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

一
六
号
の
郡
符
木
簡
は

一
一
四
号
と
は
逆
に
、
表
面

（宛
所
を
記
し
た
面
）
か
ら
刃

物
を
入
れ
て
の
キ
リ

ｏ
オ
リ
に
よ

っ
て
宛
所
部
分
の
下
方
及
び
命
令
内
容
が
消
さ
れ
て

い
る

（図
４３
）ｏ
ま
た
ヽ
表
面
に
は
刃
物
を
移
動
さ
せ
た
こ
と
に
よ

っ
て
生
じ
た
と
思

わ
れ
る
平
行
線
を
と
も
な
う
カ

ッ
ト
グ
ラ
ス
状
ケ
ズ
リ
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
カ

ッ
ト
グ

ラ
ス
状
ケ
ズ
リ
は
、
そ
の
部
分
の
文
字
が
薄
く
な

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
や
は
り
文
字



①
上
部
の
キ
リ
・オ
リ

②
縦
方
向
の
割
き

を
消
す
た
め
の
も
の
で
あ

っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
六

一
号

（図
５３
）
の
郡
符
木
簡
は
、

「長
」
を
切
断
す
る
位
置
に
表
裏
両
面
か
ら
、
下
端
は
表
面
か
ら
刃
物
を
入
れ
て
キ

リ

・
オ
リ
を
行
い
、
左
側
面
は
さ
ら
に
上
か
ら
刃
物
を
入
れ
て
キ
リ
を
行

っ
て
い
る
。

こ
の
部
分
が

一
一
四
号
の
よ
う
に
、
入
念
に
何
回
か
に
わ
た

っ
て
切
断
さ
れ
た
大
型
の

木
簡
の
、
中
央
の
部
分
で
あ
る
可
能
性
も
あ
ろ
う
。

以
上
、
郡
符
木
簡
は
例
外
な
く
切
断
に
よ
る
廃
棄
行
為
が
施
さ
れ
て
い
る
。

国

国
符
木
簡
の
廃
棄
方
法

（図
６２
）

「更
科
郡
司
等
」
に
宛
て
た
国
符
木
簡
で
あ
る

一
五
号
に
も
複
雑
な
廃
棄
行
為
が
な
さ

れ
て
い
る
。
ま
ず
裏
面
の
下
か
ら
上
に
向
か

っ
て
の
カ

ッ
ト
グ
ラ
ス
状
ケ
ズ
リ
に
よ

っ

て
文
字
が
消
さ
れ
、
反
対
方
向
か
ら
の
習
書
、
裏
面
か
ら
木
簡
の
短
軸
方
向
に
刃
物
を

入
れ
、
命
令
内
容
を
消
す
た
め
の
キ
リ

・
オ
リ

（①
）
と
い
う
二
つ
の
作
業
が
行
わ
れ

る
。
こ
れ
ら
の
前
後
関
係
は
不
明
で
あ
る
。
次
に
、
縦
方
向
に
二
片
に
分
割
さ
れ
る

（②
）。

裏
面
の
習
書
の
右
側
の
文
字
は
縦
方
向
の
分
割
に
よ

っ
て
欠
け
て
い
る
た
め
、

①
が
②
に
先
行
す
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
最
後
に
、

「致
」

以
下
に
残
存
し
て
い
た

文
字
を
消
そ
う
と
し
た
の
か
、
下

へ
向
け
て
の
ケ
ズ
リ
が
施
ざ
れ
る
。
（③
）

こ
こ
で
も
郡
符
木
簡
と
同
様
に
、
二
次
的
に
木
簡
に
刃
物
を
入
れ
る
廃
棄
行
為
が
行

わ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
。

口

そ
の
他
の
木
簡
の
廃
棄
方
法

（図
６３
参
昭
じ

郡
符
木
簡
、
国
符
木
簡
以
外
に
も
二
次
的
な
刃
物
の
痕
跡
を
持

つ
木
簡
が
存
在
す

Ｚυ
。

図
４０
か
ら
５６
の
、
転
用
品
を
除
い
た
木
簡
の
実
測
図
中
に
は
、
平
坦
部
が
観
察
で
き
る

た
め
刃
物
を
入
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
位
置
を
盤
で
示
し
て
い
る
。
第
五
水
田
対
応
層
で

は
二
号

（図
４０
）
に
表
か
ら
刃
物
を
い
れ
て
の
キ
リ

・
オ
リ
が
見
ら
れ
、

そ
の
他
九
号

に
も
表
裏
面
の
下
端
に
斜
め
に
刃
物
を
入
れ
た
跡
が
あ
る
。

第
四
水
田
対
応
層
で
は
全
体
の
三
割
の

一
一
点
に
長
軸
に
直
交
ま
た
は
斜
交
す
る
方

向
の
二
次
的
な
切
断
痕
跡
が
認
め
ら
れ
る
。
中
で
も
特
に
キ
リ

・
オ
リ

ａ
が
目
立

つ

２

五
号
、　
一
六
号
、
三
二
号
、
一
一五
号
、
三
六
号
、
四
〇
号
）
。
刃
物
は
文
字
の
無
い
面
か

ら
入
れ
ら
れ
る
場
合
が
多
い
。
長
軸
に
直
行
す
る
方
向
の
キ
リ

。
オ
リ

ａ
と
表
面
の
ハ

ギ
ト
リ
状
ケ
ズ
リ
も
し
く
は
カ

ッ
ト
グ
ラ
ス
状
ケ
ズ
リ
を
組
み
合
わ
せ
た
方
法
は
こ
の

う
ち

一
五
号
、　
王
ハ
号
、
三
二
号
で
み
ら
れ
る
。
現
状
で
は
こ
の
よ
う
な
組
み
合
わ
せ

は
第
四
水
田
対
応
層
の
出
土
木
簡
の
み
に
限
ら
れ
る
一６
）

第
二
水
田
対
応
層
で
も
二
〇
点
の
木
簡
に
長
軸
に
直
交
も
し
く
は
斜
交
す
る
方
向
の

二
次
的
な
切
断
痕
跡
が
認
め
ら
れ
る
。
中
で
も
特
に
、
複
数
稜
形
の
木
簡
で
あ
る
八
八
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颯 刃物が入 っているところ

図 61 郡符木簡の廃棄行程

場
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※上下端部 と左右両側面のみにつ いて

記 し、中間部分は除外。

※側面は、刃物 を入れた と推定 され る

平坦部が観察できるもののみ をカウ

ン ト.

図 63 木簡の廃棄行為
図 62 国符木簡の廃棄行程

号
と

一
〇

一
号
は
、
ニ
カ
所
に
わ
た

っ
て
短
軸
方
向
に
キ
リ

。
オ
リ
が
な
さ
れ
て
い
る

（図
５０
）
。
ま
た
先
に
述
べ
た
よ
う
に

一
一
五
号
に
も
顕
著
な
キ
リ
と
刃
物
の
痕
跡
が
見

ら
れ
る
。
内
容
上
付
札
と
推
定
さ
れ
る
も
の
は
完
形
も
し
く
は
欠
損
し
て
出
土
す
る
も

の
が
多
い
が

（図
５２
）、　
一
〇
八
号
と

一
一
〇
号
は
長
軸
と
直
交
方
向
に
下
端
を
キ
リ
、

も
し
く
は
キ
リ

ｏ
オ
リ
し
て
い
る
例
外
で
あ
る
。
文
書
木
簡
に
は
再
利
用
を
防
止
す
る

た
め
の
廃
棄
行
為
を
行
う
必
要
あ
る
が
、
貢
進
物
に
付
け
る
付
札
は
そ
の
よ
う
な
必
要

が
無
か

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
一異
面
に
習
書
が
な
さ
れ
て
い
る

一
一
六
号
、

一
一
七
号
に
も
明
確
な
キ
リ
の
痕
跡
が
残

っ
て
い
る
。
習
書
木
簡

へ
の
廃
棄
行
為
は
特

異
な
観
が
あ
る
が
、

「国
符
木
簡
」

の
裏
面
で
は
習
書
後
に
、
下
端
に
残
存
し
て
い
た

命
令
内
容
が
ケ
ズ
リ
に
よ

っ
て
消
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
習
書
前
の
文
字
の

消
去
の
た
め
に
、
習
書
後
に
廃
棄
行
為
が
再
度
な
さ
れ
た
と
い
う
可
能
性
も
考
え
ら
れ

よ
う
。
廃
棄
に
は
こ
の
他
に
力
に
よ

っ
て
折
り
取
る
行
為
が
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、

現
時
点
で
は
欠
損
と
峻
別
で
き
な
い
。

〓
一　

小
結

郡
符
木
簡
、
国
符
木
簡
に
は
廃
棄
行
為
が
行
わ
れ
た
結
果
、
キ
リ
、
キ
リ

。
オ
リ
、

ケ
ズ
リ
、
サ
キ
の
痕
跡
が
残

っ
た
と
仮
定
す
れ
ば
、
そ
の
他
の
木
簡
の
多
く
に
見
ら
れ

る
、
転
用
、
習
書
を
目
的
と
し
た
以
外
の
二
次
的
な
諸
技
法
の
痕
跡
も
廃
棄
行
為
の
結

果
生
じ
た
も
の
と
判
断
さ
れ
よ
う
。
た
だ
し
そ
の
中
に
は
、
単
に
刃
物
の
切
れ
味
を
試

し
た
だ
け
の
も
の
や
、
廃
棄
後
土
中
に
埋
ま

っ
て
い
る
間
に
侵
食
に
よ

っ
て
、
木
目
に

沿

っ
て
幾
何
学
的
に
割
れ
た
破
片
な
ど
、
廃
棄
行
為
と
は

一
概
に
断
言
し
得
な
い
も
の

も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
郡
符
木
簡
、
国
符
木
簡
で
観
察
で
き
た
廃
棄
行
為
の
組
み
合
わ

せ
を
参
考
に
し
て
、
慎
重
に
認
定
し
て
い
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
逆
に
従
来
用
途
不
明
木
製
品

へ
の
転
用
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
中
に
、
特
徴

的
な
廃
棄
行
為
を
意
味
す
る
も
の
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
特
に
屋
代
遺
跡
群
出
土
木

簡
で
は
三
号
の
下
端
の
よ
う
に
製
作
時
の
技
法
と
認
定
さ
れ
る
端
部
の
斜
め
の
面
取
り

輌
Ⅷ
■

牲
ズ
リ

木簡数

第 5

水田対応層

○

○ ○

○

第4
水田対応層

○

○

○

○

○

○

○

○
　
　
○
　
　
　
　
○

○

　

　

　

○

○

○

第 3

水田対応層

○

○

○

○

○

○ ○

○

○

○

○

○
　
　
　
○
　
　
　
　
　
　
○

第 2

水田対応層

○

○ ○

計

…
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調
整
、
七

一
号
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
急
角
度
の
稜
の
作
り
出
し
な
ど
は
、
二
次
的
に

そ
の
よ
う
な
改
変
が
行
わ
れ
る
前
の
木
簡
の
内
容
を
比
較
検
討
し
な
が
ら
そ
の
意
義
に

つ
い
て
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

第
二
節
　
木
簡
の
製
作
と
転
用

・
廃
棄
か
ら
の
展
望

木
簡
の
法
量
や
製
作
技
法
は
、
文
書
木
簡
と
付
札
と
い
う
木
簡
の
機
能
に
お
い
て
お

お
ま
か
に
三
分
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
付
札
の
形
態
は
剣
先
型

（も
し
く
は
短
冊
型
）

と
切
込
型
に
区
分
さ
れ
て
い
る
が
、
剣
先
型
の

一
部
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
製
作
地
な
い
し

製
作
集
団

（も
し
く
は
個
人
）
を
反
映
す
る
と
思
わ
れ
る
特
徴
が
抽
出
さ
れ
た
。　
一
方
、

切
込
型
は
そ
の
形
態
の
ば
ら

つ
き
と
集
中
的
な
出
土
状
態
か
ら
か
な
り
限
定
さ
れ
た
時

期
に
、
異
な
る
地
域
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
郷
名
以
下
の
記
載
の
み
を

持

つ
付
札
は
、
郷
以
下
の
単
位
で
製
作
さ
れ
た
後
に
も
た
ら
さ
れ
、
そ
の
機
能
を
停
止

し
た
後
に
廃
棄
さ
れ
た
と
す
る
と
今
後
は
両
者
の
形
態
差
の
生
じ
た
背
景
を
対
象
物
を

含
め
て

（水
澤

一
九
九
一
し

検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

次
に
文
書
木
簡
の
製
作
技
法
は
木
簡
の
性
格
と
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の
だ
ろ
う

か
。
大
ま
か
に
製
作
技
法
と
法
量
が
結
び

つ
く
こ
と
は
第

一
節
で
指
摘
し
た
。
屋
代
遺

跡
群
で
性
格
の
特
定
で
き
る
木
簡
の
う
ち
注
目
す
べ
き
特
徴
的
な
技
法
は
、　
一
一
四
号

の
郡
符
木
簡
に
代
表
さ
れ
る
山
形
の
面
取
り

（ドヘｏＦ
）
と

一
六
号
の
郡
符
木
簡
に
代

表
さ
れ
る
複
数
稜
形
で
あ
ろ
う
。
ど
ち
ら
も
端
部
を
単
に
平
坦
に
削
り
出
す
よ
り
は
明

ら
か
に
作
業
量
の
点
で
勝

っ
て
お
り
、
他
の
木
簡
よ
り
は
丁
寧
な
作
り
方
を
し
て
い
る

と
表
現
で
き
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
国
符
木
簡

（
一
五
号
）
の
よ
う
に
文
書
簡
で
あ

り
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
調
整
法
を
と
ら
な
い
も
の
、
「信
濃
回
」
木
簡

金
ハ
○
号
）
の
よ

う
に
表
面
調
整
が
き
わ
め
て
簡
略
に
し
か
行
わ
れ
て
い
な
い
も
の
も
あ
り
、
そ
れ
ら
の

内
容
と
製
作
技
法
の
間
の
ヒ
ア
タ
ス
の
意
義
を
今
後
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

一
方
、
屋
代
遺
跡
群
出
土
の
郡
符
木
簡
の
廃
棄
行
為
は
発
給
元
に
戻

っ
た
時
点
で
、

国
符
木
簡
は
最
終
逓
送
地
で
行
わ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
が
、
そ
の
他
の
文
書
木
簡
の
廃

棄
行
為
は
多
く
の
場
合
使
用
さ
れ
た
官
衛
、
そ
の
周
辺
も
し
く
は
廃
棄
場
で
行
わ
れ
た

こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
廃
棄
行
為
の
有
無
は
先
ず
、
文
書
木
簡
か
付
札
か
と

い
う
機
能
差
を
反
映
す
る
。
さ
ら
に
そ
の
行
程
の
複
雑
さ
は
、
文
書
の
性
格
や
内
容
に

左
右
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

一
方
、
木
簡
の
中
に
は
転
用
が
行
わ
れ
た
り
習
書
が
行
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
が
、
そ

の
た
め
に
ど
の
よ
う
な
木
簡
が
選
択
さ
れ
る
か
は
文
書
内
容
に
左
右
さ
れ
る
わ
け
で
は

な
く
、
木
簡
に
ケ
ズ
リ
、
キ
リ
な
ど
の
二
次
的
な
行
為
を
施
す
こ
と
に
よ

っ
て
木
簡
の

本
来
の
機
能
が

一
律
に
失
わ
れ
、
そ
の
結
果

「板
」
と
化
し
た
木
簡
に
新
た
な
加
工
が

行
わ
れ
た
と
解
釈
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
必
ず
し
も
元
の
文
字
を
消
さ
な
く
て
も
再
加
工

す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
す
れ
ば
廃
棄
行
為
が
現
在
観
察
で
き

る
木
簡
は
、
転
用
品
予
備
軍
で
あ

っ
た
も
の
の
加
工
が
な
さ
れ
ず
に
残

っ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
し
、
本
来
存
在
し
た
は
ず
の
木
簡
の
多
く
は
、
他
の
製
品
に
転
用
さ
れ
て
し

ま

っ
た
可
能
性
も
否
め
な
い
。
本
来
記
載
さ
れ
て
い
た
文
字
が
消
え
る
背
景
に
は
、
当

時
の
恣
意
的
な
ケ
ズ
リ
の
他
に
、
様
々
な
埋
没
過
程
、
堆
積
環
境
な
ど
に
左
右
さ
れ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
屋
代
遺
跡
群
出
土
木
簡
に
は
赤
外
線
を
照
射
し
な
け
れ
ば
全
く
文
字

の
痕
跡
が
発
見
し
得
な
か

っ
た
木
簡
が
少
な
く
な
い
。
今
後
、
木
簡
の
形
状
を
も
は
や

有
し
て
い
な
い
木
製
品
に
も
丹
念
に
赤
外
線
を
照
射
し
、
文
字
の
抽
出
を
続
け
て
い
く

こ
と
で
、
こ
の
問
題
を
深
く
検
討
し
て
い
き
た
い
。

屋
代
遺
跡
群
で
は
第
四
水
田
対
応
層
に
は
付
札
と
推
定
さ
れ
る
木
簡
が
二
点
廃
棄
さ

れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
第
三
水
田
対
応
層
に
な
る
と
付
札
も
し
く
は
付

札
と
同

一
形
態
の
木
簡
が
主
体
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
。　
こ
の
解
釈
と
し
て
、　
２

）

貢
進
形
態
の
変
化
、
０
こ

遺
跡
自
体
の
機
能
の
変
化
、
曾
し

木
簡
の
捨
て
場
所
の
分

化
、
が
考
え
ら
れ
る
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

何
れ
に
し
て
も
屋
代
遺
跡
群
の
近
く
、
も
し
く
は
遺
跡
内
の
未
調
査
の
場
所
に
郡
家

（郡
衛
）、
も
し
く
は
関
連
施
設
が
あ

っ
て
、

そ
こ
で
作
ら
れ
使
用
さ
れ
た
木
簡
、
そ
こ
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に
信
濃
国
内

の
各
地
か
ら
集
ま

っ
た
木
簡
、

そ
こ
で
使
用
さ
れ
さ
ら

に
別

の
製
品

に
転

用
さ
れ
た
木
簡
が

一
定
量
ま
と
め
ら
れ

て
⑥
区

の
湿
地

に
も
た
ら
さ
れ
、
廃
棄
さ
れ
た

こ
と

に
な
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
木
簡

の
廃
棄
行
為

の
担
当
者
と
転
用
品

の
製
作
者
、
転

用
品

の
使
用
者
、

そ
れ
ら
を

一
括
し

て
出
土
地
点

に
投
棄
し
た
人

々
は
、
近
接
し
た

一

連

の
関
係
が
あ
る
も

の
と
推
定

さ
れ
よ
う
。

註（１
）
『長
岡
京
木
簡

一
』
の
二
一
一
号
木
簡
、
『平
城
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
』
公
一十
六
）
の
第
二

三
二
次
調
査
木
簡
の
う
ち
の
一
点
は
上
端
が
鋭
角
の
圭
頭
形
で
あ
り
、
斜
め
に
面
取
り
し
て
い
る
様

子
が
看
取
で
き
る
が
、
何
れ
も
ｏ
ｏ
釧
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。

（２
）
側
面
の
サ
キ
、
キ
リ
に
つ
い
て
は
、
残
存
し
て
い
る
平
坦
部
が
当
時
刃
物
を
入
れ
た
跡
で
あ
る
か
、

刃
物
を
入
れ
ず
平
滑
に
割
け
た
部
分
が
磨
耗
で
平
ら
に
な
っ
た
の
か
判
断
が
で
き
な
い
も
の
が
あ
る

た
め
こ
こ
で
は
長
軸
に
直
交
す
る
方
向
に
刃
物
を
入
れ
た
も
の
に
つ
い
て
の
み
述
べ
る
。

（３
）
表
裏
面
の
カ
ッ
ト
グ
ラ
ス
状
ケ
ズ
リ
も
し
く
は
ハ
ギ
ト
リ
状
ケ
ズ
リ
が
木
簡
製
作
時
の
も
の
か
廃
棄

時
の
も
の
か
を
認
定
す
る
た
め
に
は
文
字
の
残
存
の
状
況
と
ケ
ズ
リ
面
の
関
係
の
検
討
を
慎
重
に
行

う
必
要
が
あ
る
。
本
報
告
で
は
便
宜
的
に
次
の
二
つ
の
場
合
ケ
ズ
リ
に
よ
っ
て
文
字
を
消
し
た
と
判

断
し
て
い
る
が
、
今
後
実
験
や
顕
微
鏡
観
察
を
通
し
て
再
考
し
て
い
き
た
い
。

・
一
連
の
ケ
ズ
リ
面
の
中
の
文
字
が
薄
く
な
っ
て
い
る
場
合
。
（消
去
）

・
一
連
の
ケ
ズ
リ
面
の
中
の
み
文
字
が
濃
く
な
っ
て
い
た
り
筆
圧
、
筆
勢
が
異
な
る
場
合
。
釜
日き

直
し
）

（４
）
福
島
正
樹
氏
の
御
教
示
に
よ
る
。

平
川
　
南
　
一
九
九
五
　
「八
幡
林
遺
跡
木
簡
と
地
方
官
衛
論
」

『木
簡
研
究
』
第

一
七
号

福
島
正
樹
　
一
九
九
六
　
「宮
都
の
木
簡
と
地
方
の
木
簡
―
荷
札
木
簡
を
手
が
か
り
に
」

『長
野
県
立
歴
史
館
研
究
紀
要
』
第
二
号

「古
代
の
荷
札
木
簡
に
つ
い
て
」

『新
潟
考
古
学
談
話
会
会
報
』
第
九
号

「考
古
資
料
と
し
て
の
古
代
木
簡
」

引
用

・
参
考
文
献

今
泉
隆
雄
　
一
九
七
八

今
泉
隆
雄
　
一
九
九
四

平
川
　
南
　
一
九
九
〇

平
川
　
南
　
一
九
九
五

「貢
進
物
付
札
の
諸
問
題
」
『研
究
論
集
』
Ⅳ

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
学
報
　
第
二
二
号

「文
書
木
簡
は
い
つ
廃
棄
さ
れ
る
か
」

『木
簡
研
究
』
第

一
六
号

「地
方
の
木
簡
」

『木
簡
―
古
代
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
ー
』

川
崎
市
市
民
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

「郡
符
木
簡
―
古
代
地
方
行
政
論
に
む
け
て
―
」

『律
令
国
家
の
地
方
支
配
』

吉
川
弘
文
館

水
澤
幸

一
　

一
九
九
二

山
中
　
二早
　
一
九
九
二

『木
簡
研
究
』
第

一
四
号

山
中
　
ユ早
　
一
九
九
二
　
「太
政
官
厨
家
出
土
木
簡

・
検
収
整
理
札
の
製
作
技
法
に
つ
い
て
」

『長
岡
京
木
簡
』
二
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第
五
章
　
考
　
察

第

一
節
　
木
簡
の
全
体
的
特
徴

一
　

屋
代
木
簡

の
時
期
的
特
徴

０

年
紀
記
載
か
ら
み
た
木
簡
群
の
時
期

年
紀
を
有
す
る
木
簡
は
、

。
一
三
号
…
…
…

「戊
成
年
八
月
廿
日
」

。
四
四
号
…
…
…

「七
年
十
月
十
四
日
」

・
四
六
号
…
…
…

「乙
丑
年
十
二
月
十
日
」

〔一一一〕

ｏ
六
二
号
…
…
…

「神
亀
□
」
　

　

　

　

　

　

七
一
一六
年

・
九
〇
号
…
…
…

「養
老
七
年
十
月
」
　

　

　

七
二
三
年

。
九
二
号
…
…
…

「養
老
七
年
十
月
十

一
日
」

七
二
三
年

の
六
点
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
年
紀
を
冒
頭
に
記
す
大
宝
令
以
前
の
記
載
様
式
か
ら
四

六
号
の

「
乙
丑
年
」
は
六
六
五
年
と
判
断
さ
れ
、
本
木
簡
群
の
な
か
で
最
古
の
年
紀
を

有
す
る
も
の
で
あ
る

（本
章
第
二
節
第

一
項
参
昭
じ
。
ま
た

一
三
号
は
四
六
号
と
同
様
の

記
載
様
式
を
持

つ
も
の
で
、
「戊
成
年
」
は
六
九
八
年
と
判
断

で
き
る
。
四
四
号

の

「七
年
」

で
あ
る
が
、
本
木
簡
は
第
四
水
田
対
応
層
の
二

一
グ
ル
ー
プ
に
属
す
が
、
養

老
七
年
の
年
紀
を
持

つ
九
〇

・
九
二
号
は
第
三
水
田
対
応
層
の
二
八
グ
ル
ー
プ
に
属

し
、
四
四
号
が
九
〇

・
九
二
号
よ
り
も
下
層
に
位
置
す
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
し
た

が

っ
て

「七
年
」
は

「養
老
」
以
前
の

「七
年
」
ま
で
数
え
る
こ
と
の
で
き
る
年
号
で

あ
る
か
ら
、
和
銅
七
年

（七

一
四
）
と
判
断
で
き
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
年
紀
を
有

す
る
木
簡
の
上
限
は
乙
丑
年

（エハ
エハ
五
）、
下
限
は
神
亀
三
年

（七
一
一工○

で
、

こ
の
点

か
ら
本
木
簡
群
の
年
代
の
幅
は
七
世
紀
第
３
四
半
期
か
ら
八
世
紀
第
１
四
半
期
頃
ま
で

の
時
期
に
あ
た
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

国

記
載
内
容
か
ら
み
た
木
簡
群
の
時
期

次
に
、
記
載
内
容
の
う
ち
行
政
地
名
等
を
記
載
し
て
い
る
木
簡
を
あ
げ
る
と
、

一
二
号

　

「郡
」

一
五
号
　
　
「更
科
郡
司
等
」

一
六
号
　
　
「余
戸
里
」

三
二
号
　
　
「郡
作
人
」

三
五
号
　
　
「乎
□
郷
是
不
里
」

三
六
号
　
　
「
（東
）
間
郡
」

五

一
号
　
　
「□
□
郷
□
□
□
」

六
〇
号
　
　
「信
濃
国
」
「更
科
郡
」

六
二
号
　
　
「等
信
郷
」

六
九
号
　
　
「長
谷
里
」

七
二
号
　
　
「□
穴
郷
高
家
里
」

七
三
号
　
　
「□
山
柏
寸
里
」

七
四
号
　
　
「
『信
濃
国
』
更
科
郡
余
□
」

七
六
号
　
　
「屋
代
郷
」

七
九
号
　
　
「船
山
」

九
〇
号
　
　
「船
山
郷
井
於
里
」

九

一
号
　
　
「普
田
酬
粍
國
□
里
」

一
〇
〇
号
　
「船
山
柏
村
里
」

一
〇
二
号
　
「□
間
郡
東
□
」

一
〇
八
号
　
「□
□
□
山
邊
□
」

一
一
〇
号

「伊
蘇
郷

口
□

里
」

152
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０
一
一
一
号
　
「多
里
」

０
一
一
四
号
　
「屋
代
郷
長
里
正
等
」

の
二
三
点
で
あ
る
。
第
四
水
田
対
応
層
出
土
の
も
の
は

一
二
号
～
三
六
号
の
六
点
、
第

三
水
田
対
応
層
は
五

一
号
以
下
の

一
七
点
で
あ
る
。　
一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
大

宝
令
以
前
の
評
な
ど
の
行
政
地
名
が
見
ら
れ
ず
、
い
ず
れ
も
大
宝
令
制
以
降
の
郡
里
制

下

（七
〇

一
～
七

一
五
年
）
お
よ
び
郡
郷
里
制
下

（七

一
五
～
七
四
〇
年
頃
）
の
呼
称
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
。

次
に
官
司
名

ｏ
官
職
名
に
つ
い
て
み
て
み
る
と
、　
〓

一号
に
軍
団
の

「少
毅
」
、
六

〇
号
の

「信
濃
回
」
、
七

一
号
の
郡
司
な
い
し
軍
団
の

「主
帳
」
、　
一
一
四
号
の

「郷
長

里
正
等
」
お
よ
び
郡
司
の

「少
領
」
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
少
領
は
少
な
く
と
も
大
宝

令
制
下
の
郡
里
制
以
降
の
も
の
で
あ
り
、
「郷
長
」
「里
正
」
は
、
郡
郷
里
制
下
の
も
の

で
あ
る
。
そ
し
て
郡
郷
里
制
以
降
の
郡
郷
制
を
示
す
も
の
は
見
ら
れ
な
い
。

以
上
０
国
の
木
簡
の
記
載
内
容
の
検
討
か
ら
、
記
載
内
容
の
分
か
る
も
の
の
時
期
を

分
類
す
る
と
、
七
世
紀
後
半
～
八
世
紀
初
頭
の
木
簡
、
八
世
紀
前
半
の
郡
里
制
下
の
木

簡

（以
下

「郡
里
制
下
の
木
簡
」
と
称
す
）
と
、
郡
郷
里
制
下
の
木
簡

（以
下

「郡
郷
里
制

下
の
木
簡
」
と
称
す
）
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
下
、
出
土
層
位
と
の
対
応
関
係
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
き
た
い
。

口

木
簡
の
記
載
内
容
と
出
土
層
位
と
の
対
応

第
二
章
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
木
簡
の
出
土
層
位
は
、
第
五
水
田
対
応

層

・
第
四
水
田
対
応
層

。
第
三
水
田
対
応
層

・
第
二
水
田
対
応
層
の
四
期
に
大
き
く
分

け
る
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
そ
の
中
を
三
五
の
グ
ル
ー
プ
に
細
分
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
四
期
の
層
の
そ
れ
ぞ
れ
は
洪
水
砂
に
よ

っ
て
パ
ッ
ク
さ
れ
て
い
る
の
で
、
第
五
水

田
対
応
層
が
木
簡
出
土
層
位
と
し
て
は
最
も
下
層
で
、
し
か
も
そ
れ
ぞ
れ
の
層
位
を
超

え
て
木
簡
が
上
下
に
基
本
的
に
は
移
動
し
て
は
い
な
い
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
グ
ル
ー

プ
に
つ
い
て
は
、
下
層
の
も
の
か
ら
層
序
に
し
た
が

っ
て
番
号
を
付
し
た
の
で
、
ほ
ぼ

番
号
順
に
下
層
か
ら
上
層
の
木
簡
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

日
国
の
木
簡
の
記
載
内
容
と
出
土
層
位
を
相
互
に
対
応
さ
せ
る
こ
と
で
、
木
簡
群
全

体
の
年
代
を
よ
り
細
分
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
五
水
田
対
応
層
出
土
木
簡

（九
占
じ

お
よ
び
第
四
水
田
対
応
層
出
土
木
簡
の

一
部

（
一
〇
号
～

一
四
号
）
が
前
記
の

七
世
紀
後
半
～
八
世
紀
初
頭
の
木
簡
に
、
残
り
の
第
四
水
田
対
応
層
出
土
木
簡

（
一
五

号
～
四
五
号
）
が

「郡
里
制
下
の
木
簡
」
に
、
第
三
水
田
対
応
層
出
土
木
簡

（四
六
号
～

一
一
三

号
）
が

「郡
郷
里
制
下
の
木
簡
」

に
ほ
ぼ
対
応
す
る
と
思
わ
れ
る
。
な
お
第
二

水
田
対
応
層
か
ら
出
土
し
た
木
簡

（
一
壬

一号
～

一
一
一六
号
）
は
文
字
の
判
読
が
で
き
な

い
も
の
で
、
記
載
内
容
か
ら
時
期
を
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
郡
郷
里
制
下
以

後
九
世
紀
ま
で
の
木
簡
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
以
下
、
こ
の
層
位
と
時
期
ご
と
の
主
な

木
簡
の
内
容
と
特
徴
、
お
よ
び
問
題
点
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

①
七
世
紀
後
半
～
八
世
紀
初
頭
の
木
簡

木
簡
に
記
さ
れ
た
年
紀

（干
支
）
と
遺
構

の
層
位
お
よ
び
共
伴
遺
物

の
年
代
観
に

よ

っ
て
第
五
水
田
対
応
層

（
一
～
七
グ
ル
ー
プ
）
お
よ
び
第
四
水
田
対
応
層

（八

・
九
グ

ル
ー
プ
）
か
ら
出
土
し
た
木
簡
は
、

七
世
紀
第
３
四
半
期
～
七
世
紀
末
な
い
し
八
世
紀

初
頭
に
あ
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
時
期
の
木
簡
の
特
徴
は
、
千
支
に
よ
る
年
紀
表

記
が
み
ら
れ
る
こ
と
、
古
い
書
体
や
八
世
紀
以
降
の
律
令
な
ど
の
法
制
用
語
に
は
み
ら

れ
な
い
用
語
を
記
す
木
簡
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。

出
土
層
位
で
は
第
五
水
田
対
応
層
が
屋
代
遺
跡
群
の
木
簡
出
土
層
の
中
で
最
も
古
い

層
で
、
土
器
の
年
代
観
か
ら
、
層
位
は
七
世
紀
第
３
四
半
期
か
ら
八
世
紀
初
頭
頃
に
あ

て
る
こ
と
が
で
き
る

（第
一
一章
参
昭
じ
。　
こ
の
層
位
に
属
す
る
木
簡

（
一
号
～
九
号
）

の

う
ち
主
な
も
の
は
、　
一
号

「小
野
ア
」
上
二
号

「穂
積
ア
」
ｏ
四
号

「竃
神
」
な
ど
で
あ

る
。
た
だ
し
、
い
ず
れ
も
そ
の
機
能
や
内
容
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が
多
く
、
今
後
の

検
討
を
必
要
と
す
る
。

次
に
、
第
四
水
田
対
応
層

（八

。
九
グ
ル
ー
プ
）
か
ら
出
土
し
た
木
簡

（
一
〇
号
～
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一
四
号
）
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
、
「布
手
」
を
列
記
し
た

一
〇
号
、
ヨ

一家
人
部
」
な
ど

部
姓
を
列
記
し
た

一
一
号
、
「郡
」
「少
毅
」
と
記
載
さ
れ
た

一
二
号
は

「戊
成
年
」
の

年
紀
を
有
す
る

一
三
号
の
下
層
の
ほ
ぼ
同

一
の
地
点
か
ら
出
土
し
て
い
る
。　
〓
二
号
の

「戊
成
年
」
は
文
武
天
皇
二
年

盆
ハ
九
八
）
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、　
〓
二
号
以
前
の
木
簡

は
六
九
八
年
頃
以
前
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、　
〓

一号
の

「郡
」
が
大

宝
令
制
下
で
施
行
さ
れ
た
郡
里
制
の

「郡
」
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
こ

で

一
括
し
た
七
世
紀
後
半
か
ら
八
世
紀
初
頭
の
木
簡
の
下
限
は
七
〇
〇
年
代
の
ご
く
初

期
ま
で
の
も
の
を
含
む
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
点
は

一
二
号
に
み
え
る

「少
毅
」
が
軍

団
の
次
官
を
示
す
職
名
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
軍
団
の
成
立
時
期
を
考
え
る
上
で
も
き
わ

め
て
重
要
な
資
料
と
な
ろ
う
。
な
お
、
こ
の
時
期
の
木
簡
は
、
内
容
が
わ
か
る
も
の
す

べ
て
が
文
書
簡
な
い
し
記
録
簡
あ
る
い
は
習
書
で
あ
る
。

字
体
で
は
、
「部
」
の
表
記
が

「
マ
」
で
は
な
く

「
ア
」
形
で
あ
る
こ
と
や
、
「人
」

の
書
き
方
が
七
世
紀
か
ら
八
世
紀
初
頭
の
古
い
時
期
に
見
ら
れ
る
字
体
で
あ
る
点
、
ま

た
字
の
大
き
さ
や
字
配
り
に
整

っ
た
風
が
な
く
古
様
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
特
徴
と
し
て

指
摘
で
き
る
。

「布
手
」

と
い
っ
た
用
語
も
律
令
な
ど
の
法
制
用
語
と
は
異
な
る
も
の

で
あ
る
こ
と
な
ど
も
特
徴
と
し
て
指
摘
で
き
よ
う

（本
章
第
二
節
第
二

ｏ
四
項
参
照
）。

②
郡
里
制
下
の
木
簡

ま
ず
、
こ
の
時
期
の
木
簡
群
の
上
限
と
下
限
の
根
拠
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
き
た
い
。

こ
の
時
期
の
木
簡

（
一
五
号
～
四
五
号
）
は
第
四
水
田
対
応
層

（
一
〇
グ
ル
ー
プ
～
二
一
グ

ル
ー
プ
）
か
ら
出
土
し
て
い
る
。　
そ
の
上
限
は
、

戊
成
年
を
記
し
た
木
簡

（
三
二
号
）

の
上
層
で
、
「更
科
郡
」

の
表
記
が
あ
る

一
五
号
や

「余
戸
里
長
」
あ
て
の
郡
符
で
あ

る

一
六
号
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
郡
里
制
が
行
わ
れ
た
大
宝
令
施
行
後
と
な

る
。
ま
た
、
下
限

に

つ
い
て
は
、
こ
の
群

で
最
も
上
層
か
ら
出
土
し
た
四
四
号

の

買
和
銅
）
七
年

〈七

一
四
〉
十
月
十
四
日
」
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て

一
〇
グ
ル
ー
プ
～
二

一
グ
ル
ー
プ
の
木
簡
は
ほ
ぼ
郡
里
制
下

（七
〇

一
～
七

一
五
年
）
の
木
簡
と
考
え
て
間
違

い
な
い
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
三
五
号
の

「乎
□
郷
是
不
里
」
に
つ
い
て
は
検
討
が

必
要
で
あ
る
。

こ
の
時
期
の
木
簡
の
特
徴
は
、
文
書

（文
書
簡

・
記
録
簡
）
や
習
書
が
日
立

つ
こ
と

で
あ
る
。
例
え
ば
国
符
で
あ
る

一
五
号
、
郡
符
で
あ
る

一
六
号
、
「郡
作
人
」

の
記
載

を
持

つ
三
二
号
、

「請
申
」

と
い
う
用
語
を
含
む
四
三
号
な
ど
は
書
式
な
い
し
記
載
内

容
か
ら
文
書
簡
と
考
え
ら
れ
る
。　
一
方
、
こ
の
時
期
で
明
確
に
荷
札
木
簡
だ
と
断
定
で

き
る
も
の
は
な
く
、
わ
ず
か
に

「七
年
十
月
十
四
日
」
の
記
載
を
も

つ
四
四
号
が
荷
札

木
簡
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
れ
ら
を
除
く
と
、
こ
の
時
期
の
木
簡
で
内
容
が
わ
か

る
も
の
の
ほ
と
ん
ど
が
文
書
木
簡
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
な
お

一
五
号

ｏ
二
六

号

・
三
六
号
に
は
習
書
が
あ
る
。

③
郡
郷
里
制
下
の
木
簡

こ
の
時
期
の
木
簡

（四
六
号
～

一
二
一
号
）
は
、

第
三
水
田
対
応
層

（二
一
一グ
ル
ー
プ

～
三

一一グ
ル
ー
プ
）
か
ら
出
土
し
て
い
る
。
第
四
水
田
対
応
層
と
第
二
水
田
対
応
層
の

間
に
は
間
層
が
あ
る
の
で
、
第
四
水
田
対
応
層
の
木
簡
と
第
三
水
田
対
応
層
の
木
簡
は

廃
棄
時
期
を
異
に
し
て
い
る
。

ま
ず
、
神
亀
三
年

〈七
二
六
〉
舎
一五
グ
ル
ー
プ
、
六
二
号
）
と
養
老
七
年

〈七
二
三
〉

公
一八
グ
ル
ー
プ
、
九
〇
号

ｏ
九
二
号
）
の
年
紀
を
有
す
る
木
簡
に
つ
い
て
は
、
前
者
は
湧

水
溝

（ｓ
Ｄ
七
Ω

一一〇
）、
後
者
は
東
西
自
然
流
路

（ｓ
Ｄ
八
〇
一
一八
＝
七
Ω

壬
じ

と
出

土
地
点
を
異
に
し
て
い
る
が
、
発
掘
所
見
で
は
ほ
と
ん
ど
同
時
期
の
堆
積
と
み
な
す
こ

と
が
で
き
る
こ
と
か
ら
、
二
五
グ
ル
ー
プ
か
ら
二
八
グ
ル
ー
プ
の
木
簡
が
廃
棄
さ
れ
た

の
は
、
ほ
ぼ
七
二
〇
年
代
頃
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
点
を
地
名

・
職
名
か
ら
み
る
と
、
五

一
号

「
□
□
郷
□
□
□
」
ｏ
七
二
号

「
□

穴
郷
高
家
里
」
・
七
三
号

「
□
山
柏
寸
里
」
。
九
〇
号

「
船
山
郷
井
於
里
」
・
九

一
号

「
営
酔
郷
國
□
里
」
・
一
〇
〇
号

「
船
山
柏
村
里
」
。
一
一
〇
号

「
伊
蘇
郷
口

□
里
」

な
ど
は
す
べ
て
郡
郷
里
制
下
の
表
記
と
な

っ
て
い
る
。
特
に
、　
一
一
四
号

「
屋
代
郷



第一節 木簡の全体的特徴

長
里
正
等
」
は
、
第
二
水
田
対
応
層
の
中

で
も
最
も
上
層
に
位
置
す
る
溝
か
ら
出
土

し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
第
三
水
田
対
応
層
出
土
の
木
簡
は
ほ
ぼ
郡
郷
里
制
下
の

時
期

（に
廃
棄
さ
れ
た
）
の
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
の
時
期
の
木
簡
の
特
徴
は
、
六

一
号

・
七

一
号

・
一
一
四
号
の
三
点
の
郡
符
木
簡

な
い
し
召
文
木
簡
が
含
ま
れ
る
な
ど
文
書
木
簡
に
も
注
目
す
べ
き
も
の
は
あ
る
が
、
特

に
荷
札
木
簡
が
数
量
的
に
も
ま
と
ま

っ
て
出
土
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
端
的
に
言
え

ば
、
こ
の
段
階
で
は
じ
め
て

「地
名
十
人
名
」
な
い
し

「地
名
十
人
名
十
物
品
名
十
年

月
日
」
と
い
っ
た
形
式
を
も

つ
明
確
な
荷
札
木
簡
が
見
い
だ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
第
三
水
田
対
応
層
出
土
の
木
簡
の
な
か
で
最
も
下
層
か
ら
出
土
し

た
も
の
が

「
乙
丑
年
」
の
年
紀
を
有
す
る
四
六
号
で
あ
る
。
こ
の
木
簡
の
出
土
状
態
に

つ
い
て
は
す
で
に
触
れ
た
が

（第
一
一章
参
照
）、
第
五
水
田
対
応
層
の
中
に
堆
積
し
て
い

た
も
の
が
、
第
二
水
田
対
応
湧
水
溝
の
埋
め
戻
し
土
の
中
か
ら
検
出
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
「
乙
丑
年
」
は
天
智
天
皇
四
年

金
ハ
エハ
五
）
に
比
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え

る

（本
章
第
二
節
第

一
項
参
照
）。

次
に
、
五
九
号
は
金
刺
部
な
ど
の
姓
を
も

つ
人
名
と
そ
れ
に
関
わ
る

「布
」
の
数
量

を
書
き
上
げ
た
記
録
簡
だ
が
、
「
ア
」

の
字
体
は
古
様
で
、　
一
〇
号
の

「布
手
」
と
の

関
連
を
想
起
さ
せ
る
。
ま
た
、
六
〇
号
は

「信
濃
国
」
に
関
す
る
兵
士
歴
名
を
記
載
し

た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、　
〓

一号
の

「少
毅
」
と
と
も
に
信
濃
に
お
け
る
軍
団
の
存
在

を
確
認
で
き
る
最
初
の
資
料
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
八

一
号
の
九
九
算
木
簡
は
、
九
九

算
の
九
の
段
と
八
の
段
を
記
載
し
た
も
の
で
、
奈
良
時
代
前
期
か
ら
地
方
で
九
九
算
が

広
ま

っ
て
い
た
こ
と
を
資
料
に
よ

っ
て
裏
付
け
た
点
で
重
要
で
あ
る
。
八
七
号
は
夏
五

月
の
出
挙
に
関
す
る
記
録
簡
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
に
み
え
る

「稲
取
人
」
と
い
う
名

称
は
出
挙
稲
の
借
り
手
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
類
例
が
な
い
。

一
〇
二
号
の

「□
間
郡
束
」
は

『延
喜
式
』
『和
名
類
衆
抄
』

で
は

「筑
摩
郡
」
と

表
記
さ
れ
て
い
る
郡
名
が
、
郡
郷
里
制
下
の
時
期
で
は

「束
間
郡
」
と
表
記
さ
れ
て
い

た
こ
と
を
示
す
。

第
二
水
田
対
応
層
で
も
最
も
上
層
に
位
置
す
る
溝
か
ら
出
土
し
た
も
の
に

一
一
四
号

の
郡
符
木
簡
や

一
一
五
号
の
解
式
の
書
式
を
持

つ
木
簡
が
あ
る
。

以
上
の
ほ
か
、
第
二
水
田
対
応
層
出
土
木
簡

（
〓
〓
一号
～
一
一
一六
号
）
が
あ
る
が
、

文
字
が
読
み
取
れ
な
い
か
、
な
い
し
は
斎
串
に
墨
書
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

一
一　

屋

代

木

簡

の
内

容

別
特

徴

屋
代
木
簡
全

一
二
六
点
中
、

内
容
分
類
の
可
能
な
も
の

（推
測
を
含
む
）

は
八
六
点

で
あ
る
。

そ
の
内
訳
は
文
書
木
簡
三
〇
点
、
付
札
木
簡
二
六
点
、
習
書

一
点

（重
複
を

除
く
）、
祭
祀
関
係
七
点
、
転
用
さ
れ
た
木
簡
七
点
な
ど
で
あ
る

（図
６４
参
昭
じ
。

こ
れ
を
時
期
別
に
み
る
と
、
七
世
紀
後
半
か
ら
八
世
紀
初
頭
の
木
簡
に
は
付
札

（荷

札
）
は
な
く
、
文
書
木
簡

（エハ
占
じ

な
い
し
習
書

（
一
点
）
お
よ
び
祭
祀
関
係

（
一
占
じ

で
あ
る
。
八
世
紀
初
頭
の

「郡
里
制
下
の
木
簡
」
で
は
、
文
書
木
簡
が
七
点
で
あ
る
の

に
対
し
、
付
札

（荷
札
）
は

一
点
で
あ
る
。
お
お
よ
そ
八
世
紀
初
頭
ま
で
の
時
期
で
は

文
書
木
簡
の
占
め
る
比
率
が
高
い
こ
と
が
わ
か
る
。

と
こ
ろ
が
、
八
世
紀
前
半
の

「郡
郷
里
制
下
の
木
簡
」

に
な
る
と
、
付
札

（荷
札
）

の
占
め
る
比
率
が
高
く
な
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
以
下
、
内
容
別
の
特
徴
に
つ
い
て

見
て
み
た
い
。

０

文
書
木
簡

広
義
の
文
書
木
簡
の
う
ち
文
書
簡

一
三
点
、
記
録
簡

一
〇
点
、
ど
ち
ら
と
も
わ
か
ら

な
い
も
の
七
点
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
第

一
は
、
年
紀
を
冒
頭
に
記
す
大
宝
令
以
前
の

記
載
様
式
の

一
三
号

・
四
六
号
が
出
土
し
た
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
全
国
初
の
国
符
木

簡
が
出
土
し
た
こ
と
。
第
三
に
少
な
く
と
も
三
点
の
郡
符
木
簡
が
出
土
し
た
こ
と
。
第

四
に
部
姓
者
な
ど
の
歴
名
様
の
木
簡
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。

①
文
書
簡

155
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一
五
号
は
国
符
木
簡
、　
王
ハ
号

。
六

一
号

ｏ
一
一
四
号
は
い
ず
れ
も
郡
符
木
簡
で
、

七

一
号
も
郡
符
な
い
し
召
文
木
簡
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に

一
遺
跡
か
ら
三
点
も
の
郡
符

が
出
土
し
た
例
は
な
い
。　
一
一
五
号
は
解
の
書
式
を
持

つ
も
の
。
差
出
部
分
が
読
み
と

れ
な
い
の
で
、
ど
こ
か
ら
出
さ
れ
た

「解
」
で
あ
る
の
か
不
明
。　
〓

一号
は
、
軍
団
の

少
毅
が
発
信
責
任
者
と
し
て
署
名
し
た
文
書

で
、
信
濃
に
お
け
る
軍
団
の
存
在
を
示

す
。
こ
の
ほ
か
、
三
二
号
は

「郡
作
人
」
に
関
わ
る
も
の
だ
が
、
文
意
は
明
確
で
は
な

い
。

九
三
号
は

「今
□
」

な
ど
の
文
言
を
含
む
。

三
三

・
三
四

ｏ
四
三

ｏ
五
〇
号
は

文
書
簡
の

一
部
と
考
え
ら
れ
る
が
、
内
容
に
つ
い
て
は
不
明
。

②
記
録
簡

三
号

・
一
一
号
は
部
姓
の
歴
名
。　
〓
二
号
は
稲
の
支
給
ま
た
は
収
納
に
関
わ
る
も

の
。
五
九
号
は
部
姓
者
と
そ
れ
に
関
わ
る
布
の
数
量
を
記
し
た
も
の
で
、
表
裏
に
三
段

な
い
し
四
段
に
わ
た

っ
て
記
さ
れ
る
。
ま
た

一
〇
号
は
布
の
織
り
手
と
考
え
ら
れ
る

「布
手
」

の
人
名
が
列
挙
さ
れ
、　
そ
れ
に
照
合
を
行

っ
た
こ
と
を
示
す
合
点
が
記
さ
れ

る
。
両
者
は
布
生
産
に
関
わ
る
木
簡
と
思
わ
れ
る
が
、
出
土
層
位
に
は
隔
た
り
が
あ

る
。
六
〇
号
は

「信
濃
回
」
に
関
わ
る
木
簡
。
屋
代
遺
跡
群
周
辺
に
軍
団
が
所
在
し
た

こ
と
を
示
す
か
。
八

一
号
は
九
九
算
の
九
の
段
と
八
の
段
を
記
し
た
木
簡
で
、
九
九
算

の

一
覧
表
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
八
七
号
は
、
夏
五
月
の
出
挙
で
稲
を
貸
し
与
え

ら
れ
た
人
と
稲
の
数
量
を
記
録
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。　
一
三
ハ
。
一
一
七
号
も
九
九

算
に
関
わ
る
記
録
簡
。
な
お
二
六
号
は
文
書
簡
か
記
録
簡
か
不
明
。

③
文
書
木
簡
か
付
札
か
不
明
の
も
の

四
六
号
は

「
乙
丑
年
」

か
ら
書
き
出
す
大
宝
令
以
前
の
記
載
様
式
を
持

つ
が
、

「酒

人
」
以
下
の
内
容
が
不
明
な
た
め
、
文
書
木
簡
か
付
札
か
断
定
で
き
な
い
。　
一
四
号

・

四
九
号
に
つ
い
て
も
、
付
札
か
文
書
木
簡
か
は
わ
か
ら
な
い
。
部
姓
者
を
記
し
た
と
思

わ
れ
る
も
の
に
五
号
が
あ
る
。　
一
七
号

・
一
八
号

。
一
九
号
な
ど
も
人
名
を
記
す
。

水田対応層

文 書 木 簡 付 札 木 簡
文書木簡か

付札木簡か不明
習 書 祭 祀 転 用

文書簡 記録簡 文書又は記録
荷 札

記載内容 と(形態)
形 態

124
125

61 (50)
71

93

114
115

81

87

116

117

78  (63)

(88)

(89)

(119)

51   79  ( 74)
53   90  (111)
62   91
69   92
72  100
73  108
75  110
76

77

(46)

(49)

(63)

(101)

(118)

87

〔101〕

115

116

117

58

44 (14)

(17)

(18)

(19)

(20)

(25)

計

9

重複 8点
11

重複 4点

26

86

(  )は解説文中の様式記載のないもの

〔  〕は表裏のうち片面のみわかるものないし別筆のもの

図 64 屋代遺跡群木簡内容別一覧
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国

付
札

①
荷
札
木
簡

地
方
出
土
の
荷
札

（付
札
）
木
簡
の
形
式
に
つ
い
て
は
、
地
名
や
人
名
の
み
の
表
記

の
も
の
が
多
く
、
物
品
名
や
そ
の
数
量
な
ど
を
記
し
た
も
の
が
少
な
い
こ
と
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
。
屋
代
木
簡
の
な
か
に
見
ら
れ
る
荷
札
木
簡
も
こ
う
し
た
地
方
出
土
の
荷
札

木
簡
の
特
徴
と
合
致
す
る
。
そ
の
記
載
様
式
に
よ

っ
て
Ａ
～
Ｆ
に
六
分
類
す
れ
ば
、
左

図
６５
の
よ
う
に
な
る
。

木簡番号

記 載 内 容 欠損状況 備考

国名 郡名郷名 里名戸主名戸口名人名 吻品名数量 年 月 日 上部 下部

74 ○ ○ ○ ○ × A

44 ○ ○ ○ × ○ B

62 ○ 裏○ ○ × B

90 ○ ○ ○ ○ 裏○裏○ ○ × B

○ ○ ○ × ○ B

72 ○ ○ ○ ○ ○ × C

○ ○ ○ ○ × C

○ ○ △ × × C

111 ○ △ × × C

○ ○ × × C

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ D

○ ○ ○ ○ E

○ ○ ○ ○ ○ E

110 ○ △ △ ○ × E

○ ○ ○ CorE

76 ○ ○ × CorE

○ ○ ○ × C orE
75 ○ ○ ○ F

77 ○ × ○ E orF

※記号については本文参照

Ａ
　
国
名
十
郡
名
十
郷
名
十

（以
下
欠
損
）

七
四
号
は
、
信
濃
国
が
冒
頭
に
書
か
れ
て
い
る
が
、
記
載
順
は
郡
郷
名
を
書
い
た
後

に
国
名
を
追
記
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
郷
名
以
下
に
つ
い
て
は
欠
損
の
た
め
、
郡

郷
里
制
下
の
里
名
、
戸
主

・
戸
口
名
な
ど
の
記
載
の
有
無
は
不
明
。

Ｂ
　
表

¨
郷
里
名
＋
戸
主

・
戸
口
名
十

（以
下
欠
損
）

裏

¨
年

（月
日
）

九
〇
号
が
こ
れ
に
該
当
す
る
が
、
四
四
号

・
六
二
号

ｏ
九
二
号
な
ど
も
こ
れ
に
相
当

す
る
可
能
性
が
あ
る
。
六
二
号

ｏ
九
〇
号
が
年
月
日
を
裏
面
に
記
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
四
四
号

ｏ
九
二
号
の
年
月
日
部
分
も
裏
面
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
い
ず
れ
に

し
ろ
、
完
形
で
は
な
い
た
め
こ
れ
以
外
の
記
載
内
容
の
有
無
に
つ
い
て
は
不
明
。

Ｃ
　
郷
里
名
＋
戸
主

ｏ
戸
口
名
＋

（以
下
欠
損
）

七
二
号
の
ほ
か
、　
一
〇
〇
号

。
一
〇
八
号

。
一
一
一
号

ｏ
五
三
号
な
ど
が
こ
れ
に
相

当
す
る
。
た
だ
し
、
完
形
で
は
な
い
た
め
こ
れ
以
外
の
記
載
内
容
の
有
無
に
つ
い
て
は

不
明
。

Ｄ
　
郷
里
名
十
人
名
十
物
品
名
十
数
量
十
月

五

一
号
が
こ
れ
に
相
当
す
る
。
物
品
名

（稲
）
や
数
量

（
一
束
）
を
記
載
し
て
い
る

点
で
他
の
木
簡
と
は
異
な
り
、
何
ら
か
の
特
定
の
目
的
に
使
わ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。

Ｅ
　
郷
里
名
十
人
名

七
三
号

ｏ
六
九
号
の
ほ
か
、　
一
一
〇
号
も
こ
れ
に
相
当
す
る
と
思
わ
れ
る
。

Ｆ
　
人
名
の
み

七
五
号
が
こ
れ
に
相
当
す
る
と
思
わ
れ
る
。

図 65 荷札木簡の記載内容一覧
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第五章 考 察

な
お
記
載
様
式
が
不
明
の
も
の
は
次
の
も
の
で
あ
る
。

Ｃ
ま
た
は
Ｅ
の
何
れ
か
の
様
式
の
も
の

七
六
号
、
七
九
号
、
九

一
号

Ｅ
ま
た
は
Ｆ
の
何
れ
か
の
様
式
の
も
の

七
七
号

記
載
内
容
の
不
明
の
も
の

六
四
号
、
六
七
号
、
八
二
号
、
八
三
号
、
八
六
号
、　
一
〇
七
号

ま
ず
、
全
体
的
な
特
徴
と
し
て
、
四
四
号
が
郡
里
制
下
の
も
の
で
あ
る
ほ
か
は
郡
郷

里
制
下
の
荷
札
木
簡
で
あ
り
、
郡
郷
里
制
下
で
荷
札
木
簡
の
出
土
数
が
急
増
す
る
点
は

注
目
さ
れ
る
。

次
に
記
載
様
式
の
特
徴
に
つ
い
て
み
る
と
、
Ｂ
～
Ｅ
の
郷
里
名
か
ら
書
き
出
す
記
載

様
式
、
お
よ
び
Ｆ
の
人
名
の
み
の
も
の
は
、
他
の
地
方
出
土
の
荷
札
木
簡
の
記
載
様
式

と
共
通
す
る
。
た
だ
し
、
Ａ

・
Ｂ

・
Ｃ
に
つ
い
て
は
完
形
の
木
簡
が
な
い
た
め
に
例
示

し
た
記
載
内
容
の
み
で
あ

っ
た
か
ど
う
か
は
判
断
で
き
な
い
。
な
お
、
六
九
号
は

「長

谷
里
」
か
ら
書
き
出
し
て
お
り
、
通
常
な
ら
里
制
下
の
里
名
と
す
る
と
こ
ろ
だ
が
、
層

位
的
に
は
郷
里
制
下
で
あ
り
、
こ
の
場
合
郡
郷
里
制
下
の
里
名
か
ら
書
き
出
し
た
可
能

性
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
Ｂ

ｏ
Ｃ
と
Ｅ

・
Ｄ
の
よ
う
に
郷
里
名
以
下
に
つ
い

て
も
、
戸
主
名
＋
戸
口
名
の
も
の
と
人
名
の
も
の
と
に
分
け
ら
れ
る
。
以
上
に
対
し
、

Ａ
の
七
四
号
は

「
『信
濃
国
』
更
科
郡
」

で
始
ま

っ
て
い
る
。
通
常
国
名
か
ら
書
き
出

す
荷
札
は
宮
都

へ
の
貢
進
物
に
付
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
地
方
出
土
の
荷
札
木
簡
で

国
名
か
ら
書
き
出
す
事
例
に
は
、
ほ
か
に
福
井
県
三
方
町
田
名
遺
跡
の
も
の
が
あ
る
。

こ
う
し
た
諸
類
型
が
何
を
意
味
す
る
の
か
は
、
地
方
に
お
け
る
荷
札
木
簡
の
全
体
的

検
討
が
必
要
で
あ
り
、
今
後
の
課
題
で
あ
ろ
う
。

②
物
品
付
札

明
ら
か
に
物
品
付
札
に
相
当
す
る
も
の
は
な
い
。

口

習
書

八
号
は

「多
」
字
の
習
書
。
二
六
号
は
木
簡
を
琴
形
木
製
品
に
転
用
し
た
も
の
だ

が
、
習
書
が
転
用
以
前
か
以
後
か
は
不
明
。
三
六
号
は
少
な
く
と
も
二
筆
以
上
か
ら
な

る
習
書
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か

一
〇

一
号
は

「布
」
字
の
、　
一
王
ハ
号
裏
面

は
人
名
な
ど
の
習
書
。　
一
一
七
号
裏
面
も
習
書
で
あ
る
。

回

祭
祀
関
係
木
簡

四
号
は
木
簡
自
体
が
竃
神
に
関
す
る
祭
祀
的
な
用
途
に
使
わ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。

「竃
神
」

と
記
す
出
土
文
字
資
料
と
し
て
は
現
時
点
で
は
最
古
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

ま

た
斎
串
に
墨
書
す
る
事
例
に
は
三
〇
号

・
三

一
号

。
四
二
号

。
五
八
号

。
一
二
四
号

ｏ

一
二
五
号
が
あ
る
。

固

そ
の
他

木
簡
か
ら
木
製
品
に
転
用
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
。
二
九
号

ｏ
五
四
号

ｏ
九
四
号

ｏ
九

五
号

・
一
〇
二
号

・
一
〇
五
号

ｏ
一
二

一
号
な
ど
で
あ
る
。
九
五
号
は
琴
柱
に
転
用
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、　
一
〇
二
号
は
題
箋
状
の
形
状
を
呈
し
て
い
る
。
仮
に
題
箋
だ
と
考

え
た
と
し
て
も
墨
書
は
題
箋
に
伴
う
も
の
で
は
な
く
、
転
用
前
の
木
簡
に
伴
う
墨
書
で

あ
ろ
う
。

近
年
鎌
田
元

一
は
郡
郷
里
制
の
開
始
時
期
を
霊
亀
三
年

（七

一
七
）
と
す
る
見
解
を
提
示
し
た

翁
郷
里
制
の
施
行
と
霊
亀
元
年
式
」

（上
田
正
昭
編

『古
代
日
本
と
東
ア
ジ
ア
』
小
学
館
、　
一
九
九

一
年
と
。

平
川
南

「地
方
の
木
簡
」
（川
崎
市
市
民
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
編

『木
簡
―
古
代
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
ー
』
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一
九
九
〇
年
、

の
ち
に

『古
代
東
国
と
木
簡
』
所
収
　
雄
山
閣
、　
一
九
九
二
年
）
、
高
島
英
之

「地

方
出
土
の
古
代
木
簡
に
つ
い
て
六
『群
馬
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
業
団
研
究
紀
要
』
八
、　
一
九
九

一

年
二
月
）
、
福
島
正
樹

「宮
都
の
木
簡
と
地
方
の
木
簡
六
『長
野
県
立
歴
史
館
研
究
紀
要
』
二
号
、　
一

九
九
六
年
二
月
）
参
照
。

（３
）
三
方
町
教
育
委
員
会

『
三
方
町
文
化
財
調
査
報
告
書
第
８
集
　
田
名
遺
跡
』

一
九
八
八
年
。

第
二
節
　
主
な
木
簡
の
検
討

一
　

千
支

年

木

簡

屋
代
遺
跡
群
か
ら
は
、
千
支
に
よ

っ
て
年
紀
を
示
し
た
木
簡
が
二
点

（
三
二
号

・
四

六
号
）
出
土
し
た
。

こ
れ
ら
の
木
簡
に
よ

っ
て
判
明
す
る
年
代
は
、
遺
跡
全
体
の
検
討

を
進
め
て
い
く
上
で
き
わ
め
て
重
要
な
鍵
に
な
る
も
の
で
あ
る
。　
一
般
に
、
大
宝
以
後

で
は
年
号
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、
千
支
で
年
紀
を
書
い
た
木
簡
に
つ
い
て

は
大
宝
令
施
行
前
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
」
純
。
し
か
し
ヽ
千
支
年
紀
の
比
定
に
つ
い

て
は
、
自
動
的
に
大
宝
令
施
行
前
と
即
断
す
る
だ
け
で
な
く
、
総
合
的
な
判
断
が
必
要

で
あ
ろ
莞
。
屋
代
遺
跡
群
の
場
合
に
は
、
幸
い
に
し
て
層
位
的
に
木
簡
を
分
類
す
る
こ

と
が
で
き
、
こ
の
分
類
と
出
土
状
況
が
比
定
の
重
要
な
根
拠
と
な

っ
た
。
以
下
の
記
述

に
つ
い
て
は
、
第
二
章
も
参
照
さ
れ
た
い
。

ま
ず

一
三
号
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
冒
頭
に
記
さ
れ
た

「戊
成
年
」
に
つ
い
て
、
木

簡
が
含
ま
れ
る
水
田
面
の
年
代
か
ら

一
応
広
く
比
定
候
補
を
想
定
す
る
な
ら
ば
、
文
武

天
皇
二
年

金
ハ
九
八
）、
天
平
宝
字
二
年

（七
五
八
）
と
い

っ
た
年
代
が
挙
げ
ら
れ
よ

う
。　
一
三
号
の
出
土
し
た
第
四
水
田
面
で
は
、

「郡
」

の
文
字
を
記
し
た
木
簡
が
出
土

し
て
お
り

（
〓

一号

。
一壬

一号

・
一二
ハ
号
）、　
三
二
号
も
大
宝
令
制
の
開
始
を
そ
れ
ほ
ど

遡
ら
な
い
時
期
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
第
四
水
田
面
よ
り
も
上
層
の
第
三
水
田
面
か

ら

「養
老
」

「神
亀
」

と
い
っ
た
八
世
紀
前
半
の
年
号
を
記
し
た
木
簡
が
出
土
し
て
お

第二節 主な木簡の検討
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り
、　
三
二
号
は
こ
れ
よ
り
も
前
の
も
の
と
し
て
、
天
平
宝
字
二
年
も
除
外
し
、
結
局
の

と
こ
ろ
、
「戊
成
年
」
は
文
武
天
皇
二
年

盆
ハ
九
八
）
と
確
定
で
き
る
。

一
三
号
の
観
察
か
ら
は
、
七
世
紀
末
の
も
の
と
し
て
次
の
よ
う
な
特
徴
を
指
摘
で
き

る
。
「部
」
を
表
し
た
文
字
が
、
八
世
紀
の
史
料
に
多
く
見
ら
れ
る

「
マ
」
形
で
な
く
、

七
世
紀
か
ら
八
世
紀
初
頭
の
古
い
時
期
の
も
の
に
見
ら
れ
る

「
ア
」
形
で
あ
る
。
ま

た
、　
一
三
号
は
年
月
日
以
外
に
は
人
名
や
東
数
を
列
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
千
支
年

紀
の
部
分
が
木
簡
の
冒
頭
と
考
え
ら
れ
る
。
干
支
年
紀
で
か

つ
木
簡
の
冒
頭
に
こ
れ
を

記
し
て
い
る
と
い
う
点
は
、
こ
れ
ま
で
に
出
土
し
て
い
る
大
宝
令
施
行
前
の
木
簡
と
共

通
す
る
特
徴
で
あ
縫
。
複
数
の
人
名
が
記
さ
れ
る
点
か
ら
見
る
と
、
付
札
よ
り
も
文
書

木
簡
な
い
し
記
録
簡
の
類
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
四
六
号
の

「
乙
丑
年
」

の
比
定
候
補
と
し
て
は
、
天
智
天
皇
四
年

（エハ
エハ
五
）

と
神
亀
二
年

（七
一
一五
）
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

四
六
号
は
第
三
水
田
面
湧
水

溝
か
ら
出
土
し
て
い
る
が
、
こ
の
湧
水
溝
最
下
層
か
ら
は
八
世
紀
前
半
の
土
器
が
多
量

に
出
土
し
て
お
り
、
遺
構
は
八
世
紀
前
半
に
埋
ま

っ
た
と
み
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
木
簡

自
体
は
こ
の
湧
水
溝
の
埋
め
戻
し
土
か
ら
出
土
し
た
。
考
古
学
的
に
見
て
、
新
し
い
時

期
の
遺
物
が
古
い
堆
積
層
に
埋
ま

っ
て
い
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
が
、
古
い
時
期
の
遺

物
が
掘
り
返
し
な
ど
に
よ

っ
て
新
し
い
時
期
の
層
位
に
混
入
す
る
こ
と
は
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
木
簡
の
出
土
状
況
は
、
天
智
天
皇
四
年
に
比
定
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
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第 3水田面

25グループ

62号「神亀□」

22グループ

46号 「乙丑年」
23グループ

第 4水田面

10グループ

15号「符更科郡司等」

9グループ

13号「戊成年」

8グループ

12号「郡」「少毅」

21グループ

44号「七年」

(和銅 7年 )

19グループ

18グループ

17グループ

32号「郡作人」

36号「間郡」
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は
な
い
。

第
三
水
田
面

の
木
簡
は
、
年
紀

の
見
ら
れ
る
も
の
は
い
ず
れ
も
年
号
を
使
用
し
て
お

り
、
養
老

・
神
亀

の
時
期

の
も
の
で
あ
る
。
四
六
号
は
、

こ
の
中

で
は
特
異
な
存
在

で

あ
る
。
全
国
的

に
見

て
、

こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
木
簡

に
お
け
る
干
支
年
紀

の
例

で
は

八
世
紀

に
下
る
も
の
を
見
出
せ
な
い
。
本
遺
跡

で
は
七
世
紀
に
人
々
が
活
動
し
て
い
た

こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
別
に
七
世
紀
の
一
三
号
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
四

六
号
を
孤
立
し
た
資
料
と
し
て
扱
う
必
要
は
な
い
。　
こ
れ
ら
の
状
況
か
ら
み
て
、

「乙

丑
年
」

は
神
亀
二
年
よ
り
も
天
智
天
皇
四
年

（エハ
エハ
五
）
に
比
定
す
る
の
が
妥
当
で
あ

ス
了
つ
。

四
六
号
も

一
三
号
と
同
様
に
上
端
か
ら
年
紀
を
記
し
て
お
り
、
こ
の
年
紀
の
面
を
表

と
し
て
、
干
支
年
紀
を
冒
頭
に
記
す
書
式
を
と

っ
て
い
た
も
の
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。
た
だ
し
、
こ
の
木
簡
に
つ
い
て
は
、
下
部
の
欠
損
に
よ

っ
て
内
容
は
わ
か
り
に
く

く
、
文
書
木
簡

・
記
録
簡
か
あ
る
い
は
付
札
の
類
な
の
か
は
判
断
し
が
た
い
。

木
簡
に
お
け
る
最
も
古
い
干
支
年
紀
の
例
は
、
藤
原
宮
跡
出
土
木
簡
の

「辛
酉
年
三

月
十
日
」
（辛
酉
年
は
斉
明
天
皇
七
年
＝
六
六

こ

で
あ
る
が
、
屋
代
木
簡
四
六
号
は
こ
れ

に
次
い
で
現
在
の
と
こ
ろ
二
番
目
に
古
く
、
地
方
に
お
け
る
干
支
年
紀
木
簡
と
し
て
は

最
古
の
例
と
な
る
。
ち
な
み
に
、
こ
れ
ま
で
の
地
方
出
土
の
木
簡
に
お
け
る
最
古
の
年

紀
は
、
滋
賀
県
中
主
町
湯
ノ
部
遺
跡
出
土
木
簡
の

「丙
子
年
十

一
月
」
（丙
子
年
は
天
武

天
皇
五
年
＝
六
七
六
）
で
あ

っ
た
。

屋
代
木
簡
と
時
期
的
に
重
な
り
、
ま
た
地
方
の
木
簡
と
し
て
の
共
通
性
が
あ
る
と
い

う
点
で
は
、
伊
場
遺
跡
出
土
の
木
簡
が
注
目
さ
れ
る
。　
〓
二
号
と
の
比
較
に
お
い
て

は
、
次
の
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
。

早
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
若
口
□

□
巳
年
正
月
生
十
日
柴
江
五
十
戸
人

□
□
□
三
百
丹
東
若
ロ

マ
ロ
ロ

公
一八
四
）
×
二
九
×
三

年
紀
は
、
辛
巳
年
で
あ
れ
ば
天
武
天
皇
十
年

盆
ハ
八

こ

で
あ
る
。
干
支
年
の
後
に
、

人
名
と
東
数
が
記
さ
れ
て
い
る
。　
〓
二
号
に
比
べ
て
、
東
数
が
か
な
り
異
な
る
こ
と

や
、
季
節
が
違
う
こ
と
な
ど
、
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
も
あ
る
が
、
記
載
様
式

は
、
き
わ
め
て
類
似
し
て
い
る
。
七
世
紀
段
階
に
お
い
て
稲
の
出
納
な
い
し
授
受
に
使

わ
れ
る
木
簡
に
共
通
し
た
様
式
が
広
ま

っ
て
い
た
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
。
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第二節 主な木簡の検討

岸
俊
男

「木
簡
と
大
宝
令
」
翁
木
簡
研
究
』
二
、　
一
九
八
〇
年
十

一
月
、
の
ち

『
日
本
古
代
文
物
の

研
究
』
所
収
　
塙
書
房
、　
一
九
八
八
年
）。

（２
）
東
野
治
之

「法
隆
寺
伝
来
の
幡
墨
書
銘
」

（小
松
和
彦

・
都
出
比
呂
志
編

『
日
本
古
代
の
葬
制
と
社

会
関
係
の
基
礎
的
研
究
』

大
阪
大
学
文
学
部
、　
一
九
九
五
年
）。

（３
）
註

（１
）
岸
論
文
。

（４
）
奈
良
県
教
育
委
員
会

『藤
原
宮
Ｌ

九
六
八
年
、
八
六
号
木
簡
。
た
だ
し
、
こ
の
木
簡
に
つ
い
て
は
、

藤
原
宮
の
遺
構
か
ら
出
土
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
七
世
紀
末
に
お
い
て
辛
酉
年
に
遡
る
記
録
を

書
き
つ
け
た
も
の
と
す
る
見
解

（和
田
率

「
一
九
七
七
年
以
前
出
土
の
木
簡

（五
と

『木
簡
研
究
』

五
、　
一
九
八
三
年
十

一
月
）
が
あ
る
。

（５
）
滋
賀
県
教
育
委
員
会

・
財
団
法
人
滋
賀
県
文
化
財
保
護
協
会

『湯
ノ
部
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
Ｉ
』

一
九
九
五
年
。

（６
）
『静
岡
県
史
』
資
料
編
４
古
代
、
別
編
、
木
簡
、　
九
五

一
頁
、　
一
九
八
九
年
。

一
一　

国
符
木
簡

一
五
号
は
、
七
世
紀
末
か
ら
八
世
紀
初
頭
の
木
簡
が
出
土
し
た
第
四
水
田
対
応
層
中

で
も
比
較
的
新
し
い
時
期
に
廃
棄
さ
れ
た
木
簡
で
あ
り
、
第
四
水
田
対
応
層
の
層
位
や

ほ
か
の
木
簡
と
の
関
係
な
ど
か
ら
八
世
紀
初
頭
の
郡
里
制
下

（七
〇

一
～
七

一
五
）
の

時
期
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
下
部
が
欠
損
し
て
い
る
が
、
表
に
文
書
木
簡
と
し
て
の

原
文
が
残
り
、
裏
は
本
来
の
木
簡
面
を
削

っ
た
上
に
書
か
れ

た
と
思
わ
れ
る
習
書
が
み
ら
れ
る
。
裏
の
習
書
は
表
と
天
地

を
逆
に
し
、
表
と
は
異
な
る
二
種
の
筆
跡
が
認
め
ら
れ
る
。

文
書
木
簡
と
し
て
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
表

に

「符

更
科
郡
司
等
　
可
□
口

」
と
い
う
文
言
が
み
ら
れ
る
こ
と

で
あ
る
。
符
は
公
式
令
に
規
定
さ
れ
る
上
級
官
司
か
ら
被
管

官
司

へ
の
下
達
文
書

で
あ
り
、　
一
五
号

で
は

「更
科
郡
司

等
」
が
宛
所
、
す
な
わ
ち
被
管
官
司
に
あ
た
る
こ
と
か
ら
、

符
を
発
し
た
上
級
官
司
に
該
当
す
る
の
は
信
濃
国
司
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。

「可
□
目

」

以
下
の
文
言
が
失
わ
れ
て
い

る
た
め
、
そ
の
下
達
内
容
は
不
明
で
あ
る
が
、
信
濃
国
司
か

ら

「更
科
郡
司
等
」
に
対
し
て
発
せ
ら
れ
た
符
で
あ
る
こ
と

は
確
か
で
あ
り
、
本
報
告
書
で
は

一
五
号
を
国
符
木
簡
と
よ

ぶ
こ
と
に
す
る
。

近
年
、
郡
司
が
里

（郷
）
長
等
に
対
し
て
発
す
る
符
を
記

し
た
木
簡
、

い
わ
ゆ
る
郡
符
木
簡
の
事
例
が
各
地
で
報
告
さ

れ
て
お
り
、
次
項
で
述
べ
る
よ
う
に
、
屋
代
遺
跡
群
で
も
少

1註

0             5 cm
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第五章 考

な
く
と
も
三
点
出
土
し
て
い
る
が
、
国
司
が
郡
司
に
対
し
て
発
す
る
国
符
木
簡
は
ほ
か

に
例
を
み
な
い
。
ま
た
、
紙
に
記
さ
れ
た
奈
良
時
代
の
国
符
も
次
に
あ
げ
る
天
平
十
二

年

（七
四
〇
）
の
国
符
案
断
簡
の
ほ
か
数
は
少
な
い
。

Ｈ
□
符
到
奉
口

守

天
平
十
二
日

一
五
号
は
大
宝
令
施
行
か
ら
そ
う
時
期
を
経

て
い
な
い
八
世
紀
初
め
の
も
の
で
あ

り
、
そ
の
点
で
も
出
土
し
た
意
義
は
大
き
い
と
い
え
よ
う
。

次
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
宛
所
が

「更
科
郡
司
等
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
本
遺
跡

は
埴
科
郡
内
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
宛
所
が

「更
科
郡
司
等
」
と
複
数
で
あ
る

こ
と
か
ら
推
し
て
、
ま
ず
更
科
郡
家
に
送
ら
れ
、
そ
の
後
、
何
ら
か
の
過
程
を
経
た
上

で
埴
科
郡
内
で
廃
棄
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
伊
勢
国
に
お
け
る
国
符
の
下
達
方
式
の
例
が
参
考
に
な
る
。

伊
勢
国
計
会
帳
に
は
次
の
よ
う
な
記
事
が
み
え
る
。

行
下
符

一
条

為
レ検
二
水
田
熟
不
一発
一一遣
少
嫁
佐
伯
宿
祢

鍬
作
道
前
、
少
目
大
倭
伊
美
吉
生
蒻
道

飲

管
蘊
炒誰
業
聯
雄
歌
絶
課
効
財
倭

却朕結腱
硼野
建降輪躙繭澱鰯微鋤
一、働替、
以二

右
、
付
郡
伝
、

こ
れ
は
、
伊
勢
国
内
の

「道
前
」
と

「道
後
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ

一
通
ず

つ
の
国
符
を

下
し
た
記
事
で
あ
る
が
、
こ
の

「道
前
」
と

「道
後
」
は
伊
勢
国
十
三
郡
を
二

つ
に
分

け
た
行
政
ブ

ロ
ッ
ク
で
あ
り
、
国
符
は
そ
の
ブ

ロ
ッ
ク
内
の
郡
司
か
ら
郡
司

へ
と
逓
送

さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
国
符
木
簡
で
あ
る

一
五
号
を
、
伊
勢
国
の
事
例
と
同
様

に
考
え
れ
ば
、
宛
所
の

「更
科
郡
司
等
」
が
意
味
す
る
の
は
、　
一
つ
の
行
政
ブ

ロ
ッ
ク

に
属
す
る

「更
科
郡
司
」
を
は
じ
め
と
す
る
諸
郡
の
郡
司
で
あ
り
、　
一
五
号
木
簡
は
そ

れ
ら
の
郡
家
か
ら
郡
家

へ
逓
送
さ
れ
た
と
解
釈
で
き
（純

。

『延
喜
式
』
や

『和
名
類
衆
抄
』
は
信
濃
国
十
郡
を
伊
那
、
諏
方

（諏
訪
）、
筑
摩
、

安
曇
、
更
級
、
水
内
、
高
井
、
埴
科
、
小
縣
、
佐
久
の
順
に
記
す
が
、

こ
の
内
、
地

形
、
交
通
上
か
ら
、
更
級
郡
か
ら
埴
科
郡
ま
で

の
千
曲
川
沿
い
の
信
濃
北
部

（現
在
で
じ
つ
北

信
）
四
郡
を

一
つ
の
行
政
ブ

ロ
ッ
ク
と
し
て
想

定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち

一
五
号

は
、
ま
ず
更
科
郡
家
に
送
ら
れ
、
次
に
同
じ
千

曲
川
左
岸
に
位
置
す
る
水
内
郡
の
郡
家
に
逓
送

さ
れ
、
そ
の
後
、
千
曲
川
右
岸
の
高
井
郡
家
、

埴
科
郡
家
の
順
に
逓
送
さ
れ
て
国
符
木
簡
と
し

て
の
機
能
を
終
え
、
習
書
に
用
い
ら
れ
た
後
、

溝
に
廃
棄
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

一
国
内
の
諸
郡
を
複
数
の
行
政
ブ

ロ
ッ
ク
に

5 cm0
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分
け
て
把
握
す
る
方
式
は
、
前
述
の
伊
勢
国
の
ほ
か
陸
奥
国
に
お
い
て
も
想
定
さ
れ
て

お
り
、
面
積
が
広
大
な
上
、
険
し
い
地
形
と
、
南
と
北
に
大
河
を
有
す
る
信
濃
国
に
お

い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
方
式
を
想
定
す
る
こ
と
は
十
分
可
能
で
あ
ろ
う
。　
一
五
号
が
廃

棄
さ
れ
た
後
の
養
老
五
年

（七
二
こ

エハ
月
に
は
、
信
濃
国
か
ら
新
た
に

「諏
方
国
」

が
分
置
さ
れ
て
」
縫
。
「諏
方
国
」
は
天
平
三
年

（七
三

こ

〓
一月
に
廃
さ
（純

再
び
信
濃

国
に
併
合
さ
れ
る
ま
で
約
十
年
間
存
在
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
未
詳
な
点
が
多
く
、

「諏
方
国
」

の
範
囲
も
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
が
、

少
な
く
と
も
信
濃
国
南
部

（現

在
で
い
つ
南
信
）
の
伊
那

・
諏
方
両
郡
は
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
あ
る

い
は

「諏
方
国
」
の
分
置
に
つ
い
て
も
、
こ
う
し
た
行
政
ブ

ロ
ッ
ク
の
存
在
を
前
提
と

し
て
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

一
五
号
の
国
符
の
内
容
が
明
ら
か
で
な
い
以
上
、
信
濃
国
内
に
お
け
る
行
政
ブ

ロ
ッ

ク
の
存
在
や
行
政
ブ

ロ
ッ
ク
内
で
の
木
簡
の
逓
送
に
つ
い
て
は
推
測
の
域
を
出
な
い
。

し
か
し
、
少
な
く
と
も

一
五
号
は
、
従
来
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
か

っ
た

一
国
内
の

行
政
体
制
と
文
書
伝
達
の
実
態
を
考
え
る
上
で
、
今
後
、
重
要
な
手
が
か
り
の

一
つ
と

な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（証
（１
）
本
報
告
書
第
二
章
参
照
。

（２
）
「緋
絶
鳥
兜
残
欠
竹
篭
心
貼
附
文
書
」
（松
島
順
正
編

『正
倉

院
宝
物
銘
文
集
成
』
吉
川
弘
文
館
、　
一
九
七
八
年
）
。
な
お
、

文
書
の
釈
文
と
性
格
に
つ
い
て
は
東
野
治
之

「正
倉
院
蔵
鳥

兜
残
欠
よ
り
発
見
さ
れ
た
奈
良
時
代

の
文
書
と
墨
画
」

（ア
ヽ
ュ
ー
ジ
ア
ム
』
二
七
八
、

一
九
七
四
年
五
月
、
の
ち

『正
倉
院
文
書
と
木
簡
の
研
究
』
所
収
　
塙
書
房
、　
一
九
七

七
年
）
に
よ
っ
た
。

（３
）
註

（２
）
の

「緋
絶
鳥
兜
残
欠
竹
篭
心
貼
附
文
書
」
と
し
て

ほ
か
に

「丹
後
国
符
」
案
が
二
通
み
ら
れ
る

（註

（２
）
東

野
論
文
参
照
）。
さ
ら
に
、
天
平
宝
字
六
年

（七
六
二
）
四

月
八
日

「近
江
国
符
」
案
翁
大
日
本
古
文
書
』
十
五
―

一
八

八
）、
同
年
五
月

一
日

「近
江
国
符
」
案
翁
大
日
本
古
文
書
』

十
五
―

一
九
七
）、
宝
亀
八
年

（七
七
七
）
七
月
二
日

「大

和
国
符
」
案
翁
大
日
本
古
文
書
』
六
―
五
九
七
）
な
ど
が
あ

り
、
類
す
る
も
の
に
天
平

一
五
年

（七
四
三
）
九
月
二
日
の

「摂
津
職
符
」
翁
大
日
本
古
文
書
』
東
大
寺
文
書
之
三
―

一

八
四
）
が
あ
る
。

（４
）
『大
日
本
古
文
書
』
二
十
四
―
五
四
八
。
な
お
、
釈
文
は
国

立
歴
史
民
俗
博
物
館

『正
倉
院
文
書
拾
遺
』

一
九
九
二
年
に

よ

る

。

図 70 伊勢国略図 (『国史大事典』第1巻 (吉川弘文館)よ り転載許可済)
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第五章 考 察

（５
）
鐘
江
宏
之

「計
会
帳
に
見
え
る
八
世
紀
の
文
書
伝
達
六
『史
学
雑
誌
』

一
〇
二
―
二
、　
一
九
九
二
年

二
月
）
。

（６
）

一
通
の
国
符
が
複
数
郡
司
の
間
で
逓
送
さ
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
例
と
し
て
は
註

（３
）
の

「丹
後
国
符
」
お
よ
び
天
平
宝
字
六
年
五
月

一
日

「近
江
国
符
」
が
あ
げ
ら
れ
る
。
註

（５
）
鐘
江

論
文
参
照
。

（７
）
平
川
南

「律
令
制
下
の
多
賀
城
」

（宮
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所
編

『多
賀
城
跡
―
政
庁
跡
　
本

文
編
』

一
九
八
二
年
）、
同

「海
道

・
牡
鹿
地
方
」
（石
巻
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編

『石
巻
の
歴
史
』

六
、
特
別
史
編
、　
一
九
九
二
年
）
。

（８
）
『続
日
本
紀
』
養
老
五
年
六
月
辛
丑

（二
十
六
日
）
条
。

（９
）
『続
日
本
紀
』
天
平
三
年
二
月
乙
卯

（七
日
）
条
。

（１０
）
『長
野
県
史
』
通
史
編
第

一
巻
原
始

・
古
代
、
第
二
章
第

一
節
、　
一
九
八
九
年
。

里
長
」
に
対
し
て

「符
」
と
い
う
下
達
文
書
が
発
給
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
郡
司
が

そ
の
管
轄
下
に
あ
る
里
長
に
対
し
て
発
行
し
た
郡
符
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
郡
の
下

の
行
政
組
織
が

「里
」
で
あ

っ
た
の
は
、
大
宝
令
に
よ

っ
て
郡
里
制
が
定
め
ら
れ
た
大

宝
元
年

（七
〇

こ

か
ら
郡
郷
里
制
に
改
め
ら
れ
る
霊
亀
元
年

（七

一
五
）
ま
で
で
あ
る

の
で
、
郡
里
制
下
の
郡
符
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
出
土
層
位
の
年
代
観
と
矛
盾
は
な

い
。
な
お
下
端
欠
損
で
命
令
内
容
は
不
明
で
あ
り
、
施
行
文
言

。
署
名
等
が
あ
る
と
想

定
さ
れ
る
裏
面
は
、
墨
痕
が
残
る
が
文
字
が
削
ら
れ
て
い
て
読
み
取
れ
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
平
川
南
は
こ
れ
ま
で
出
土
し
た
郡
符
木
簡
を
検
討
し
、

ｏ
郡
符
木
簡
の
命
令
は
、
主
に
人
の
召
喚
を
内
容
と
す
る
。

ｏ
郡
符
木
簡
は
そ
の
宛
所
で
廃
棄
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
差
出
ま
た
は
召
喚
先
の
郡
家
な

い
し
そ
の
関
連
施
設
で
召
喚
人
と
と
も
に
提
示
さ
れ
、
そ
の
後
廃
棄
さ
れ
た
。

・
郡
符
木
簡
の
出
土
す
る
遺
跡
な
い
し
そ
の
近
辺
に
は
、
郡
家
の
中
心
施
設
お
よ
び
郡

家
別
院
、
郡
家
関
連
施
設

（港
湾
な
ど
）
な
ど
が
存
在
し
た
と
想
定
で
き
る
。

と
い
う
点
を
明
ら
か
に
し
た
。

こ
の
こ
と
か
ら
、

「余
戸
里
長
」

あ
て
の
郡
符
も
、

屋
代
遺
跡
群
の
所
在
す
る
埴
科

〓
一　

郡
符
木
簡

屋
代
木
簡
の
な
か
に
は
、

号
も
郡
符
と
考
え
ら
れ
、
七

六
号

ｏ
一
一
四
号
の
二
点
の
郡
符
木
簡
が
あ
る
。
六

一

号
も
郡
符
木
簡
の
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
わ
せ
て
考
え

た
い
。

一
六
号
は
八
世
紀
初
頭

に
あ
た
る
第
四
水
田
対
応
層
か
ら
出
土
し

て
い
る
。
「
余
戸

「
　

α
τ

町
■

鶏

Ｌ
↓

`

きノ
I″

ナ
t・

メ 7

“

｀

5 cm

図 71 114号 木簡実測図
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郡
の
郡
司
が
管
内
の

「余
戸
里
長
」
に
対
し
て
発
給
し
た
も
の
で
、
埴
科
郡
家
な
い
し

そ
の
関
連
施
設
で
廃
棄
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

一
一
四
号
は
Ｓ
Ｄ
七
〇
三

一
か
ら
出
土
し
て
い
る
。

こ
の
自
然
流
路
は
第
三
水
田

対
応
層
の
中

で
も
最
も
新
し
い
時
期
の
も
の
で
あ
る

（第
一
一章
参
照
）。
宛
所
は

「屋

代
郷
長
里
正
等
」

で
あ
り
、
「郷
長
」
「里
正
」

の
呼
称
か
ら
郡
郷
里
制
下
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
り
、
木
簡
の
年
代
と
層
位
と
の
時
期
的
矛
盾
は
な
い
。
屋
代
郷
は

『和
名

類
衆
抄
』

で
は
埴
科
郡
に
属
す
。
し
た
が

っ
て
、
符

の
差
出
と
思
わ
れ
る
裏
面

の

「少
領
」

の
職
名
か
ら
、

埴
科
郡
司
の
発
給
し
た
郡
符

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

内

容
は
、
埴
科
郡
司
が
管
内
の

「屋
代
郷
長
里
正
等
」

に
対
し
、
郡
家
に
お
け
る
何
ら

か
の
行
事
の
た
め
と
思
わ
れ
る
敷
席

・
鱒

。
芹
な
ど
の
物
品
や
、
行
事
に
使
う
建
物

（神
宮
室
、
殿
）
の
造
営

の
た
め
の
匠
丁
の
根
代
、
堪
夫

一
人

・
馬

一
二
疋
な
ど
と
、

建
物

の
造
営

の
人
夫

一
〇
人
を
出
す
よ
う
に
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容
か

ら
、
郡
家

で
の
行
事
と
は
神
事
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
命
令
を
受

け
た
屋
代
郷
長
は
郷
内
の
里
正
等
と
と
も
に
人
夫

ｏ
物
品
等
を
調
達
し
、
埴
科
郡
家

な
い
し
そ
の
関
連
施
設
に
郡
符
を
携
帯
し
て
赴
き
、
点
検
を
受
け
た
後
、
そ
の
郡
符

を
廃
棄
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
の
郡
符
木
簡
は
主
に
人
の
召
喚
に
関
わ

っ
て
発
せ
ら
れ
て
い
る
の
に
対

し
、
本
木
簡
は
人
夫
の
召
喚
と
物
品
の
調
達
を

一
本
の
木
簡
で
同
時
に
命
じ
て
い
る
点

に
特
徴
が
あ
る
。
命
令
内
容
は
宛
所
の
下
に
三
行
に
分
け
て
記
さ
れ
て
い
る
。　
一
行
目

が
神
事
に
用
い
る
物
品
、
二
行
目
が
造
営
に
携
わ
る
技
術
者
の
手
当
お
よ
び
建
築
用
材

な
ど
を
運
搬
す
る
夫
馬
、
三
行
日
が
造
営
に
携
わ
る
人
夫
と
、
そ
れ
ぞ
れ
書
き
分
け
ら

れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
郡
符
木
簡
の
長
さ
は
平
川
に
よ
り
約
二
尺
ほ
ど
と
推
定
さ
れ

て
お
り
、
本
木
簡
も
そ
れ
と
同
様
で
あ

っ
た
と
仮
定
す
れ
ば
、
調
達
す
る
物
品
名
な
ど

が
欠
損
部
に
も
記
さ
れ
て
い
た
と
想
定
さ
れ
る
。

ま
ず
、　
一
行
日
の

「敷
席
」

は
、

「
む
し
ろ
」

の
こ
と
で
、
『延
喜
式
』

（神
祇
式
）

に
記
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
祭
祀
に
用
い
る
物
品
の
中
に
は
席
や
薦
な
ど
の
敷
物
が
見
え

る
か
ら
、
祭
祀
と
の
関
連
を
う
か
が
わ
せ
る
。
新
潟
県
八
幡
林
遺
跡
の
二
四
号
木
簡
に

よ
れ
ば
、
郡
に
進
上
し
た
物
品
と
し
て
干
宍

・
不
と
と
も
に

「席
二
枚
」
が
見
え
る
。

こ
の
八
幡
林
木
簡
は
そ
の
内
容
か
ら
郡
家
で
の
神
事
な
ど
で
の
使
用
物
品
を
貢
進
し
た

こ
と
を
記
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
本
木
簡
の
内
容
を
考
え
る
上
で
共
通
点
の
多
い
木

簡

で
あ
る
。
ま
た
、
埼
玉
県
小
敷
田
遺
跡
の
八
号
木
簡
に
も

「畳
」
ｏ
「絞
薦
」
。
「立

薦
」
な
ど
の
名
が
見
え
、
祭
祀
料
と
の
関
連
が
問
題
に
さ
れ
て
い
純
。
「鱒
□
升
」

の

う
ち

「□
升
」
の
読
み
に
つ
い
て
は
な
お
検
討
す
べ
き
点
も
あ
る
が
、
鱒
や
芹
に
つ
い

て
は
、
祭
祀
料
物
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
行
目
の

「匠
丁
」

に
つ
い
て
は
、
本
木
簡
の
後
段
の
建
物

（□
宮
室

・
殿
）
を
造

営
す
る
技
術
者
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
根
代
布
と
は
、
そ
の
匠
丁
に
対
し
て
与
え

ら
れ
る
食
糧
手
当
が
わ
り
の
布
で
あ
ろ
う
。
「勘
夫
」
に
つ
い
て
は
、
「勘
」
を

「堪
」

の
誤
記
と
見
て
、
「堪
」
は

「担
」
と
音
通
で

「堪
夫
」
＝
「担
夫
」
と
考
え
ら
れ
る
。

下
に
続
く

「馬
十
二
疋
」
は

「堪
夫
」
と
セ
ッ
ト
で
考
え
、
い
わ
ゆ
る

「夫
馬
」
、
す

な
わ
ち
後
段
の
建
物
の
用
材
等
を
運
ぶ
た
め
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

三
行
日
の

「□
宮
室
」

「殿
」

と
は
神
事
の
た
め
の
建
物
の
こ
と
を
意
味
す
る
と
思

わ
れ
る
。
人
夫

一
〇
人
は

「□
宮
室
」
と

「殿
」
を
造
営
す
る
た
め
の
人
夫
の
こ
と
で

あ
ろ
う
。

な
お
、
こ
こ
に
う
か
が
え
る
神
事
の
具
体
的
内
容
と
、
そ
れ
と
関
連
す
る
が
こ
の
郡

符
に
よ
る
徴
発
の
性
格
な
ど
、
今
後
明
ら
か
に
す
べ
き
課
題
は
多
い
。

次
に
、
六

一
号
は
二
五
グ
ル
ー
プ
に
、
七

一
号
は
二
七
グ
ル
ー
プ
に
属
す
が
、
二
五

～
二
八
グ
ル
ー
プ
は
ほ
ぼ
同
時
代
の
第
三
水
田
対
応
層
か
ら
検
出
さ
れ
た
木
簡
で
、
そ

の
中
に
養
老
七
年
、
神
亀
三
年
の
年
紀
を
有
す
る
木
簡
を
含
ん
で
お
り
、
そ
の
年
代
は

お
お
よ
そ
七
二
〇
年
代
ご
ろ
の
郡
郷
里
制
下
の
時
期
に
あ
た
る

（本
章
第

一
節
）。
六

一

号
は
上
下
端
欠
損
で

「長
等
」
と
い
う
文
字
の
み
が
残
り
、
文
書
の
様
式
は
不
明
。
し

た
が

っ
て
郡
符
木
簡
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
の

「長
等
」
を
宛
所
の

一

部
と
み
な
す
な
ら
ば
、　
こ
れ
ま
で
出
土
し
た
郡
符
木
簡
の
宛
所

「春
部
里
長
等
」

（山



垣
遺
跡
）
「馬
道
里
長
」
（西
河

原
遺
跡
）
「竹
田
郷
長
里
正
等
」

（伊
場
遺
跡
）
「立
屋
津
長
伴

マ

福
麿
」

箸
川田
目
条
里
遺
跡
）
な

ど
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
、
埴
科

郡
内

の
い
ず
れ
か

の

「里
長

等
」

な
い
し

「郷
長
等
」
、

あ

る
い
は
他
の

「長
等
」

（津
長
、

あ
る
い
は
米
長

・
税
長
な
ど
）
あ

て
の
郡
符
木
簡
で
あ
る
可
能
性

が
高
い
で
あ
ろ
う
。

七

一
号
は
上
下
端
欠
損
で
文
書
の
形
式
が

「符
」
で
あ
る
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
。

内
容
を
み
る
と
、
裏
面
に
は
文
書
の
発
信
者
と
思
わ
れ
る

「主
帳
」
の
職
名
が
あ
り
、

日
付
と
時
刻
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
文
書
の
発
信
に
関
わ
る
日
付
と
時
刻
で

あ
ろ
う
。
「主
帳
」

は
郡
司
な
い
し
軍
団
の
官
職
名
で
あ
る
。
さ
ら
に

「
一
人
令
急
」

と
い
う

「火
急
」
を
意
味
す
る
郡
符
木
簡
や
召
文
に
見
ら
れ
る
文
言
が
記
さ
れ
て
い

る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
本
木
簡
は
、
埴
科
郡
司

（主
帳
）
な
い
し
信
濃
団

（主
帳
）
が

郷
長
な
ど
に
対
し
て
発
給
し
た
郡
符
木
簡
な
い
し
召
文
の
可
能
性
が
高
い
。

岸
俊
男

「古
代
村
落
と
郷
里
制
」
翁
日
本
古
代
籍
帳
の
研
究
』
塙
書
房
、　
一
九
七
三
年
）
。
鎌
田
元

一

「郷
里
制
の
施
行
と
霊
亀
元
年
式
」

（上
田
正
昭
編

『古
代
日
本
と
東
ア
ジ
ア
』
小
学
館
、　
一
九

九

一
年
）
で
は
、
霊
亀
三
年

（七

一
七
）
に
郡
郷
里
制
が
施
行
さ
れ
た
と
す
る
。

平
川
南

「郡
符
木
簡
」
（虎
尾
俊
哉
編

『律
令
国
家
の
地
方
支
配
』
吉
川
弘
文
館
、　
一
九
九
五
年
）

郡
符
の
廃
棄
に
つ
い
て
は
第
四
章
を
参
照
。

平
川
南

「八
幡
林
遺
跡
木
簡
と
地
方
官
衛
論
」
翁
木
簡
研
究
』

一
七
号
、　
一
九
九
五
年
十

一
月
）。

（財
）埼
玉
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
業
団

『小
敷
田
遺
跡
―

一
般
国
道
１７
号
熊
谷
バ
イ
パ
ス
関
係
埋
蔵

文
化
財
発
掘
調
査
報
告
―
』

一
九
九

一
年
。

（６
）
以
上
の
郡
符
木
簡
に
つ
い
て
は
、
註

（２
）
平
川
論
文
参
照
。

四
　
軍
団
関
係
木
簡

軍
団
関
係
の
木
簡
と
し
て
は

一
二
号
お
よ
び
六
〇
号
が
挙
げ
ら
れ
る
。　
〓

一号
に
は

軍
団
の
官
人
で
あ
る

「少
毅
」
が
、
六
〇
号
に
は

「信
濃
国
」
が
見
え
る
。　
〓

一号
は

八
世
紀
の
ご
く
初
期
、
六
〇
号
は
八
世
紀
初
頭
七
二
〇
年
代
頃
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。

信
濃
国
の
軍
団
に
つ
い
て
は
従
来
、
史ヽ
料
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
こ
れ
ら
の
木
簡
の
発
見

は
極
め
て
貴
重
で
あ
る
。
軍
団
は
持
統
朝
な
い
し
大
宝
令
制
下
に
成
立
し
、
八
世
紀
初

頭
に
そ
の
整
備
が
進
め
ら
れ
た
。
屋
代
木
簡
は
、
軍
団
に
関
す
る
具
体
的
史
料
と
し
て

最
古
の
部
類
に
属
し
、
古
代
の
軍
団
制
研
究
に
新
た
な
光
を
投
げ
か
け
る
も
の
と
期
待

さ
れ
る
。

一
二
号
は
、
文
字
の
内
容

・
配
列
か
ら
文
書
木
簡
と
推
定
さ
れ
る
。
上
下
端
を
切
断

さ
れ
て
い
る
た
め
、
原
形
は
不
明
で
あ
る
。
表
面
に
は
二
行
の
記
載
が
あ
る
よ
う
だ

が
、
内
容
は
ほ
と
ん
ど
読
み
取
れ
な
い
。
裏
面
の

「使
酒
人
ア
刀
良
」
は
、
こ
の
木
簡

を
送
達
し
た
使
者
の
名
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
下
に
行
を
ず
ら
し
て
記
さ
れ
た
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図 72 郡符木簡一覧

(平川、「郡符木簡」1995に加筆)
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符

郡
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符

符 郡
司
符

郡
符
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出

立
屋
津
長
伴
マ
福
麿

里
刀
自

竹
田
郷
長
里
正
等

屋
代
郷
長
里
正
等

余
戸
里
長

長
等

飽
見

宋
女
郷
丈
部
家

馬
道
里
長

春
部
里
長
等

青
海
郷

（長
）

宛
所

（挟
秒

・
水
手
か
）

里
刀
自
以
下
三
四
人

|

敷
席
鱒
芹
匠
丁
根
代
布
造
営
人
夫

ほ
か

|

（習
書
木
簡
）

女
丁
久
米
□
ほ
か

春
部
君
広
橋
ほ
か
二
人

少
丁
高
志
君
大
虫

召
喚
人

・
物

為
客
料
充
遣
召

郡
司
職
田

| | | | | | | |

朔
告
司

召
喚
先

九
世
紀
半
ば

九
世
紀
半
ば

八
世
紀
前
半

八
世
紀
前
半

八
世
紀
前
半

八
世
紀
前
半

九
世
紀
初
頭

八
世
紀
後
半

八
世
紀
前
半

八
世
紀
前
半

八
世
紀
前
半

年
代



「少
毅
□
」
は
、
文
書
の
差
出
側
の
署
名
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
「少
毅
」
の
上
に
軍
団
名

の
記
載
が
な
い
が
、
所
属
軍
団
は
文
書
の
書
出

・
形
式
等
か
ら
自
明
で
あ

っ
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。
年
紀
の
記
載
は
見
え
な
い
が
、
出
土
層
位
か
ら
得
ら
れ
る
年
代
観
は
第
四

水
田
対
応
層
＝
八
世
紀
初
頭
前
後

で
あ
り
、
記
載
に

「郡
」
字
が
見
ら
れ
る
こ
と
か

ら
、
木
簡
の
時
期
は
大
宝
元
年

（七
〇

こ

以
降
、
八
世
紀
の
ご
く
初
期
と
推
定
さ
れ

ＺＯ
。一

二
号
の
発
信
者
及
び
宛
先
と
し
て
は
、

①
軍
団
↓
国

②
軍
団
↓
郡

③
軍
団
↓
管
下

（里
長
な
い
し
兵
士
等
）

④
少
毅
個
人
↓
所
属
軍
団

と
い
っ
た
場
合
が
あ
り
え
よ
う
。
①

。
②

・
④
で
あ
れ
ば
宛
先
で
廃
棄
、
③
で
あ
れ
ば

宛
先
か
ら
再
び
差
出
側
に
持
ち
帰
ら
れ
て
廃
棄
さ
れ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
①

・
④
は
上

申
文
書
、
②
は
統
属

ｏ
管
隷
関
係
に
な
い
官
司
相
互
の
文
書
、
③
は
下
達
文
書
と
な

る
。
と
も
あ
れ
、
本
木
簡
を
廃
棄
し
た
官
司
と
し
て
は
、
国
府
、
郡
家
、
軍
団
が
想
定

で
き
る
。

六
〇
号
は
短
冊
型
の
木
簡
で
、
表
の
書
き
出
し
に
は

「信
濃
回
」
と
あ
る
。
裏
に
は

現
状
で
二
行
書
き
で
歴
名
と
思
わ
れ
る
記
載
が
あ
る
。
年
紀
の
記
載
は
な
い
。
出
土

層
位
は
第
二
水
田
対
応
層
＝
八
世
紀
前
半
で
あ
る
。
ほ
ぼ
同
時
期
に
廃
棄
さ
れ
た
と

推
測
さ
れ
る
木
簡
の
中
に
は
、

「養
老
七
年
」

（七
二
一こ

０
「神
亀
」

（七
二
四
～
九
）

の
年
紀
を
有
す
る
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。

信
濃
国
の
軍
団
の
名
称

・
所
在
地
等
は
、
こ
れ
ま
で
ま

っ
た
く
不
明
で
あ

っ
た
。

軍
団
の
数
に
つ
い
て
は
、
兵
士
の
点
定
法
か
ら
若
干
の
推
測
が
可
能
で
あ
る
。
軍
防

令
に
は
兵
士
点
定
に
つ
い
て

「同
戸
之
内
、
毎
≡

一丁
一取
三

丁
こ

と
あ
り
、
実
際

上
は

一
戸

一
兵
士
が
原
則
で
あ

っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
五
〇
戸

一

里

（郷
）
か
ら
兵
士
五
〇
人
が
と
ら
れ
、

二
〇
里

（郷
）
で

一
軍
団
が
構
成
さ
れ
る

こ
と
と
な
る
。
信
濃
国
の
郷
数
は

『和
名
類
衆
抄
』
で
は

一
〇
郡
で
六
〇
数
郷
で
あ
る

（第
五
章
第
二
節
第

一
項
参
昭
じ
。
奈
良
時
代
の
里

（郷
）
数
は
不
明
だ
が
、

四
〇
～
八
〇

程
度
と
す
れ
ば
、
推
定
さ
れ
る
軍
団
数
は
二
な
い
し
三
と
な
ろ
う
。
ま
た
、
信
濃
国
か

ら
諏
方
国
が
分
置
さ
れ
て
い
た
養
老
五
年

（七
二

こ

エハ
月
か
ら
天
平
三
年

（七
三

こ

二
月
の
期
間
に
、
諏
方
国
所
属
と
さ
れ
た
軍
団
が
あ

っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
時
期
の
軍

団
数
は

一
な
い
し
二
で
あ

っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
里
数
か

ら
推
定
さ
れ
る
数
に
過
ぎ
ず
、
実
際
に
は
か
な
り
幅
を
持
た
せ
て
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ

ン「ノ。軍
団
の
名
称
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
る
全
国
の
事
例
を
見
る
と
、
そ
の
ほ

と
ん
ど
は
郡
名
と
共
通
す
る
団
名
を
称
し
て
い
る

（図
７４
）ｏ
出
羽
国

の
出
羽
団
が

「国
名
十
団
」

と
い
う
形
を
と
る
よ
う
に
み
え
る
が
、

同
国
に
は
出
羽
郡
が
存
在
し
、

ま
た
同
国
は
国
内
に

一
軍
団
の
み
が
設
置
さ
れ
た

一
国

一
団
の
国
で
あ

っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
出
羽
団
の
み
え
る
九
世
紀
後
半
段
階
で
は
出
羽
郡
は
国
府
所
在
郡
で
も
あ

っ

た
。
し
た
が

っ
て
、
軍
団
は
出
羽
郡
に
置
か
れ
た
可
能
性
が
高
く
、
出
羽
団
も
郡
名
に

よ
る
と
理
解
で
き
る
。
佐
渡
国
の
雑
太
団
も
、　
一
国

一
団
で
あ
る
が
郡
名
と
共
通
す
る

団
名
を
称
し
て
い
る
。

た
だ
、
神
亀
五
年

（七
二
八
）
四
月
に
陸
奥
国
丹
取
団
が
玉
造

団
に
名
称
変
更
し
た
例
が
あ
り
、
こ
こ
Ｌ
不
し
た
団
名
が
す
べ
て
団
設
置
当
初
の
名
称

第二節 主な木簡の検討

図 73 60号木簡「信濃園」部分写真
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大
和

駿
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市
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団
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造
団
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河
団
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団
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取
団

安
積
団

小
田
団

磐
城
団
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羽
団

丹
生
団

雑
太
団

気
多
団

意
宇
団

熊
谷
団

神
門
団

佐
伯
団

豊
浦
団

御
笠
団

遠
賀
団

基
葬
団

益
城
団

団
名
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令
義
解

（軍
防
令
）

令
義
解

（軍
防
令
）

駿
河
国
正
税
帳

駿
河
国
正
税
帳

駿
河
国
正
税
帳

愛
智
郡
司
解

続
日
本
紀

屋
代
木
簡

続
日
本
紀

続
日
本
紀

類
衆
三
代
格

続
日
本
紀

多
賀
城
木
簡

類
衆
三
代
格

多
賀
城
漆
紙
文
書

類
衆
三
代
格

類
衆
三
代
格

日
本
三
代
実
録

多
賀
城
木
簡

類
衆
三
代
格

類
衆
三
代
格

続
日
本
後
紀

日
本
三
代
実
録

越
前
国
司
牒

日
本
三
代
実
録

延
喜
式

（兵
部
）

続
日
本
紀

出
雲
国
風
土
記

出
雲
国
計
会
帳

出
雲
国
風
土
記

出
雲
国
計
会
帳

出
雲
国
風
土
記

出
雲
国
計
会
帳

周
防
国
正
税
帳

周
防
国
正
税
帳

続
日
本
紀

類
衆
三
代
格

「御
笠
団
印
」

大
宰
府
史
跡
木
簡

「遠
賀
団
印
」

日
本
紀
略

平
城
宮
本
簡

出
　
典

天
平
年
間
か

天
平
年
間
か

天
平
十
年

（七
三
八
）

天
平
十
年

（七
三
八
）

天
平
十
年

（七
三
八
）

天
平
宝
字
六
年

（七
六
二
）

天
平
神
護
二
年

（七
六
六
）
七
月

七
二
〇
年
代
頃
か

神
亀
五
年

（七
二
八
）
四
月

神
亀
五
年

（七
二
八
）
四
月

弘
仁
六
年

（八
一
五
）
八
月

神
亀
五
年

（七
二
八
）
四
月

八
世
紀
末
～
九
世
紀
初

弘
仁
六
年

（八
一
五
）
八
月

宝
亀
十

一
年

（七
八
〇
）
九
月

弘
仁
六
年

（八
一
五
）
八
月

弘
仁
六
年

（八
一
五
）
八
月

貞
観
十

一
年

（八
六
九
）
三
月

八
世
紀
末
～
九
世
紀
初

弘
仁
六
年

（八
一
五
）
八
月

弘
仁
六
年

（八
一
五
）
八
月

承
和
十
五
年

（八
四
八
）
五
月

元
慶
三
年

（八
七
九
）
六
月

天
平
宝
字
二
年

（七
五
八
）
八
月

元
慶
三
年

（八
七
九
）
十
二
月

十
世
紀
前
期

延
暦
三
年

（七
八
四
）
十
二
月

天
平
五
年

（七
三
三
）

天
平
六
年

（七
三
四
）

天
平
五
年

（七
三
三
）

天
平
六
年

（七
三
四
）

天
平
五
年

（七
三
三
）

天
平
六
年

（七
三
四
）

天
平
十
年

（七
三
八
）

天
平
十
年

（七
三
八
）

神
護
景
雲
元
年

（七
六
七
）
四
月

貞
観
十

一
年

（八
六
九
）
九
月

弘
仁
四
年

（八
一
三
）
二
月

養
老
七
年

（七
二
三
）

年
　
次

実
在
す
る
団
か
不
明

実
在
す
る
団
か
不
明

玉
造
団
と
名
称
変
更

丹
取
団
を
名
称
変
更

設
置国

一
団

「属
郡
家
」

飯
石
郡
熊
谷
郷

備

考
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で
あ
る
か
、
問
題
も
残
さ
れ
て
い
る
。

本
木
簡
の
年
代
は
、

「諏
方
国
」
分
置
期
間
に
ち
ょ
う
ど
当
て
は
ま
る
。　
こ
の
こ
と

か
ら
、
以
前
は
別
の
名
称
で
あ

っ
た
軍
団
が
、
「諏
方
国
」
分
置
に
と
も
な
い

「信
濃

国
」
に
名
称
変
更
さ
れ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
が
、　
一
国

一
団
で
あ

っ
て

も

「国
名
十
団
」
と
い
う
形
を
と
ら
な
い
こ
と
か
ら
見
て
、
そ
う
し
た
名
称
変
更
は
あ

り
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
「信
濃
国
」

の
存
在
を
前
提
に
、
軍
団
の
名
称
の

あ
り
方
を
見
直
す
必
要
が
生
じ
て
い
る
。
同
様
に
、
団
名
と
郡
名
の
共
通
性
の
問
題
か

ら
は
、
郡
の
あ
り
方
の
再
検
討
が
必
要
で
あ
る
。　
一
般
的
に
は
軍
団
名
は
郡
名
と
共
通

す
る
こ
と
か
ら
、

「信
濃
国
」

と
い
う
名
称
は
、

か

つ
て
軍
団
が
初
め
て
設
置
さ
れ
た

時
期
に

「
シ
ナ
ノ
」

を
称
す
る
郡

（な
い
し
評
）
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
推
測
さ
せ

る
材
料
と
な
る
。
こ
れ
を
傍
証
す
る
史
料
と
し
て
、
次
の
長
屋
王
家
七
六
号
木
簡
が
挙

げ
ら
れ
る
。

認
朧
脚
伍
廿
所
　
　
合
百
廿
斤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
九
×
二
六
×
四

こ
の

「讃
信
」
に
つ
い
て
は
、
既
に
工
藤
力
男
に
よ

っ
て

「
サ
ラ
シ
ナ
」
と
読
め
る

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
駿
河

の
駿
、
敦
賀

の
敦
、
平
群

の
群
や
、

「伊
看
我
評
」
「伊
干
我
評
」

（丹
波
国
何
鹿

（イ
カ
ル
ガ
）
郡
）

の
看

ｏ
干
な
ど
、　
ｎ
音

と
日
本
語
の
ラ
行
子
音
の
調
音
の
近
似
か
ら
、　
ｎ
韻
尾
が
ラ
行
音
を
表
わ
す
こ
と
が
あ

り
、
し
た
が

っ
て

「讃
」
は

「
サ
ラ
」
と
読
め
る
。
「信
」
を

「
シ
ナ
」
と
読
む
こ
と

は
、
『和
名
類
衆
抄
』

に
更
級
郡
当
信

（ト
ウ
シ
ナ
）
郷

。
上
野
国
利
根
郡
男
信

（
マ
ナ

シ
ナ
）
郷
が
見
え
、
問
題
は
な
い
。　
一
方
、

「播
信
」
を

「
ハ
ニ
シ
ナ
」
と
読
む
こ
と

に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、

霊
亀
三
年

（七

一
七
＝
養
老

元
年
）
十
月
の
年
紀
を
有
す
る
長
屋
王
家
六
八
号
木
簡
に

「武
蔵
国
策
軍
郡
」
と
表
記

し
た
例
が
あ
る
。
寺
崎
保
広
は
、
「策
軍
郡
」

の

「
サ
ク
タ
ン
」
は

「
サ
キ
タ
マ
」

に

通
じ
、
後
の
埼
玉
郡
で
あ
り
、

サ
ク

（策
）
↓
サ
キ
は
喉
内
入
声
韻
尾

（‐じ

の
力
行

音
転
用
、

タ
ン

（軍
）
↓
タ
マ
は
唇
内
鼻
音
韻
尾

（‐ヨ
）
の
マ
行
音
転
用
と
説
明
さ
れ
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て
い
る
。
軍
の
実
例
と
し
て
は
、
直
入
郡
球
軍

（ク
タ
こヽ

郷

（『豊
後
国
風
土
記
し

が

知
ら
れ
る
。

こ
れ
と
同
様
に
、

「播
信
郡
」

の
ハ
ン

（播
）
↓

ハ
ニ
は
、
唇
内
鼻
音
韻

尾

（‥じ

の
ナ
行
音
転
用
と
し
て
説
明
で
き
よ
う
。
類
例
と
し
て
は
、
美
濃
国
賀
茂
郡

埴
生
郷

（『和
名
類
衆
抄
し

が
、
正
倉
院
文
書
の
大
宝
二
年

（七
〇
一
じ

戸
籍
で
は

「御

野
国
加
毛
郡
半
布
里
」
と
あ
り
、
「半
布
里
」
の
半

（
ハ
ン
）
↓

「埴
生
郷
」
の
埴

（
ハ

ニ
）
と
い
う
転
用
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

以
上
か
ら
、

長
屋
王
家
木
簡
の

「播
信
郡
」

「讃
信
郡
」

は

「埴
科
郡
」
。
「更
科

郡
」
を
指
し
、
両
郡
で
貢
進
物
の
合
成
を
行

っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
例
か

ら
も
、

「埴
科
」
。
「更
科
」

二
郡
が
か

つ
て
は

「信
濃
郡

（評
と

と
い
っ
た
形
の

一

つ
の
郡

（評
）
を
構
成
し
て
い
た
可
能
性
を
考
慮
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、

八
世
紀
初
頭
の

一
五
号
木
簡
に

「更
科
郡
司
」
と
見
え
、
既
に

「更
科
郡
」
が
存
在

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

二
郡

（評
）

に
分
か
れ
た
時
期
は
大
宝
令
施
行
時
か
そ
れ
以

前
と
考
え
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、

「信
濃
回
」

の
成
立
も
大
宝
令
施
行
前

の

「科
野
評
」
時
代
の
評
名
に
よ
る
も
の
と
し
て
、
七
世
紀
に
さ
か
の
ぼ
る
か
も
し

れ
な
い
。

本
木
簡
が

一
官
司
内
で
帳
簿
的
に
利
用
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
記
録
簡

で
あ
る
か
、

官

司
な
い
し
人
物
相
互
間
で
や
り
取
り
さ
れ
た
文
書
木
簡
で
あ
る
か
は
、
木
簡
の
内
容

を
検
討
す
る
上
で
重
要
な
論
点

で
あ
る
。

こ
の
点

一
概
に
断
定
は
で
き
な
い
が
、
現

時
点
で
は
記
録
簡
と
見
な
し
得
る
可
能
性
が
強
い
。
本
木
簡
の
表
面
調
整
は
文
書
木

簡
と
し
て
は
粗
雑
で
あ
る

（第
四
章
第

一
節
）。

ま
た
、
木
簡
の
上
下
端
の
右
方
を
三

角
形
に
剥
ぎ
取
る
二
次
的
な
処
置
が
施
さ
れ
て
お
り
、　
こ
う
し
た
処
置
は
屋
代

木
簡
の
中

で
も
他
に
類
例
が
な
い

（同
第
二
節
）。

こ
れ
は
、
記
載
内
容
に
関
わ

る
分
類
な
い
し
確
認
等
の
行
為
に
と
も
な
う
記
録
簡
特
有
の
処
置
と
も
考
え
ら

れ
よ
う
。

〔遁
〕　
　
　
　
　
〔往
〕

「信
濃
国
□
更
科
郡
□
□
□
」
が
意
味
す
る
内
容
と
し
て
は
、
「信
濃
国
」
所
属

の
兵
士
の
う
ち
、

（某
所
を
）
「遁
」
れ
て
某
所

へ

「往
」
く
者
の
歴
名
を
記
し
た

も
の
と
解
さ
れ
る
。
例
え
ば
、

（Ａ
）
「信
濃
団
よ
り
遁
れ
て
更
科
郡

へ
往
く
者
」

（Ｂ
）
「信
濃
団
。
更
科
郡
よ
り
遁
れ
て
某
所

へ
往
く
者
」

（Ｃ
）
「信
濃
団
。
遁
る
。
更
科
郡
の

（所
属
で
）
某
所

へ
往
く
者
」

と
い
っ
た
読
み
方
が
可
能
で
あ
る
。

Ｂ

ｅ
Ｃ
は
、

「信
濃
国
」

を
作
成
主
体
な
い
し
所

属
先
の
表
記
と
解
し
、
Ｃ
は
さ
ら
に

「遁
」
ま
で
が
下
文
全
体
に
か
か
る
内
容
と
見

Ｚυ
。「往

」
に
つ
い
て
は
、
平
城
宮
跡
出
土
の
過
所
木
簡
に

「依
二
私
故
一度
二
不
破
関
一往
二

本
土
こ

と
あ
る
よ
う
に
、
到
達
地
点
を
示
す
用
例
が
あ
る

（『平
城
宮
発
掘
調
査
出
土
木

簡
概
報
』
六
）。
ま
た
、
「遁
」
に
は

「
の
が
る

（逃
と

ｏ
「
さ
る

（去
と

と
い
っ
た
意
味

が
あ
る

（『類
衆
名
義
抄
』
『新
撰
字
鏡
し
。

「逃
る
」

と
す
れ
ば
兵
役
か
ら
の
逃
亡
の
意

と
解
さ
れ
る
。
「去
る
」
と
す
れ
ば
、
「退
く
」
。
「罷
る
」
と
い
っ
た
意
に
と

っ
て
、
兵

役
の
終
了

・
免
除
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
具
体
的
に
は
、

（
ａ
）
衛
±

ｏ
防
人
や
征
行
時
等
に
お
け
る
国
外
の
出
仕
先
で
の
逃
亡

（ｂ
）
兵
士
役
自
体
の
終
了

・
免
除

（
ｃ
）
衛
士

・
防
人
等
と
し
て
の
国
外
上
番
の
終
了

・
免
除

（ｄ
）
軍
団
な
い
し
国
府
に
お
け
る
国
内
分
番
の
終
了

・
免
除

と
い
っ
た
こ
と
が
想
定
で
き
る
。

（ｂ
）

は
、

軍
団
兵
士
は
六
〇
歳
以
上
と
な
る
か
、

病
気
な
ど
で
軍
役
に
堪
え
ら
れ
な
く
な

っ
た
場
合
に
除
隊
を
許
さ
れ
た

（軍
防
令
簡
点

次
条
）。
正
倉
院
文
書
と
し
て
伝
わ
る
因
幡
国
戸
籍
で
は
、
こ
う
し
た
兵
士
の
除
隊
を

図 75 長屋 王家 76号 木簡
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「解
」
と
表
記
し
て
い
る
。
（
↓

の
衛
士

・
防
人
は
、
軍
団
兵
士
の
中
か
ら
上
番
し
、

期
間
は
衛
士
が

一
年
、
防
人
が
三
年

で
あ

っ
た

（軍
防
令
兵
士
上
番
条
）
。
天
平
十
年

（七
一一一八
）
度

の
駿
河
国
正
税
帳

に
は

「依
レ
病
退
二
本
土

一仕
丁
衛
士
火
頭
等
」
と
あ

り
、
病
気
等
に
よ

っ
て
上
番
か
ら
退
く
こ
と
も
あ

っ
た
。
ま
た
、
衛
士

。
防
人

・
征
行

兵
士
は
、
帰
郷
後
は
上
番
し
た
期
間
と
同
じ
だ
け
国
内
の
分
番
が
免
除
さ
れ
る
こ
と
と

な

っ
て
お
り

（軍
防
令
兵
士
以
上
条

・
同
義
解
）、

こ
れ
は

（ｄ
）
国
内
分
番
の
免
除
に
あ

た
ろ
う
。
Ｔ

）
の
実
例
と
し

て
は
、
多
賀
城
跡
出
土
木
簡

に

「畢
レ
番
、
度
二
玉
前

剣
一、
還
二
本
土
一安
積
団
会
津
郡
番
」

と
記
し
た
も
の
が
あ
り
、
国
内
分
番
の
終
了
を

「畢
番
」
と
表
現
し
て
い
る
。

本
木
簡
の
解
釈
は
上
記
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
り
様
々
に
考
え
ら
れ
、
い
ず
れ
が
妥
当

で
あ
る
か
直
ち
に
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
、
本
木
簡
を
記
録
簡
と
し
た
上

で
、
現
時
点
で
有
力
と
思
わ
れ
る
解
釈
と
し
て
は
、

①
　
更
科
郡
に
本
貫
が
あ

っ
て
某
所

（筑
紫

上
示
な
ど
）
へ
の
上
番
か
ら
退
い
た

防
人

ｏ
衛
士
等
の
歴
名

②
　
更
科
郡
に
本
貫
が
あ

っ
て
某
所

倉
現
紫

上
示
な
ど
）
へ
上
番
中
に
逃
亡
し
た

防
人

・
衛
士
等
の
歴
名

③
　
信
濃
団
を
除
隊
と
な

っ
て
更
科
郡
に
帰
郷
し
た
兵
士
の
歴
名

④
　
信
濃
団
で
の
分
番
か
ら
退
い
て
更
科
郡

へ
帰
郷
し
た
兵
士
の
歴
名

な
ど
を
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
①

。
②
は
上
記
の
読
み
の

（Ｃ
）
に
、
③

・
④
は

（Ａ
）
に

対
応
す
る
。
①
は
、
防
人

ｏ
衛
士
等
か
ら
帰
郷
し
た
兵
士
は
そ
の
出
仕
期
間
と
同
じ
だ

け
国
内
分
番
が
免
じ
ら
れ
る
か
ら
、
国
内
分
番
免
除
者
の
リ
ス
ト
と
し
て
利
用
さ
れ
た

こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
木
簡
の
角
が
切
り
取
ら
れ
て
い
る
の
は
、
あ
る
い
は
免
除
が
経

過
し
た
年
数
を
示
す
た
め
の
処
置
と
も
思
わ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
①
は
現
時
点
で
最
も

有
力
な
解
釈
と
な
り
得
よ
う
。
②

ｏ
③
は
戸
籍

。
計
帳
等
の
作
成
の
た
め
の
基
礎
デ
ー

タ
と
も
な
り
得
る
。
④
に

つ
い
て
は
、
兵
士
の
国
内
分
番
が

一
〇
日
程
度

で
入
れ
替

わ

っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、

そ
の
都
度
こ
う
し
た
木
簡
を
作
成
し
た
か
疑
問
な
し
と

し
な
い
。
む
し
ろ
番
ご
と
の
兵
士
リ
ス
ト
が
あ
れ
ば
用
が
足
り
た
よ
う
に
も
思
わ
れ

ＺＯ
。木

簡
を
廃
棄
し
た
官
司
の
特
定
も
、
解
釈
が
確
定
し
な
い
た
め
、
現
時
点
で
は
困
難

で
あ
る
。
上
記
①
～
④
の
解
釈
で
い
え
ば
、
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
軍
団
で
使
用

・
廃

棄
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
②

ｏ
③
に
つ
い
て
は
国
府
の
可
能
性
も
捨
て
き
れ
な
い
。

た
だ
、
本
木
簡
を
記
録
簡
と
考
え
る
限
り
、
郡
家
で
使
用

・
廃
棄
さ
れ
た
こ
と
は
あ
り

そ
う
に
な
い
。
文
中
に

「更
科
郡
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
郡
家
と
す
れ
ば
更

科
郡
家
を
考
え
ざ
る
を
得
な
い
が
、
こ
れ
は
出
土
地
と
の
関
係
で
不
適
当
で
あ
る
。
し

た
が

っ
て
、
本
木
簡
の
使
用

・
廃
棄
場
所
と
し
て
は
、
軍
団

（信
濃
団
）
な
い
し
国
府

が
想
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

一証
（１
）
笹
山
晴
生

「
日
本
古
代
の
軍
事
組
織
」
「
古
代
史
講
座
』
五
　
学
生
社
、　
一
九
五
九
年
）
、
米
田
雄

介

「軍
団
の
成
立
と
特
質
」
翁
郡
司
の
研
究
』
法
政
大
学
出
版
局
、　
一
九
七
六
年
）
、
橋
本
裕

「軍

毅
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
翁
律
令
軍
団
制
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
　

一
九
八
二
年
）
等
参
照
。

（２
）
直
木
孝
次
郎

「軍
団
の
兵
数
と
配
備
の
範
囲
に
つ
い
て
」
翁
続
日
本
紀
研
究
』
七
―
八
、　
一
九
六
〇

年
八
月
、
の
ち

『飛
鳥
奈
良
時
代
の
研
究
』
所
収
　
塙
書
房
、　
一
九
七
五
年
）
。

例
外
は
出
雲
国
の
熊
谷
団
の
み
で
あ
る
。
『出
雲
国
風
土
記
』
に
飯
石
郡
熊
谷
郷
が
見
え
る
。

高
橋
崇

「陸
奥

・
出
羽
の
軍
制
」
翁
史
元
』

一
五
、　
一
九
七
二
年
十

一
月
）
。

な
お
、
佐
渡
国
は
も
と
雑
太
郡

一
郡
か
ら
な
り
、
養
老
五
年

（七
二

一
）
四
月
に
賀
母

・
羽
茂
二
郡

を
分
立
し
て
三
郡
と
な
っ
た
。
ま
た
、
天
平
十
五
年

（七
四
三
）
二
月
か
ら
天
平
勝
宝
四
年

（七
五

二
）
十

一
月
ま
で
、
越
後
国
に
併
合
さ
れ
た
。
『律
書
残
篇
』

に
よ
れ
ば
、
奈
良
時
代
の
郷
数
は

一

三
郷
で
あ
る
。

工
藤
力
男

「木
簡
類
に
よ
る
和
名
抄
地
名
の
考
察
六
『木
簡
研
究
』

一
二
、　
一
九
九
〇
年
）。

寺
崎
保
広

「長
屋
王
家
木
簡
郡
名
考
証
二
題
」
翁
文
化
財
論
叢
』
Ⅱ
、　
一
九
九
五
年
）
。

衛
士
の
上
番
期
間
は
養
老
六
年

（七
三
二
）
二
月
に
三
年
と
改
め
ら
れ
た
。

『宮
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所
年
報

一
九
八
四
』

一
九
八
五
年
、
五
五
頁
。

国
内
分
番
に
つ
い
て
は
、
『続
日
本
紀
』
慶
雲
元
年

（七
〇
四
）
六
月
丁
巳
条
、
同
宝
亀
十

一
年

OOOEC 5  4  3
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（七
八
〇
）
二
月
辛
巳
条
、
『類
衆
三
代
格
』
天
平
勝
宝
五
年

（七
五
三
）
十
月
二
十

一
日
官
符
、
同

弘
仁
四
年

（八

一
三
）
八
月
九
日
官
符
等
の
史
料
が
あ
る
。
な
お
、
北
啓
太

「軍
団
兵
士
の
訓
練
に

関
す
る

一
考
察
六
『続
日
本
紀
研
究
』
三
二
四
、　
一
九
八
二
年
十
二
月
）
参
照
。

（１１
）
特
に
、
（Ａ
）
・
（Ｃ
）
の
読
み
方
で
は

「更
科
郡
」
に
関
す
る
内
容
と
と
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
（Ｂ
）

で
あ
れ
ば

「更
科
郡
」
を
軍
団
所
在
地
と
見
て
解
釈
で
き
な
く
も
な
い
が
、
そ
の
場
合
は
そ
も
そ
も

「更
科
郡
」
の
語
を
記
す
必
要
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
お
、
本
木
簡
が
仮
に
文
書
木
簡
で

あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
信
濃
団
か
ら
埴
科
郡
宛
の
木
簡
が
埴
科
郡
家
で
廃
棄
さ
れ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
場
合
、
本
木
簡
は
、
何
ら
か
の
兵
役
を
退
い
た
者
が
更
科
郡
か
ら
埴
科
郡
へ
向
か
う
際
に

携
行
し
、

「過
所
」
的
役
割
を
併
せ
持

っ
た
も
の
と
解
さ
れ
、
信
濃
団
は
更
科
郡
に
所
在
し
た
こ
と

に
な
ろ
う
。

出
挙
関
係
木
簡

四
九
号

□
五
十
五
束
　
　
小
□
」

〇
　
八
七
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔基

金
刺

マ
若
侶
升
□

「
五
月
升
日
　
稲
取
人

金
刺

マ
兄
□

〇
　

一
〓
一号

「戊
成
年
八
月
汁
日
　
酒
人
ア
ロ
荒
馬
□
東
酒
人
ア
ロ
ロ
ロ
束
」

こ
れ
ら
の
木
簡
の
記
載
様
式
は
、

人
名
十
数
量

（単
位
は
東
）
を
基
本
と
し
て
い
る

点
が
共
通
し
て
い
る
。
こ
の
記
載
様
式
か
ら
は
、
こ
れ
ら
が
出
挙
関
係
資
料
で
あ
る
こ

と
を
想
定
で
き
よ
う
。

律
令
国
家
の
地
方
財
政
運
用
の
根
幹
を
な
し
た
出
挙
制
を
裏
付
け
る
か
の
よ
う
に
、

近
年
、
各
地
の
発
掘
調
査
に
お
い
て
は
、
漆
紙
文
書
や
木
簡
の
な
か
に
次
の
よ
う
な

公

ｏ
私
出
挙
関
係
の
も
の
が
み
ら
れ
る
。

↓
　
埼
玉
県
行
田
市
小
敷
田
遺
跡
三
号
木
（籠

。

九
月
七
日
五
百
廿
六
次
四
百

ｏ

丹
六
次
四
百
八
束
井
千
三
百

七
十
小
稲
二
千
五
十
五
東

一
五
八
×
三
二
×
二

木
簡
の
年
代
は
八
世
紀
初
頭
前
後
と
さ
れ
、
そ
の
内
容
は

五
二
六
十
四
三
六
十
四
〇
八
＝

一
、
三
七
〇
東

一
、
三
七
〇
束
×

一
・
五
＝
二
、
〇
五
五
東

と
、
三
回
の
出
挙
額
を
累
積
し
、
そ
の
小
計
額
に
五
割
の
利
息
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

口＞
　
茨
城
県
石
岡
市
鹿
の
子
Ｃ
遺
跡

一
七
四
号
漆
紙
文
書

漆
紙
文
書
の
年
代
は
八
世
紀
後
半
頃
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
内
容
は
、
出
挙
に
関
す
る
二
月
と
五
月
の
貸
付
け
額
と
九
月
の
収
納
額
を
記
し

て
い
る
。

そ
の
貸
付
け
額
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
ｂ
面
後
半
の
六
人

（
ロ
ア
廣
足
～
刑

ア
廣
主
）
の
総
計
は
二
七
〇
束
、　
一
人
平
均
出
挙
額
は
四
五
東
と
な
る
。

↓
　
一昌
山
県
射
水
郡
大
島
町
北
高
木
遺
跡
木
（籠

〔同
本
利
ご

・
×
本
利
井
七
十
五
東
又
□
□
□

・
□
□
□
＋
Ｉ
Ｘ
□
□

７
単
〕

（
一
一二
（∪
）
×
一
↓八
×
エハ

木
簡
の
年
代
は
八
世
紀
後
半
頃
と
さ
れ
て
い
る
。
貸
し
付
け
た
稲
は
五
十
東

（本

稲
）

で
、

五
割
の
利
子
が
二
五
束

（利
稲
）、　
そ
の
合
計
が
あ
わ
せ
て
七
五
東
と
い
う

内
容
の
出
挙
に
関
わ
る
木
簡
で
あ
る
。

○ 五
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第五章 考 察

↓
　
宮
城
県
石
巻
市
田
道
町
遺
跡
木
簡

延
暦
十

一
□
目

□
□
刀
□
九
口

□

真
野
公
穴
万
呂
五
十
五
東

□
〇
廿

□
〓
朋
∞樹

□
二
不足
〓
朋
∞冊

同一帖絲『呻一̈∞珊

占
マ羊
〓
朋
∞
肘

刑
マ千
法
女
〓
朋
∞樹

刑
マ尼
女
〓
朋
∞樹

□
〓
朋
∞冊

□
〓
朋
∞樹

□
印鵬
∞酬

□

日
」

∧
口

四
百
六
十
四
□策
ご□

目号
口
日

に
一 一 一 は

174
a

日

Ｌ

（三
〇
二
）
×

（七
八
）
×

一
四

木
簡
の
年
紀

「延
暦
十

一
年
」

は
七
九
二
年
、
天
口
四
百
六
十
四
□
」

は
総
計
部
分

で
あ
り
、
「真
野
公
穴
万
呂
五
十
五
東
」
は
、
そ
の
内
訳
の

一
部
で
あ
る
。

以
上
の
四
史
料
か
ら
み
て
、
出
挙
関
係
の
帳
簿
類
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
出
挙
の
実
態

次
の
三
点
の
特
色
が
あ
る
。

数
量
単
位
は
原
則
と
し
て

「東
」
で
あ
る
。

一
人
の
貸
付
額
は
平
均
す
る
と
四
五
～
五
五
東
程
度
で
あ
る
。

春
三
月
と
夏
五
月
の
三
度
貸
付
け
ら
れ
、
そ
の
収
納
は
ほ
ぼ
九
月
で
あ
る
。

屋
代
木
簡
の

一
三
号

・
八
七
号
は
と
も
に
、
丹
東
で
あ
り
、
鹿
の
子
Ｃ
遺
跡
漆
紙
文

書
中
に
み
え
る

「刑

マ
千
法
女
正
朋
Ⅲ
」
の
例
に
照
ら
す
と
、　
一
回
の
貸
付
け
額
と
み

ら
れ
る
。
ま
た
、
八
七
号
の
五
月
は
夏
の
貸
付
け
月
、　
〓
二
号
の

「八
月
」
は
米
の
端

境
期
に
あ
た
り
貸
し
付
け
ら
れ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。

一
三
号
の
年
代
が
七
世
紀
末
で
あ
る
こ
と
か
ら
こ
の
よ
う
な
出
挙
は
、
す
で

に
七
世
紀
末
に
お
そ
ら
く
評
家
に
よ

っ
て
行
わ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ

Ｚ
Ｏ
。（証

（１
）
（財
）
埼
玉
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
業
団

『小
敷
田
遺
跡
―

一
般
国
道
１７
号
熊
谷
バ
イ
パ
ス

関
係
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
―
』

一
九
九

一
年
。

（２
）
茨
城
県
教
育
財
団

『鹿
の
子
Ｃ
遺
跡
漆
紙
文
書
―
本
文
編
「
』

一
九
八
三
年
。

（３
）
安
念
幹
倫

「富
山

・
北
高
木
遺
跡
」
翁
木
簡
研
究
』
第

一
五
号
、　
一
九
九
二
年
）。

（４
）
石
巻
市
教
育
委
員
会

『
田
道
町
遺
跡
』

一
九
九
五
年
。

エ
ハ
　
九
九
算
木
簡

掛
け
算
九
九
に
関
す
る
も
の
は
、
八

一
号
と

一
一
六

。
一
一
七
号
の
三
点
で

あ
る
。
ま
ず
、
わ
が
国
に
お
け
る
九
九
算
の
概
要
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
み

た
い
。

真 真
野 野

日Э翁

□ □
□ 九
奈 □
女

十

ｂ

　

　

　

　

　

　

　

□

田

朋

〇

十

一日

弁
仝
二
月

〇

田

「
九
月
廿
八
日
布

一
段
」

五

月

〇

口

天
ヵ）

　

　

　

「稲

五
百
五
十
東

」

□
□
□
□

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

九
日

九

月

廿

九

日

□

口

ロ
マ

」
唇
足

二

月

〇
「珊

」
　

九
月
十

二
日

丹

一一

（布
ご

五

月

〇

廿

九
月
廿
八
日

一
段

　

　

」

若
櫻
マ
尼
□
女
〓
朋
∞
「樹
」
九
月
世
百
丹

刑
マ
三
成
女
正
朋
∞再
」

二

月

Ｑ

冊
」

刑
マ
直
廣
足
五
月
　
升

刑
マ
綾
万
呂
□
月
Ｑ
ざ

五

月

〇

□

刑
マ廣
主
〓朋ｑ
丹「
ヵ）

月

〇

丹

□

□□
稲
虫
女
〓
朋
□

□
□
〓
期
出

□

□
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第二節 主な木簡の検討

わ
が
国
に
数
学
が
も
た
ら
さ
れ
た
の
は
、
天
文

ｏ
暦

ｏ
建
築

ｏ
土
木

・
租
税
な
ど
の

計
算
の
必
要
か
ら
で
あ
ろ
う
。
律
令
制
下
の
大
学
寮
に
は
、
算
博
士
二
人
が
置
か
れ
、

算
生
は
三
〇
人
と
定
め
ら
れ
て
い
た

（職
員
令
大
学
寮
条
）。
算
生
は
、
孫
子

。
五
曹

・

九
章

・
海
島

ｏ
六
章

・
綴
術

ｏ
三
開
重
差

。
周
牌

ｏ
九
司
を
教
科
書
と
し
た

（学
令
算

経
条
）
が
、
特
に

『孫
子
算
経
』
に
は
九
九
算
が
列
記
さ
れ
て
い
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
九
九
算
の
普
及
度
を
端
的
に
示
す
例
は

『
万
葉
集
』
の
歌
に
散
見

す
る
。若

草
乃
新
手
枕
乎
　
巻
始
而
　
夜
哉
将
間
　
一
一八
十

一
不
在
国

（巻

一
一
、
二
五
四
二
番
）

若
草
の
新
手
枕
を
　
枕
き
初
め
て
夜
を
や
隔
て
む
　
憎
く
あ
ら
な
く
に

す
な
わ
ち
、　
コ
一八
十

一
」

は
掛
け
算
の
九
九
八
十

一
に
よ

っ
て
ニ
ク
ク
と
訓
む
戯
書

で
あ
り
、
当
時
の
九
九
算
の
普
及
度
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

近
年
の
発
掘
調
査
に
よ

っ
て
も
、
新
た
な
九
九
算
に
関
係
す
る
資
料
が
紹
介
さ
れ
て

い
る
。
な
か
で
も
古
代
に
限

っ
て
み
る
な
ら
ば
、
平
城
宮

・
京
跡
、
藤
原
宮
跡
出
土
の

木
簡
に
数
多
く
み
ら
れ
る
。

○
　
平
城
宮
第
四
四
次
調
査

（６
Ａ
Ｌ
Ｇ
区
）

Ｓ
Ｄ
五
七
八
八
出
土
木
簡

（〇
九

一
型

式
）
翁
平
城
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
』
（六
）、
七
頁
、　
一
九
六
九
年
）

五
七
丹
五
　
　
一
一七
十
四
…
…

ま
た
、
漆
紙
文
書
の
例
と
し
て
は
、
宮
城
県
柴
田
郡
川
崎
町
下
窪
遺
跡
の
九
世
紀
後

半
か
ら
十
世
紀
前
半
頃
の
竪
穴
住
居
跡
か
ら
出
土
し
た
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
。

ｏ
□
自
女

。
九
九
八
十

一　

八
日

便
口

以
上
の
よ
う
な
こ
れ
ま
で
の
九
九
算
に
関
す
る
出
土
資
料
は
、
す
べ
て
九
九
算
の
ご

く

一
部
を
習
書
し
た
も
の
で
あ
る
。
八

一
号
の
よ
う
に
、
九
の
段
や
八
の
段
が
ま
と

ま

っ
た
形
で
出
土
し
た
の
は
初
め
て
で
あ
る
。八

一
号
釈
文

〔八
十
〕
　

〔八
九
〕
　

〔二
〕
〔七
九
〕

「九
ヽ
□
□

一　

□
□
七
十
□
　
□
□
六
十
三
　
二ハ
九
五

〔九
　
九
〕

五
〕
　

　

　

　

　

　

□
□

□
九
珊
　
　
　
　
四
九
丹
　
　
一二
九
升
七
　
一
一九
十
八

霊
ハ
〕
　

　

〔八
〕

「
□
九
如
□
　
八
ミ
ロ
十
四
　
七
□〔丹

〕

五
八
珊
　
　
　
□
□
　
　
一二
八
□
　
　
一
一八
十
六

5 cm
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Ｊ
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一
方
、
九
九
算
に
関
す
る
古
代
の
史
料
と
し
て
は
、

『
口
遊
』

（く
ち
ず
さ
み
）
が
唯

一
と
さ
れ
、
こ
れ
は
江
戸
時
代
ま
で
用
い
ら
れ
た
と
い
う
。
『
口
遊
』
は
天
禄
元
年

（九
七
〇
）
に
藤
原
為
光
の
長
男
松
雄
君
の
た
め
に
、
当
時
の
著
名
な
学
者

ｏ
詩
人
源

為
憲
の
作

っ
た
も
の
で
、
初
歩
的
な
公
家
の
常
識
を
教
え
る
た
め
の
教
科
書
と
さ
れ
、

一
九
門

ｏ
三
七
八
曲
か
ら
な
り
、
そ
の
雑
事
門

一
一
曲
に
は
次
の
よ
う
な
九
九
算
が
載

せ
ら
れ
て
い
る
。

九
ヽ
八
十

一　

八
九
七
二
　
七
九
六
十
三
　
二ハ
九
五
十
四
　
五
九
冊
五
　
四
九
三

十
六
　
一二
九
丹
七
　
一
一九
十
八
　

一
九
ヽ

八
ヽ
六
十
四
　
七
八
五
十
六
　
エハ
八
冊
八
　
五
八
冊
　
五
八
珊
　
四
八
丹
二
　
一二

八
升
四
　
一
一八
十
六
　

一
八
ヽ

七
ヽ
冊
九
　
二ハ
七
四
十
二
　
五
七
丹
五
　
四
七
升
八
　
一二
七
升

一
　

一
一七
十
四

一
七
ヽ
　
六
ミ
丹
六
　
五
六
丹
　
四
六
升
四
　
一二
ハ
十
八
　
一
エ
ハ
十
二
　

一
六
ヽ

五
ミ
升
五
　
四
五
升
　
一二
五
十
五
　
一
一五
十

　

一
五
ヽ
　
四
ヽ
十
六
　
一二
四
十
二

二
四
八
　
一
一四
麹
　
一一一ミ
九
　
一
〓
壬
ハ
　
一
〓
一ヽ

　
一
一ヽ

四
　
一
に
二
　

一
ミ

一

謂
之
九
ヽ

と
こ
ろ
で
、

『
口
遊
』

に
載
せ
る
九
九
算
も
八

一
号
の
九
九
算
も
、
今
日
の
九
九
と

は
反
対
に
、
九
九
八
十

一
か
ら
始
ま

っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
古
代
中
国
に
起
源
を
も

つ

形
で
あ
る
。
『
口
遊
』

の
九
九
算
表
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
八
の
段
の
場
合
、
冒
頭

に
八
九
七
十
二
の
部
分
は
省
略
さ
れ
て
い
る
。
八

一
号
は
、
短
冊
型
の
表
に
九
の
段
、

裏
に
八
の
段
を
整
然
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
九
九
算
表
の
場
合
は
八
九
七
十
二

の
位
置
を
空
け
た
り
詰
め
た
り
す
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
に
代
わ
る
文
言
が
必
要
で
あ

る
。
お
そ
ら
く
、
裏
面
の
冒
頭
の

「□
九
如
□
」
は
、
残
画
も
参
照
す
れ
ば
、
「八
九

如
九
」
と
記
し
、
「八
九
は
九
の
如
し
」
、
す
な
わ
ち
八
九
は
九
八
と
同
じ
で
あ
る
と
記

し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
七
の
段
以
下
も
同
様
に
記
載
し
、
例
え
ば
、
七
の
段
と
六
の

段
、
五
の
段
と

。
四
の
段
と
、
三
の
段
と

。
二
の
段
と
い
う
よ
う
に
、
九
九
算
を
四
枚

の
木
札
の
表
裏
に
記
載
し
、
使
用
の
便
を
計

っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

平
川
　
南

「集
落
跡
発
見
の
漆
紙
文
書
」
翁
漆
紙
文
書
の
研
究
』

吉
川
弘
文
館
、　
一
九
八
九
年
）。

第
二
節
　
木
簡
を
め
ぐ
る
諸
問
題

一
　

木

簡

に
み
え

る
行

政

地

名

屋
代
木
簡
に
み
え
る
地
名
に
つ
い
て
考
察
す
る
前
提
と
し
て
、
ま
ず
屋
代
遺
跡
群
の

地
が

『和
名
類
衆
抄
』

に
み
え
る
信
濃
の
郡
郷

（図
７８
）
の
ど
こ
に
比
定
さ
れ
る
の
か

確
認
し
て
お
き
た
い
。

第

一
章
第

一
節
に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
屋
代
遺
跡
群
は
更
埴
市
屋
代

お
よ
び
雨
宮
地
籍
に
広
が
る
千
曲
川
右
岸
の
自
然
堤
防
上
に
位
置
す
る
。
こ
の
自
然
堤

防
上
に
は
雨
宮
廃
寺
跡
が
あ
り
、　
こ
れ
は
貞
観
八
年

（八
エハ
エ○

に
定
額
寺
と
さ
れ
た

埴
科
郡
屋
代
寺

に
比
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
近
く
の
雨
宮
坐
日
吉
神
社
は
、

『延
喜
式
』
に
埴
科
郡
の
式
内
社
と
し
て
み
え
る
祝

（は
ふ
り
）
神
社
に
比
定
さ
れ
、
こ

の
社

（や
し
ろ
）
が
屋
代
と
い
う
郷

（里
）
名
の
も
と
に
な

っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
犯
。

こ
う
し
た
点
か
ら
、
屋
代
遺
跡
群
が
位
置
す
る
自
然
堤
防
の
地
は
、
現
在
の
こ
る
屋
代

と
い
う
地
籍
名
の
と
お
り
埴
科
郡
屋
代
郷
に
比
定
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

屋
代
木
簡
の
う
ち
、
国

・
郡

ｏ
郷

・
里
な
ど
の
地
名
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
は
二

一
点
を
数
え
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
行
政
単
位
の
段
階
ご
と
に
み
て
い
く
こ
と

に
す
る
。

Ｈ

国
名

七
四
号
に

「信
濃
国
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

国
名
の
表
記
の
用
例
と
し
て
は
、
ま
ず
藤
原
宮
木
簡
に
大
宝
律
令
施
行
以
前
の
表
記

と
し
て

「科
野
国
伊
奈
評
」
が
み
え
る
。
和
銅
五
年

（七

〓
し

に
完
成
し
た

『古
事

第五章 考  察
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記
』
で
も
国
名
に
は

「信
濃
」
で
は
な
く
、
す
べ
て

「科

（科
）
野
」
の
字
が
あ
て
ら

れ
て
い
る
。
養
老
四
年

（七
一
一〇
）
に
完
成
し
た

『
日
本
書
紀
』

で
は
斉
明
天
皇
六
年

盆
ハ
エハ
○
）
是
歳
条
の

一
カ
所
で

「科
野
」

が
も
ち
い
ら
れ
て
い
る
ほ
か
は

「信
濃
」

が
も
ち
い
ら
れ
て
い
る
が
、
継
体
天
皇
紀
や
欽
明
天
皇
紀
な
ど
に
み
え
る
人
名
に
は

「科
野

（斯
那
奴
と

の
表
記
が
も
ち
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
正
倉
院
宝
物
白
布
な
ど

に
捺
さ
れ
て
い
る
国
印
や
正
倉
院
文
書
な
ど
に
み
え
る
人
名
に
は

「信
濃
」
と
あ
る
。

こ
の
ほ
か
、

『令
集
解
』

賦
役
令
調
庸
物
条
古
記
が
引
く
民
部
省
式
に
は
国
名
と
し
て

「信
野
」
の
表
記
が
み
ら
れ
る
が
、
こ
の
民
部
省
式
は
大
宝
元
年

（七
〇

こ

か
ら
同
三

年

（七
〇
一こ

の
間
に
成
立
し
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

信
濃
国
の
隣
国
で
あ
る
美
濃
国
で
は
、　
ヨ

一野
」

の
表
記
が
七
世
紀
か
ら
も
ち
い
ら

れ
、
大
宝
律
令
施
行
に
と
も
な

っ
て

「御
野
」
、

つ
い
で
和
銅
六
年

（七

〓
こ

以
前
の

段
階
で

「美
濃
」
の
表
記
が
公
定
さ
れ
も
ち
い
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
と
い
わ
れ
て
い

（縫
。

こ
の
美
濃
国
の
例
に
な
ら
え
ば
信
濃
国
の
場
合
も
、
「科
野
」

の
表
記
か
ら
、
大

宝
律
令
施
行
と
と
も
に
前
述
の
民
部
省
式
に
み
え
る

「信
野
」
が
も
ち
い
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
、
和
銅
六
年

（七

一
一こ

以
前
の
段
階
で

「信
濃
」

の
表
記
が
定
め
ら
れ
た
と

考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

「信
濃
」

と
表
記
さ
れ
て
い
る
六
〇
号

・
七
四
号
は

い
ず
れ
も
第
三
水
田
対
応
層
か
ら
出
土
し
た
郡
郷
里
制
施
行

（七

一
五
）
以
降
の
木
簡

で
あ
り
、
す
で
に
国
名
表
記
と
し
て

「信
濃
」
が
も
ち
い
ら
れ
て
い
る
段
階
の
も
の
で

あ
る
。

国

郡
名

「東
間
郡
」
と

「更
科
郡
」
が
み
ら
れ
、

そ
れ
以
外
の
郡
名
は
な
い
。
三
六
号
と

一

〇
二
号
は
郡
名
の

一
字
目
が
欠
け
て
い
る
が
、

「束
間
郡
」

と
記
さ
れ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。
「東
間

（
つ
か
ま
と

の
用
字
例
と
し
て
は
ほ
か
に

『
日
本
書
紀
』
天
武
天
皇

十
四
年

盆
ハ
八
五
）
十
月
壬
午
条
の

「束
間
温
湯
」
が
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
『延

喜
式
』
と

『和
名
類
衆
抄
』
で
は

「筑
摩
」
の
字
が
も
ち
い
ら
れ
て
い
る
。
年
紀
が
明

ら
か
な
も
の
に
よ
る

「筑
摩
」

の
初
見
は
、
天
平
勝
宝
四
年

（七
五
一
し

十
月
の
墨
書

が
あ
る
正
倉
院
の
白
布
で
あ
犯
。
三
六
号
は
第
四
水
田
対
応
層
、　
一
〇
二
号
は
第
二
水

田
対
応
層
の
木
簡
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
八
世
紀
前
半
の
信
濃
国
で
は
郡
名
表
記
と
し

て

「東
間
」
が
も
ち
い
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「更
科
郡
」
は

一
五
号

・
六
〇
号

・
七
四
号
に
み
え
る
。
『延
喜
式
』
と

『和
名
類
衆

抄
』
で
は

「更
級
」
の
字
が
も
ち
い
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
初
見
は
天
平
二
十
年

（七

四
八
）
四
月
二
十
五
日
写
書
所
解

（『大
日
本
古
文
童
己

〓
一―
七
八
）
で
あ
る
。
こ
れ
に
対

し
て
平
城
宮
跡
の
和
銅
年
間

（七
〇
八
～
七

一
五
）
に
存
在
し
た
と
推
定
さ
れ
る
溝
か

ら
出
土
し
た
木
簡
に
は
、　
一
五
号

ｏ
六
〇
号

・
七
四
号
と
同
じ
く

「更
科
郡
」
と
記
さ

れ
て
」
純
。　
一
五
号
は
第
四
水
田
対
応
層
、
六
〇
号

・
七
四
号
は
第
三
水
田
対
応
層
の

木
簡
で
あ
り
、　
と
く
に
七
四
号
の
出
土
し
た
層
が
七
二
〇
年
代

（養
老
～
神
亀
）

の
も

の
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
頃
ま
で
の
段
階
で
は
郡
名
表
記
は

「更
科
」
が

一
般
的
で
あ

っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
、
長
屋
王
家
木
簡
で
は

「讃
信
郡
」

傘
並

亀
三
年

〈七

一
七
〉
頃
の
年
代
）
と
表
記
さ
れ
て
お
り
、

「更
科
郡
」

と
併
用
さ
れ
て
い

た
と
も
い
え
る
。
「埴
科
郡
」
と

「播
信
郡
」
も
同
様
で
あ
る
。
ま
た
六
〇
号
に
見
え

る

「信
濃
園
」
は
軍
団
名
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
郡
名
、
さ
ら
に
遡

っ
て
評
名
と
の
関
連

性
も
考
え
ら
れ
る

（本
章
第
二
節
第
四
項
参
照
）。

口

郷

笙

）
名

郡
里
制
の
里
名
が
み
ら
れ
る
も
の
が

一
点
、
郷
名
が
み
ら
れ
る
も
の
が

一
二
点
あ

る
。
こ
の
う
ち
四
点
が
更
科
郡
の
郷
名
で
、
ほ
か
の
九
点
は
す
べ
て
埴
科
郡
の
里
も
し

く
は
郷
名
で
あ
る
。

六
二
号
の

「等
信
郷
」

と
九

一
号
の

「営
酬
郷
」

は

『和
名
類
衆
抄
』

の
更
級
郡

営
信
郷
に
あ
た
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
高
山
寺
本
の
訓
は

「唐
奈
」
で
あ
る
が
、
名
古

屋
市
立
博
物
館
本
に
は

「
タ
ウ
シ
ナ
」
と
訓
が
ふ
ら
れ
て
い
る
。
営
信
郷
の
比
定
地
は

未
詳
で
あ
る
。
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第五章 考 察

三
五
号
の

「乎
団
郷
」

は
、
『和
名
類
衆
抄
』

の
高
山
寺
本
、
流
布
本
と
も
に
訓
を

「乎
宇
奈
」
と
す
る
更
級
郡
小
谷
郷
に
あ
た
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

七
四
号
に
は

「更
科
郡
余
□
」
と
あ
る
。　
三
ハ
号
に
も

「余
戸
里
」
が
み
え
る
が
、

一
六
号
は
埴
科
郡
符
と
み
ら
れ
る
の
で
こ
れ
は
埴
科
郡
の

「余
戸
里
」

に
な
る
。

『和

名
類
衆
抄
』
高
山
寺
本
で
は
信
濃
国
に
余
戸
郷
は
な
く
、
流
布
本
で
は
小
縣

・
佐
久
両

郡
に
余
戸
郷
が
み
え
る
の
み
で
あ
る
が
、　
三
ハ
号
に
よ

っ
て
郡
里
制
下
に
埴
科
郡
の
余

戸
里
、　
七
四
号
に
よ

っ
て
七
二
〇
年
代

（養
老
～
神
亀
）
頃
に
更
科
郡
の
余
戸
郷
が
存

在
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

一
一
〇
号
の

「伊
蘇
郷
」
は

『和
名
類
衆
抄
』
の
埴
科
郡
磯
部
郷
に
あ
た
る
も
の
と

思
わ
れ
る
。

『和
名
類
衆
抄
』

に
は
伊
蘇
郷
が
伊
勢
国
度
会
郡
と
相
模
国
余
綾
郡
に
み

え
る
が
、　
こ
の
う
ち
度
会
郡
に
は
延
喜
式
内
社
と
し
て
儀
神
社
が
み
え
、

「伊
蘇
」

と

「儀
」
が
通
用
さ
れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

七
三
号

・
七
九
号

。
九
〇
号

ｏ
一
〇
〇
号
に
は
船

（舟
）
山
郷
が
み
え
、
屋
代
木
簡

に
最
も
多
く
み
ら
れ
る
郷
名
で
あ
る
。
現
在
、
更
埴
市
か
ら
戸
倉
町
に
か
け
て
舟
山
の

地
名
が
の
こ
る
。

七
二
号
の

「□
穴
郷
」
は

『和
名
類
衆
抄
』
の
埴
科
郡
大
穴
郷
に
あ
た
る
も
の
と
思

わ
れ
る
。

七
六
号

。
一
一
四
号
に
は
屋
代
郷
が
み
え
る
。

四

郡
郷
里
制
下
の
里
名

郡
郷
里
制
は
霊
亀
元
年

（七

一
五
）
か
ら
天
平
十

一
年

（七
一一一九
）

ｏ
十
二
年

（七
四

〇
）
頃
ま
で
存
続
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
の
郡
郷
里
制
下
の
里
名
は
、
第
三

水
田
対
応
層
の
木
簡
八
点
に
み
ら
れ
る
。　
こ
の
う
ち
七
二
号
の

「□
穴
郷
高
家
里
」
、

七
三
号
の

「□
山
柏
寸
里
」
、
九
〇
号
の

「船
山
郷
井
於
里
」
、　
一
〇
〇
号
の

「船
山
柏

村
里
」
は
郷
名
が
明
ら
か
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
埴
科
郡
の
郷
里
で
あ
る
。
五

一
号
の

「□
□
郷
□
□
□
」
、
六
九
号
の

「長
谷
里
」
、　
一
〇
八
号
の

「□
□
□
山
邊
□
」
、　
一
一

一
号
の

「多
里
」
の
四
点
は
ど
の
郷
に
属
す
里
か
不
明
で
あ
る
。
郡
郷
里
制
の
里
名
は

地
名
と
し
て
ほ
と
ん
ど
伝
わ
ら
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
船
山
郷
の
柏
村
里
に
関
し

て
、
正
安
三
年

（
〓
一一〇

こ

に
集
成
さ
れ
た

『宴
曲
抄
』

に
、
千
曲
川
沿
い
の
地
名

と
し
て

「塩
尻
、
赤
池
、
坂
木
、
柏
崎
」
が
み
え
、
こ
の
柏
崎
は
船
山
郷
比
定
地
付
近

の
戸
倉
町
柏
王
と
考
え
ら
れ
て
い
（純

。
柏
村
里
と
の
関
連
は
不
明
で
は
あ
る
が
、
柏

崎

ｏ
柏
王
が

「柏
」
を
有
す
る
地
名
で
あ
る
こ
と
と
、
船
山
の
地
籍
に
近
接
す
る
点
で

注
目
さ
れ
る
。

『長
野
県
史
』
通
史
編
第

一
巻
原
始

・
古
代
、
第
二
章
第
二
節
、　
一
九
八
九
年
。

野
村
忠
夫

「律
令
的
行
政
地
名
の
確
立
過
程
」

（井
上
光
貞
博
士
還
暦
記
念
会
編

『古
代
史
論
叢
』

中
、
吉
川
弘
文
館
、　
一
九
七
八
年
、
の
ち

『律
令
政
治
と
官
人
制
』
所
収
　
吉
川
弘
文
館
、　
一
九
九

二
年
）
。

註

（２
）
野
村
論
文
。

松
島
順
正
編

『正
倉
院
宝
物
銘
文
集
成
』
吉
川
弘
文
館
、　
一
九
七
八
年
。

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所

『平
城
宮
発
掘
調
査
報
告
書
測
』

一
九
八
二
年
。

岸
俊
男

「古
代
村
落
と
郷
里
制
六
『
日
本
古
代
籍
帳
の
研
究
』
塙
書
房
、　
一
九
七
三
年
）
。
な
お
、
鎌

田
元

一

「郷
里
制
の
施
行
と
霊
亀
元
年
式
」

（上
田
正
昭
編

『古
代
日
本
と
東
ア
ジ
ア
』
小
学
館
、

一
九
九

一
年
）
は
、
郷
里
制
施
行
を
霊
亀
三
年

（七

一
七
）
と
す
る
。

（７
）
井
原
今
朝
男

「信
濃
国
伴
野
荘
の
交
通
と
商
業
大
『信
濃
』
二
五
―
九
、　
一
九
八
三
年
九
月
）
。

一
一　

木
簡

に
み
え
る
ウ
ジ
名

と
部

屋
代
木
簡
の
二
五
点
に
二

一
の
ウ
ジ
名
や
部
が
み
え
る

（図
７９
）ｏ
こ
の
う
ち
、
他

の
史
料
に
よ
っ
て
信
濃
国
に
分
布
す
る
ウ
ジ
名
や
部
と
し
て
既
に
知
ら
れ
て
い
た
も
の

は
、
刑
部
、
小
長
谷
部
、
金
刺
舎
人
、
他
田
舎
人
、
生
王
部
、
物
部
、
尾
張
部
、
神
人

部
の
八
を
数
え
、
そ
の
ほ
か
の
三
枝
部
、
金
刺
部
、
他
田
部
、
若
帯
部
、
穂
積
部
、
守

部
、
小
野
部
、
酒
人
部
、
宍
部
、
宍
人
部
、
三
家
人
部
、
石
田
部
、
戸
田
部
の

一
三
は

信
濃
国
で
は
初
見
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
ウ
ジ
名

・
部
を
①
宮
名

・
王
族
名
を
冠
す
る
も

6543 21註
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の
ま
た
は
名
代
の
設
定
伝
承
が
あ
る
も
の
、
②
豪
族
名
に
ち
な
む
も
の
、
③
職
掌
に
ち

な
む
も
の
、
④
不
明
な
も
の
の
四
種
に
分
け
、
順
次
考
察
し
て
い
き
た
い
。

①
　
刑
部
は
忍
坂
部
、
押
坂
部
、
忍
壁
な
ど
と
も
あ
ら
わ
さ
れ
、
全
国
各
地
に
分
布
し

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
信
濃
国
で
は
水
内
郡
な
ど
に
人
名
が
み
え
る
ほ
か
、
佐
久
郡
に

刑
部
郷
が
あ
る
。
『古
事
記
』
と

『
日
本
書
紀
』

に
は
允
恭
天
皇
の
時
、
大
后
の
忍
坂

之
大
中
津
比
売
命

（忍
坂
大
中
姫
）

の
名
代
と
し
て
設
定
し
た
と
あ
る
が
、

敏
達
天
皇

の
皇
子
の
押
坂
彦
人
皇
子
と
の
関
わ
り
や
、
令
制
下
の
解
部
の
職
務
と
結
び

つ
け
て
刑

罰
に
関
し
た
部
と
し
て
の
性
格
を
み
る
説
が
あ
る
。
ま
た
、
各
地

へ
の
設
定
や
そ
の
管

掌
に
つ
い
て
息
長
氏
や
物
部
氏
な
ど
畿
内
有
力
豪
族
が
関
わ

っ
て
い
た
と
す
る
見
解
も

（
２
）

あ
る
。

三
枝
部
は
東
国
に
分
布
が
み
ら
れ
る
。
そ
の
設
置
に
つ
い
て
は

『
日
本
書
紀
』
顕
宗

天
皇
三
年
四
月
戊
辰
条
に

「置
二
福
草

（さ
き
く
さ
）
部
こ

と
み
え
る
。
ま
た

『新
撰

姓
氏
録
』
左
京
神
別
お
よ
び
大
和
神
別
の
三
枝
連
の
条
に
は
、
額
田
部
湯
坐
連
と
同
祖

で
、
顕
宗
天
皇
の
御
世
に
、
饗
宴
に
お
い
て
宮
庭
に
三
茎
之
草
が
あ
る
の
を
天
皇
に
献

じ
た
の
で
三
枝
部
造
の
姓
を
賜

っ
た
と
の
所
伝
が
あ
る
。
顕
宗
天
皇
の
父
で
あ
る
市
辺

押
磐
皇
子
の
名
代
と
す
る
説
の
ほ
か
、
率
川
社
を
祀
る
三
枝
祭
に
関
わ
る
部
と
す
る
説

や
、
三

つ
子
の
皇
子
女
の
資
養
を
負
担
す
る
部
と
す
る
説
な
ど
が
あ
る
。

小
長
谷
部
は
東
国
を
中
心
に
分
布
が
み
ら
れ
る
。
信
濃
国
で
は
天
平
勝
宝
四
年

（七

五
一
し
十
月
の
正
倉
院
宝
物
白
布
に

「信
濃
国
筑
摩
郡
山
家
郷
戸
主
物
部
東
人
戸
口
小

長
谷
部
尼
麻
呂

（後
略
と

（『正
倉
院
宝
物
銘
文
集
成
し

の
墨
書
が
み
え
、
松
本
市
下
神

遺
跡
出
土
須
恵
器
杯
に

「小
長
谷
部
真
□
」
の
墨
書
が
あ
る
こ
と
か
ら
筑
摩
郡
に
分
布

し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
『古
事
記
』
武
烈
天
皇
段
に

「此
天
皇
、
元
二
太
子
一。

故
、
為
二
御
子
代
一、
定
二
小
長
谷
部
一也
」
と
あ
り
、
『
日
本
書
紀
』
武
烈
天
皇
六
年
九

月
乙
巳
条
に

「詔
日
、
伝
国
之
機
、
立
子
為
レ貴
。
朕
無
二
継
嗣
一。
何
以
伝
レ名
。

且

依
二
天
皇
旧
例
一、
置
二
小
泊
瀬
舎
人
一、
使
レ為
レ代
レ号
、
万
歳
難
Ｌ
心者
也
」
と
あ
る
こ

と
か
ら
、　
武
烈
天
皇

（小
長
谷
若
雀
命

・
小
泊
瀬
稚
鶴
鵜
命
）

に
ち
な
む
名
代
と
考
え
ら

れ
る
。

金
刺
舎
人

・
金
刺
部
は
欽
明
天
皇
の
磯
城
嶋
金
刺
宮
の
名
に
ち
な
ん
で
い
る
。
金
刺

舎
人
は
、
信
濃
国
で
は
伊
那

。
諏
方

。
埴
科

・
水
内
各
郡
の
郡
司
層
や
、
諏
訪
神
社
の

社
家
な
ど
の
ウ
ジ
に
み
ら
れ
、
他
田
舎
人
と
と
も
に
有
力
豪
族
と
し
て
知
ら
れ
る
。
他

国
で
は
駿
河
国
や
伊
豆
国
に
分
布
す
る
。
宮
号
を
冠
す
る
舎
人
は
、
地
方
の
有
力
豪
族

の
子
弟
を
大
王
の
宮
に
奉
仕
さ
せ
、
そ
の
資
養
は
地
方
豪
族
配
下
の
人
々
に
地
方
豪
族

を
介
し
て
負
担
さ
せ
る
体
制
と
し
て
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
屋
代
木
簡
に
は

ウ
ジ
名
や
個
人
名
に
直

ｏ
連
な
ど
の
明
ら
か
な
カ
バ
ネ
を
記
し
た
も
の
は

一
点
も
な
い

た
め
、
木
簡
に
見
ら
れ
る
宮
号
舎
人
が
、
か

つ
て
舎
人
を
宮
に
貢
上
し
た
有
力
豪
族
層

に
属
す
る
人
物
を
さ
す
も
の
な
の
か
、
あ
る
い
は
そ
の
配
下
の
階
層
に
属
す
る
人
物
を

さ
す
も
の
な
の
か
判
別
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
金
刺
部
は
管
見
の
限
り
ほ
か
に
例
を
み

な
い
が
名
代
と
考
え
ら
れ
る
。

他
田
舎
人

・
他
田
部
は
敏
達
天
皇
の
訳
語
田
幸
玉
宮
の
名
に
ち
な
ん
で
い
る
。
他
田

舎
人
は
金
刺
舎
人
と
同
様
に
東
国
を
中
心
に
分
布
す
る
宮
号
を
冠
す
る
舎
人
で
あ
る
。

信
濃
国
で
は
伊
那

ｏ
筑
摩

・
小
縣
各
郡
に
み
え
筑
摩

。
小
縣
で
は
郡
司
層
の
ウ
ジ
名
と

し
て
知
ら
れ
る
。
他
田
部
は
名
代
と
考
え
ら
れ
、
天
平
勝
宝
四
年

（七
五
一
し

十
月
の

正
倉
院
宝
物
黄
絶
に
上
野
国
新
田
郡
の
擬
少
領
他
田
部
君
足
が
み
え
る
ほ
か
、
平
城
宮

木
簡
や
秋
田
城
跡
出
土
の
木
簡
に
も
み
え
る
。

若
帯
部
は
、

大
宝
二
年

（七
〇
一
し

御
野
国
戸
籍
に
本
賓

ｏ
加
毛

・
各
務

・
味
蜂
間

各
郡
の
人
名
に
み
え
、
天
平
六
年

（七
一一一四
）
出
雲
国
計
会
帳
二
雇
民
と
し
て
み
え
る
。

成
務
天
皇

（若
帯
日
子
）

に
ち
な
む
名
代
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、

若
い
天
皇
ま
た
は
後

世
の
皇
太
子
に
準
ず
る
地
位
の
皇
子
の
た
め
に
六
世
紀
代
か
ら
七
世
紀
前
半
の
時
期
に

設
定
さ
れ
た
部
で
あ
る
と
す
る
説
が
有
力
で
あ
る
。

生
王
部
は
全
国
各
地
に
み
ら
れ
、
壬
生
部

ｏ
乳
部

・
生
部

。
大
生
部

・
丹
生
部
と
も

あ
ら
わ
さ
れ
る
。
「生
王
部
」

の
例
と
し
て
は
、
長
屋
王
家
木
簡
に

「北
宮
御
塩
綾
郡
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第五章 考 察

物

部
生
王
部

若
帯
郡

他
田
部

他
田
舎
人

金
刺
部

金
刺
舎
人

小
長
谷
部

三
枝
部

刑
部

氏

・
部
名

一
五

・
七
三

九
〇

六

九
四
六

・
一
〇
〇

一〇
・
五
九
・
八
七
人

一〇
六 ・

八
七
・

七

五
一
七

一
〇

屋
代
木
簡
番
号

物
部
東
人

一
筑
摩
郡
山
家
郷
戸
主
　
一
正
倉
院
白
布
天
平
勝
宝
四

・
一
〇

（七
五
一

壬
生
郷
…
遠
江
磐
田
郡
、
安
房
長
狭
郡
、
美
濃
池
田
郡

・
賀
茂
郡
、
安
芸
山
縣
郡
、
筑
前
上
座
郡
／
壬
生
野
郷
…
伊
賀
阿
拝
郡
／
生
部
郷
…
美
濃
賀
茂
郡

生
王
部
…
讃
岐
綾
郡
／
壬
生
部
…
伊
豆
田
方
郡

・
賀
茂
郡
、
武
蔵
豊
島
郡
、
下
総
針
托
郡

・
葛
飾
郡
、
美
濃
山
方
郡
、
出
羽
、
若
狭
三
方
郡
、
隠
岐
海
部

郡
／
生
部
…
遠
江
磐
田
郡
、
駿
河
駿
河
郡
、
伊
豆
賀
茂
郡
、
常
陸
信
太
郡
、
美
濃
肩
県
郡

・
各
務
郡

・
加
毛
郡

・
味
蜂
間
郡
、
出
羽
、
越
前
坂
井
郡

・
足

羽
郡

ｏ
丹
生
郡
、
丹
後
竹
野
郡
、
出
雲
神
門
郡
、
備
中
賀
夜
郡
、
阿
波
那
賀
郡
、
豊
前
仲
津
郡
、
豊
後
球
珠
郡
、
筑
前
嶋
郡
／
生
壬
部
…
隠
岐
周
吉
郡
、

讃
岐
阿
夜
郡
／
生
壬
…
讃
岐
香
川
郡
／
大
生
部
…
伊
豆
田
方
郡
、
陸
奥
多
賀
城
／
壬
生
…
山
背
愛
宕
郡
、
伊
賀
阿
拝
郡
、
安
房
平
群
郡
、
常
陸
行
方
郡
、

出
羽
、
若
狭
遠
敷
郡
、
肥
後
皮
石
郡
／
壬
生
直
…
駿
河
駿
河
郡
、
常
陸
筑
波
郡

・
行
方
郡
／
生
部
臣
族
…
出
雲
出
雲
郡

壬
生
稲
主

日
本
三
代
実
録
貞
観
三

・
一
〇

・
二
八

（八
六

一
）

若
帯
部
…
美
濃
本
費
郡

・
加
毛
郡

ｏ
各
務
郡

・
味
蜂
間
郡
、
出
雲
／
若
帯
…
美
濃
味
蜂
間
郡

他
田
舎
人
の
項
参
照

長
田
郡
…
遠
江
／
他
田

奥
自
河
郡
、
但
馬
養
父

他
田
舎
人
…
駿
河
有
度

羽
／
他
田
臣
…
相
模
鎌

他
田
舎
人
国
麻
呂

他
田
舎
人
千
世
売

他
田
舎
人
大
島

他
田
舎
人
藤
雄

他
田
舎
人
蝦
夷

他
田
真
樹

金
刺
舎
人
の
項
参
照

金
刺
舎
人
…
駿
河
駿
河

金
刺
舎
人
八
麻
呂

金
刺
舎
人
連
若
嶋

金
刺
舎
人
正
長

金
刺
舎
人
貞
長

小
谷
郷
…
遠
江
磐
田
郡

小
長
谷
部
…
遠
江
浜
名
郡

・
磐
田
郡
、
甲
斐
山
梨
郡
、
下
総
葛
飾
郡
、
上
野
邑
楽
郡
、
出
羽
、
越
中
偶
波
郡
／
小
長
谷
…
大
和
山
辺
郡
、
駿
河
志
太
郡

越
中
備
波
郡
／
小
長
谷
連
…
大
和
志
貴
上
郡
／
小
長
谷
造
…
近
江
坂
田
郡
／
小
谷
直
…
甲
斐
八
代
郡

小
長
谷
部
尼
麻
呂
　
　
一
筑
摩
郡
山
家
郷
戸
口

小
長
谷
部
笠
麻
呂
　
　
一一

更
級
郡
小
谷
郷

正
倉
院
白
布
天
平
勝
宝
四

・
一
〇

（七
五
二
）

万
葉
集
二
〇
―
四
四
〇
三
天
平
勝
宝
七

・
二

（七
五
五
）

和
名
類
衆
抄

三
枝
郷
…
下
総
千
葉
郡
、
飛
騨
大
野
郡
、
加
賀
江
沼
郡

三
枝
部
…
下
総
葛
飾
郡
、
陸
奥

河
内
若
江
郡
、
伊
勢
二
重
郡
、
参
河
碧
海
郡
、
遠
江
引
佐
郡
、
駿
河
志
太
郡
、
上
総
長
柄
郡
、
下
野
河
内
郡
、
因
幡
八
上
郡

上
局
草
郡
、
丹
波

備
中
賀
夜
郡

・
英
賀
郡
、
備
後
奴
可
郡

・
恵
蘇
郡

・
三
鉛
郡
／
忍
坂
郷
…
大
和
城
上
郡
／
忍
壁
郷
…
摂
津
有
馬
郡

船 刑
井 部
郡 郷

脚
¨
中
¨
＝

ド

‥‐

一

呻

》̈

∬

瑯
脚

‐

‐

一
卿

¨
時
概

悧

引

岬

「

‐
一 五‐

‐ ○ ・‐
「
悧
円
引
「
日
「
Ｈ

Ｈ
「

日
「

日
Ｈ
Ｈ

Ｈ
「

「
日

Ｈ
Ｈ

刑
部
…
山
背
愛
宕
郡
、
尾
張
海
部
郡
、
遠
江
敷
知
郡
、
駿
河
、
伊
豆
那
賀
郡
、
武
蔵
豊
島
郡
、
播
羅
郡
、
上
総
市
原
郡
、
下
総
葛
飾
郡

・
猿
島
郡
、
美
濃

本
費
郡
、
各
務
郡

・
肩
県
郡

・
味
蜂
間
郡
、
越
前
足
羽
郡
、
丹
後
熊
野
郡
、
但
馬
、
伯
者
相
見
郡
、
出
雲
出
雲
郡

・
神
門
郡
、
備
中
窪
屋
郡
、
肥
後
葦
北

郡
、
豊
前
仲
津
郡

・
上
三
毛
郡
／
刑
部
造
…
河
内
／
刑
部
直
…
武
蔵
橘
樹
郡
／
忍
坂
忌
寸
■
。大
和
宇
陥
郡

分
布
地
域
　
右
欄
―
信
濃
国
の
例
　
中
欄
―
他
国

（京
は
除
く
）
人
名
か
ら
の
例
　
左
欄
―
他
国
和
名
抄
郡
郷
名
か
ら
の
例

郷
…
駿
河
有
度
郡
、
美
濃

郡
、
播
磨
賀
古
郡
／
長
田

郡
、
若
狭
遠
敷
郡
／
他
田

倉
郡
／
他
田
臣
族
…
大
和

筑
摩
郡
大
領

伊
那
郡

（防
人
）
小
県
郡
国
造

小
県
郡
権
少
領

小
県
郡
跡
目
里

小
県
郡
で
戦
死

郡

・
益
頭
郡
、
金
刺
舎
人

伊
那
郡
大
領

・
牧
主
当

水
内
郡
女
嬬

埴
科
郡
大
領

諏
訪
郡
右
近
衛
将
監

可
児
郡
／
長
田
郷
…
摂
津
八
部
郡

里
…
播
磨
賀
古
郡

伊
賀
伊
賀
郡
、
伊
勢
飯
野
郡
、
遠
江
長
上
郡
、
上
野
吾
妻
郡
、
陸

…
尾
張
中
嶋
郡
、
常
陸
行
方
郡
、
美
濃
山
県
郡
、
出
羽
／
他
田
部
…
駿
河
益
頭
郡
、
上
野
新
田
郡

添
上
郡
／
他
田
日
奉
直

・
他
田
日
奉
部
直
…
下
総
海
上
郡

出

正
倉
院
白
布
天
平
勝
宝
四

・
一
〇

（七
五
二
）

続
日
本
紀
神
護
景
雲
二

・
六

・
二
三

（七
六
八
）

万
葉
集
巻
二
〇
―
四
四
〇

一
天
平
勝
宝
七

・
二

（七
五
五
）

日
本
三
代
実
録
貞
観
四

・
三

・
二
〇

（八
六
二
）

日
本
霊
異
記
下
巻
三
二

将
門
記
天
慶
元

・
二

・
二
九

（九
二
八
）

部
…
駿
河
駿
河
郡
、
伊
豆
田
方
郡

続
日
本
紀
天
平
神
護
元

・
正

・
七

（七
六
五
）、
類
衆
三
代
格
神
護
景
雲
二
・
正

・
二
八
格

（七
六
八
）

続
日
本
紀
宝
亀
元
・
一
〇
上
一五
（七
七
〇
）、
同
三
。正
三
一四
（七
七
二
）、
同
八
ｏ正
三

〇

（七
七
七
）

日
本
三
代
実
録
貞
観
四

・
三

・
二
〇

（八
六
二
）

日
本
三
代
実
録
貞
観
五

・
九

・
五

（八
六
三
）

生
王
部
□
□
斗
」

の
記
載
が
あ
り
、
上
野
国

分
尼
寺
跡
出
土
の
平
瓦
に

「生
王
」
の
刻
書

が
あ
る
。
信
濃
国
で
は

『
日
本
三
代
実
録
』

貞
観
三
年

（八
六

こ

十
月
二
十
八
日
条
に

壬
生
稲
主
が
み
え
る
。

『古
事
記
』

と

『
日

本
書
紀
』
に
は
仁
徳
天
皇
の
時
、
皇
子
の
伊

耶
本
和
気
命

（去
来
穂
別
皇
子
）
の
名
代
と

し
て
設
定
し
た
と
あ
る
が
、
『
日
本
書
紀
』

推
古
天
皇
十
五
年

金
ハ
〇
七
）
二
月
庚
辰
条

に

「定
二
壬
生
部
こ

と
あ
り
、
従
来
の
皇
子

名
を
冠
す
る
名
代
を
、
皇
太
子

の
地
位

に

伴

っ
て
伝
領
さ
れ
る
新
し
い
型
の
名
代
と
し

て
推
古
朝
頃

に
改
編
し
た
も

の
と
す
る
説

や
、
皇
太
子
な
ど
特
定
の
所
有
者
が
あ
る
の

で
は
な
く
皇
子
女

一
般
の
た
め
に
置
か
れ
た

名
代
を
さ
す
名
称
と
す
る
説
が
あ
純
。

②
　
物
部
は
小
長
谷
部
に
関
し
て
ふ
れ
た
先

掲
の
天
平
勝
宝
四
年
十
月
の
正
倉
院
宝
物
白

布
に
筑
摩
郡
山
家
郷
の
戸
主
物
部
東
人
が
み

え
る
ほ
か
高
井

。
佐
久
郡
に
み
え
る
。
全
国

各
地
に
分
布
し
、
畿
内
の
有
力
豪
族
で
あ
る

物
部
氏
の
部
曲
と
考
え
ら
れ
る
。

穂
積
部
は
大
宝
二
年

（七
〇
一
し
御
野
国

戸
籍
に
本
賓

。
加
毛

ｏ
山
方
各
郡
の
人
名
に

み
え
る
。
穂
積
氏

の
部
曲
と
考
え
ら
れ
る

が
、
穂
積
氏
は
物
部
氏
と
同
じ
く
饒
速
日
命
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第二節 木簡をめぐる諸問題

一戸
田
部

石
田
部

神
人
部

三
家
人
部

宍
部

宍
人
部

酒
人
部

小
野
部

守
部

尾
張
部

穂
積
部

一
一
・
五
九
・

六
〇

五
九

一
一一一

一
三

・
一
五

・

五
九

七
二

ノヽ

一
一
九

一
〇

・
〓

Ｔ

一
三
・
一
五
・

一
八
二

九
・

二
二
・
四
六
・

二
九

・
八
七

例
な
し

石
田
郡
…
遠
江
、
壱
岐
／
石
田
郷
…
山
城
宇
治
郡
、
伊
勢
安
濃
郡

八
上
郡
、
讃
岐
寒
川
郡
、
伊
予
伊
予
郡
、
筑
前
恰
土
郡

・
席
田
郡

相
模
大
住
郡
、
下
総
海
上
郡
、
美
濃
大
野
郡
、
下
野
芳
賀
郡
、
佐
渡
雑
太
郡
、
因
幡

壱
岐
石
田
郡

神
人
部
…
遠
江
浜
名
郡
、
伊
豆
田
方
郡
、
武
蔵
、
若
狭
遠
敷
郡
、
備
中
窪
屋
郡
、
出
雲
神
門
郡
／
神
人
…
山
背

大
野
郡

・
山
縣
郡
、
陸
奥
、
越
前
敦
賀
郡

・
江
沼
郡
、
丹
波
氷
上
郡
、
丹
後
熊
野
郡
、
出
雲
、
讃
岐
山
田
郡

和
泉
、
遠
江
浜
名
郡
、
美
濃
加
毛
郡

神
人
部
子
忍
男

神
人

（防
人
）
埴
科
郡
主
帳

一
万
葉
集
二
〇
―
四
四
〇
二
天
平
勝
宝
七

・
二

（七
五
五
）

高
井
郡
穂
科
郷
衛
士
　
一
平
城
宮
木
簡
三
二
九
四
宝
亀
五

（七
七
四
）

三
宅
郡
…
筑
後
／
三
家
郷
…
美
濃
厚
見
郡
、
備
前
児
島
郡
／
三
宅
郷
…
大
和
城
下
郡
、
河
内
高
安
郡
・交
野
郡
・丹
比
郡
、
伊
勢
多
気
郡
、
尾
張
中
島
郡
ｏ

海
部
郡
、
遠
江
角
玉
郡
、
相
模
大
住
郡
、
上
総
天
羽
郡
、
下
総
印
幡
郡

・
海
上
郡
、
常
陸
鹿
島
郡
、
筑
前
那
珂
郡
、
筑
後
上
妻
郡
、
豊
後
直
入
郡
、
肥
後

託
麻
郡
、
日
向
児
湯
郡
／
三
家
里
…
若
狭
遠
敷
、
隠
岐
海
評
／
三
宅
里
…
備
中
賀
夜
郡
庭
瀬
郷

三
家
人
・
三
宅
人
…
近
江
蒲
生
郡
、
若
狭
小
丹
生
評
こ
返
敷
郡
上
二
方
郡
、
播
磨
神
前
評
、
筑
前
早
良
郡
／
三
家
・
三
宅
…
上
野
群
馬
郡
、
越
中
射
水
郡

越
後
／
三
家
連

・
三
宅
連
…
大
和
山
辺
郡
、
尾
張
愛
知
郡

・
春
部
郡
、
近
江
、
備
前
児
嶋
郡
、
筑
前
早
良
郡
／
三
家
首
…
若
狭
小
丹
生
評
／
三
宅
忌
寸
。

摂
津
西
生
郡

例
な
し

宍
人
郷
…
駿
河
駿
河
郡

宍
人
部
…
伊
豆
那
賀
郡

・
田
方
郡
、
武
蔵
、
周
防
大
嶋
郡
／
宍
人
…
山
背
愛
宕
郡
、
伊
豆
田
方
郡
、
越
前
／
宍
人
直
…
武
蔵
加
美
郡
／
宍
人
臣
…
越
前
坂

井
郡

酒
人
郷
…
摂
津
東
生
郡

酒
人
部
…
美
濃
各
務
郡
、
越
前
江
沼
郡
、
周
防
大
嶋
郡
／
酒
人
…
河
内
、
近
江
坂
田
郡
／
酒
人
連
…
山
背
愛
宕
郡
／
日
下
部
酒
人
連
…
山
背
愛
宕
郡
／
坂

田
酒
人
…
近
江
坂
田
郡

小
野
郷
…
山
城
乙
訓
郡

・
愛
宕
郡

・
宇
治
郡
、
尾
張
丹
羽
郡
、
遠
江
磐
田
郡
、
武
蔵
多
磨
郡
、
下
総
海
上
郡
、
常
陸
信
太
郡
、
上
野
甘
楽
郡

・
緑
野
郡

・

群
馬
郡
、
陸
奥
白
河

・
安
積

・
柴
田
郡
、
越
中
薦
波
郡
、
佐
渡
雑
太
郡
、
丹
後
竹
野
郡
、
石
見
美
濃
郡
、
肥
後
山
鹿
郡
／
小
野
駅
…
陸
奥
柴
田
郡
、
丹
波

多
紀
郡
、
豊
後
大
野
郡
／
小
野
田
郷
…
上
総
埴
生
郡
、
紀
伊
名
草
郡

小
野
臣
…
近
江
滋
賀
郡
、
山
城
愛
宕
郡

守
部
…
駿
河
駿
河
郡
、
伊
勢
桑
名
郡
、
美
濃
加
毛
郡

・
肩
県
郡

・
本
貴
郡

・
味
蜂
間
郡

・
可
児
郡

・
山
方
郡
／
守
君
…
山
背
愛
宕
郡
／
守
公
…
河
内
志
紀

郡
／
守
…
越
前
坂
井
郡

尾
張
郷
…
河
内
安
宿
郡
、
上
野
緑
野
郡
、
備
前
邑
久
郡

尾
張
部

・
尾
治
部

・
尾
幡
部
…
出
羽
、
備
前
邑
久
郡
／
尾
張
戸
…
美
濃
加
毛
郡
／
尾
張

・
尾
治

高
郡
／
尾
張
国
造
族
…
美
濃
加
毛
郡
／
尾
張
連
族
…
山
背
愛
宕
郡
／
尾
張
連
…
尾
張
春
部
郡

・

愛
知
郡

・
中
島
郡
／
尾
張
公
…
近
江
浅
井
郡

…
近
江
蒲
生
郡
、
越
前
坂
井
郡
、
周
防
佐
波
郡
、
備
前
津

愛
知
郡

・
中
島
郡
、
播
磨
／
尾
張
宿
南
…
尾
張
春
部
郡

・

一
水
内
郡
尾
張
郷

一
和
名
類
衆
抄

穂
積
部
…
美
濃
本
費
郡

・
加
毛
郡

ｏ
山
方
郡
／
穂
積
臣
…
伊
勢
壱
志
郡

物
部
善
常
　
　
　
　
　
一
高
井
郡
　
　
　
　
　
　
一
日
本
三
代
実
録
貞
観
九

・
三

・
一
一

（八
六
二
）

物
部
格
丸
　
　
　
　
　
一
佐
久
郡
　
　
　
　
　
　
一
伝
近
世
出
土
銅
印

例
多
数

物
部
郷
…
尾
張
愛
智
郡
、
駿
河
益
頭
郡
、
下
総
千
葉
郡
、
近
江
栗
太
郡
、
美
濃
多
芸
郡

・
安
八
郡

・
本
巣
郡
、
下
野
芳
賀
郡
、
越
後
頸
城
郡
、
丹
波
何
鹿

郡
、
丹
後
典
謝
郡
、
備
前
磐
梨
郡
、
淡
路
津
名
郡
、
土
佐
香
美
郡
、
筑
後
生
葉
郡
、
肥
前
三
根
郡
、
日
向
那
珂
郡
、
壱
岐
石
田
郡

図 79 ウジ・部の分布

(日 本古代人名辞典、藤原宮木簡、平城宮木簡、平城京木簡、飛鳥・藤原宮発掘調査出土木簡概報、

平城宮発掘調査出土木簡概報、長岡京木簡、秋田城出土文字資料集、高島英之「地方出土の古代

木簡について」 (『群馬県埋蔵文化財調査事業団研究紀要』八)、 池邊爾『和名類衆抄郡郷里騨名考

證』などを参照した)

の
後
裔
氏
族
の

一
つ
で
、

安
和
二
年

（九
六

九
）
七
月

二
日
法
勝
院
領
目
録

翁
平
安
遺

文
〓

一―
四
一
一九
）
に
み
え
る
大
和
国
山
辺

郡
穂
積
郷
が
本
拠
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。

尾
張
部
は
信
濃
国
で
は
水
内
郡
に
尾
張
郷

が
あ
る
。
尾
治
部

・
尾
播
部
と
も
記
さ
れ
、

尾
張
を
は
じ
め
各
地
に
分
布
す
る
尾
張
氏
の

部
曲
と
考
え
ら
れ
る
。
尾
張
氏
は
尾
張
国
造

で
あ
り
、
ま
た
継
体
天
皇
の
頃
か
ら
大
和
政

権
の
内
廷
に
深
く
関
わ

っ
た
有
力
豪
族
と
さ

（８
）

れ
て
い
る
。

守
部
は
大
宝
二
年

（七
〇
一
し

御
野
国
戸

籍
よ
り
美
濃
国
に
多
く
分
布
し
て
い
た
こ
と

が
知
ら
れ
る
。
信
濃
国
で
は
佐
久
郡
に
茂
理

郷
が
あ
る
が
、

こ
の
地
名
が
部
名
に
関
す
る

も
の
か
ど
う
か
不
明
で
あ
る
。
『新
撰
姓
氏

録
』
左
京
皇
別
下
お
よ
び
河
内
国
皇
別
条
に

み
え
る
守
氏

の
部
曲
と
考
え
ら
れ
る
。
『
日

本
書
紀
』
景
行
天
皇
四
十
年
七
月
条
に
大
碓

皇
子
が
美
濃
に
封
じ
ら
れ
、
身
毛
津
君
と
守

君
二
族
の
始
祖
と
な

っ
た
と
あ
り
、
『古
事

記
』
景
行
天
皇
段
も
大
碓
命
が
守
君
の
祖
で

あ
る
と
す
る
。
身
毛
津
君

（『新
撰
姓
氏
録
』

で
は
牟
義
公
）
の
名
が
美
濃
国
武
芸
郡
の
地

名

に
よ
る
こ
と
や
、
守
部

の
分
布
な
ど
か
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ら
、
守
氏
も
美
濃
国
に
関
わ
り
の
深
い
豪
族
で
あ

っ
た
可
能
性
が
高
い
。

小
野
部
は
管
見
の
限
り
他
に
例
を
み
な
い
。
小
野
氏
の
部
曲
か
。
小
野
氏
は

『新
撰
姓
氏
録
』
左
京
皇
別
下
に
小
野
朝
臣
が
み
え
近
江
国
滋
賀
郡
小
野
村
を
本

拠
と
し
、
ま
た
山
城
国
皇
別
に
小
野
朝
臣
と
小
野
臣
が
み
え
、
山
城
国
愛
宕
郡
小

野
郷

ｏ
宇
治
郡
小
野
郷
を
本
拠
と
す
る
。

③
　
酒
人
部
は
屋
代
木
簡
に
記
さ
れ
た
ウ
ジ
名

・
部
の
中
で
最
も
多
く
み
ら
れ
る

が
、
信
濃
国
で
は
こ
れ
ま
で
史
料
に
は
み
ら
れ
な
か

っ
た
。
酒
人
は
朝
廷
で
造
酒

に
た
ず
さ
わ

っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
屋
代
木
簡
に
み
ら
れ
る
酒
人
部
は
酒
人

そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
資
養
を
負
担
す
る
た
め
に
設
定
さ
れ
た
部
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。

宍
人
部
は

『
日
本
書
紀
』
雄
略
天
皇
二
年
十
月
条
に
狩
の
鳥
獣
を
調
理
す
る
た

め
に
宍
人
を
置
い
た
と
あ
る
。
屋
代
木
簡
に
み
ら
れ
る
宍
人
部
は
、
酒
人
部
と
同

様
に
、
宮
廷
で
鳥
獣
の
肉
の
調
理
に
た
ず
さ
わ

っ
た
宍
人
の
資
養
を
負
担
す
る
部

と
考
え
ら
れ
る
。
宍
人
部
と
宍
部
の
関
係
は
不
明
。

三
家
人
部
は
管
見
の
限
り

『
日
本
後
紀
』
弘
仁
六
年

（八

一
五
）
正
月
丁
丑
条

に

「造
資
器
生
尾
張
国
山
田
郡
人
三
家
人
部
乙
麻
呂
三
人
博
習
成
業
、

准
二
雑
生
一聴
二

出
身
こ

と
あ
る
例
の
み
で
あ
る
。
三
家
人

（一一一宅
人
）
あ
る
い
は
三
家

（一一一宅
）
は
各

地
に
分
布
す
る
。
屋
代
木
簡
に
み
ら
れ
る
三
家
人
部
は
屯
倉
の
事
務
に
た
ず
さ
わ

っ
た

三
家
人
の
資
養
を
負
担
す
る
部
と
考
え
ら
れ
る
。

神
人
部
は
全
国
各
地
に
分
布
し
、
信
濃
国
で
は
埴
科

・
高
井
郡
に
み
え
る
。
神
人
に

つ
い
て
は
、
令
制
の
神
祗
官
神
部
も
し
く
は
使
部
の
前
身
で
朝
廷
の
神
祗
関
係
の
業
務

に
た
ず
さ
わ

っ
た
と
す
る
説
と
、
三
輪
社
神
戸
の
前
身

で
あ
る
部
民
と
す
る
説
が
あ

（１０
）

Ｚ
Ｏ

。

④
　
石
田
部
の
石
田
は
地
名
に
は
多
く
み
ら
れ
る
が
、
人
名
と
し
て
は

『
日
本
後
紀
』

弘
仁
六
年

（八

一
五
）
正
月
庚
辰
条
に
石
田
王
が
み
え
る
の
み
で
あ
る
。

戸
田
部
は
管
見
の
限
リ
ウ
ジ
名

ｏ
部
や
地
名
と
し
て
の
例
が
み
ら
れ
な
い
。

ウ
ジ
名

・
部
を
概
観
し
て
気
付
く
点
と
し
て
、
ま
ず
二

一
の
う
ち
刑
部
、
他
田
舎

人
、
他
田
部
、
若
帯
部
、
生
王
部
、
物
部
、
穂
積
部
、
尾
張
部
、
守
部
、
酒
人
部
、
神

人
部
の
ウ
ジ
名

・
部
も
し
く
は
そ
れ
に
類
す
る
ウ
ジ
名

・
部
が
大
宝
二
年

（七
〇
一
し

御
野
国
戸
籍
に
み
え
る
こ
と
で
あ
る
。
と
く
に
若
帯
部
、
守
部
、
穂
積
部
な
ど
こ
れ
ま

で
美
濃
国
以
外
に
あ
ま
り
例
が
知
ら
れ
て
い
な
か

っ
た
も
の
で
あ
り
、
美
濃
国
が
東
山

道
の
隣
国
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
注
目
さ
れ
る
。

つ
ぎ
に
、
金
刺
舎
人
、
他
田
舎
人
、
酒
人
部
、
宍
人
部
、
神
人
部
、
三
家
人
部
の
い

わ
ゆ
る

「人
姓
」
「人
部
姓
」
が
多
く
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
階
層
性
に

つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
説
が
あ
る
。　
一
つ
は

「人
姓
」
の
前
身
は
朝
廷
の
特
定
の
職
掌

に
か
か
わ
る
名
で
、
大
化
前
の
朝
廷
に
は

「人
姓
」
の
者
を
組
織
し
た

「人
制
」
と
よ

ぶ
べ
き
よ
う
な
官
司
制
が
あ
り
、

「人
姓
」

の
者
は
実
務
を
処
理
す
る
下
級
官
僚
と
も

第五章 考
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世糸己 天皇 御名代の部 郡 名 伴と部に関係する人名・地名

4世紀末

5世紀初

応 神

'仁徳

5世紀

履中

反正

允恭 刑部 (皇后) 納
？ほ

女
呂
自

麻
刀

智
子
郷

部
部
部

刑
刑
刑

安康

雄略

清寧

顕宗

仁賢

6世紀

武 烈 小長谷部 (宮 ) 摩
級

筑
更

lヽ長谷部尼麿 (山 家郷戸[_1)

lヽ 谷郷 ?

継体

安 閑

宣 化

欽 明 金刺音

“

(,イ ) 伊那
諏訪
水内
埴科

金刺舎人八麿 (信濃国牧11当
。大領・外従5位 下)

金刺舎人貞長 (外従五位ド)

金刺舎人連若嶋 (従五位下)

金 刺 舎 人 正 長 (大領 。借外従五位下)

敏達 他田部帖 ) 伊那
筑摩
小県

?

他田舎人千世売
他田舎人国麻呂(大領。外正L位 11)

他田舎人大島 (国 造(防人))

他田舎人藤雄確少領・f片 外従五位ド)

他田舎人蝦夷
他田真樹

用 明

崇峻 倉橋部 摩
内

筑
水

椋椅部逆 (火 頭)

倉橋部広人



い
う
べ
き
身
分
で

「人
部
姓
」
の
よ
う
な
部
民
よ
り
は
政
治
的
社
会
的
に
上
に
あ

っ
た

と
す
る
説
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
「人
姓
」
「人
部
姓
」
の
者
は
い
ず
れ
も
も
と
は
無
姓

の
農
民
で
戸
籍
制
に
よ
る
編
戸
の
過
程
で

「人
姓
」

「人
部
姓
」

を
称
し
た
と
す
る
説

が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な

「人
姓
」
「人
部
姓
」
の
考
察
に
お
い
て
は
史
料
に
あ
ら
わ
れ
る

「人

姓
」
「人
部
姓
」
を
も

つ
者
の
階
層
の
分
析
が
重
要
と
な
る
。
屋
代
木
簡
で
は
、　
一
〇

号

・
一
一
号

ｏ
五
九
号
の
よ
う
に
人
名
が
列
記
さ
れ
て
い
る
木
簡
に
み
ら
れ
る

「人

姓
」
「人
部
姓
」
「部
姓
」
の
者
は
、
い
ず
れ
も
同
じ
階
層
に
属
す
る
者
で
あ
る
と
も
考

え
ら
れ
る
。

一
方
、
四
六
号
の
よ
う
に
六
七
〇
年
の
庚
午
年
籍
よ
り
も
古
い
乙
丑
年

公
ハ

六
五
）

の
木
簡
に
み
え
る
他
田
舎
人
古
麻
呂
は
、
地
方
豪
族
層
に
属
す
る
者
で
あ
る
可

能
性
が
高
い
。
ま
た
、
『
万
葉
集
』

に
み
え
る
神
人
部
子
忍
男
は

「人
部
姓
」

で
あ
る

不

　

明

佐
　
久

/1ヽ

県

埴

科

一品
　
井

水
　

内

更
　
級

安

　

曇

構現
　
摩

諏
　
訪

伊
　
那

郡
　
名

鳥
取
部

建
部
※

爪
工
部

海
部

建
部
※

磯
部

神
人
部

物
部

神
人
部

大
養
部
※

犬
養
部
※

麻
績
部

建
部

犬
養
部
※

錦
部

山
部

辛
犬
甘
部

物
部

若
麻
績
部

建
部
※

口ｍ
　
部

大
伴

大
伴
連

神

人
物
部

神
人

辛
犬
甘

物
部
連

大
伴

伴

　

造

〔伴
野
郷
〕

海
野
郷
戸
主
爪
工
部
君

〔海
部
郷
〕

大
伴
連
忍
勝

〔磯
部
郷
〕

防
人
主
帳

神
人
部
子
忍
男

物
部
連
善
常

「穂
科
郷
衛
士
神
人
」

〈犬
飼
〉

〈犬
飼
〉

〔麻
績
郷
〕

建
部
大
垣

〈犬
飼
〉

錦
部
氏
の
女

〔錦
織
郷
〕

「錦
服
部
」

〔山
家
郷
〕

〔辛
犬
郷
〕

〈犬
飼
島
〉

幸
犬
甘
秋
子

山
家
郷
戸
主
物
部
東
人

若
麻
績
東
人
Ａ
麻
績
郷
〕

伴
野

人
　
名

・
地
　
名

「正
倉
院
紐
心
麻
綱
墨
書
銘
」

「日
本
霊
異
記
」宝
亀
平
三

『万
葉
集
〓
ｏ
天
平
勝
宝
ヤ
千
三

『三
代
実
録
』貞
観
十
手
〓

「平
城
宮
木
簡
」宝
亀
五

飯
山
市

長
野
市

「続
日
本
紀
」
神
護
景
雲
千
千
夭

『三
代
実
録
』貞
観
李
千
二

「殿
村
遺
跡
」出
土
、墨
書
土
器
銘

松
本
市

『三
代
実
録
』仁
和
元
茜
圭

「正
倉
院
自
布
墨
書
銘
」

『伊
呂
波
字
類
抄
Ｌ
神
明
鏡
』

『大
同
類
衆
方
』

出

血
（
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合気
地名欄の〔 〕ゴ倭名類衆抄』の郷名、(》よ地名、「 」よ史料からの引

品部欄の※は推定。

図 81 科野の品部 (『長野県史』通史編第 1巻 より転載)

人名・地名欄〔 〕は『倭名類衆抄』の郷名、
〈 〉は地名。
氏族・音

`曲

欄の※は推定。

図 82 科野の部曲

(『長野県史』通史編第1巻より転載)

佐
　
久

/1ヽ

県

埴

科

高

井

水

　

内

更

　

級

安

　

曇

筑
　
摩

諏
　
訪

伊

那

郡
　
名

大
伴

阿
刀

尾
張

三
輪
※

安
曇

蘇
我

三
輪

大
伴

氏

　

族

大
伴
部

跡
部

（
阿
刀
部
）

神尾
部張
※部

安
曇
部

蘇
我
部

神
部

大
伴
部

部

曲

〔伴
野
郷
〕

〔跡
部
郷
〕

〈跡
目
（跡
部
）里
〉

〔尾
張
郷
〕
・
〈尾
張
部
〉

三
和
神

・
神
部
神

主
帳
従
七
位
上
阿
曇
部
百
鳥

前
科
郷
戸
主
安
曇
部
真
羊

〔崇
賀
郷
〕

〔美
和
郷
〕

〔伴
野
郷
〕

人

名

。
地

名

『
日
本
霊
異
記
」
宝
亀
甲
四

長
野
市

『三
代
実
録
』貞
観
今
千
七

「正
倉
院
布
袴
墨
書
銘
」
天
平
宝
字
今
あ

「正
倉
院
布
袴
墨
書
銘
」天
平
宝
字
↑
こ

出

典

（参
考
）

佐
　
久

ノ
Jヽ

県

埴
　
科

一品
　
井

水

　

内

更

　

級

安

　

曇

槽現
　
摩

諏

　

訪

伊
　
那

郡

　

名

科
野

信
濃

大
伴
直

阿
曇

宮
山
首

桑
原
主
寸

奄
智
首

□
□
連

□
部
直

他
田
舎
人

口
…
□
君

大
坂

丸
子

久

米
県
主

致
正
※

高
井

首
※

ム
見
縄

※

県
主
※

県
主
※

氏

　

族

科科
野野
石友
弓麻

呂

信
坦
辱
洪
足
⌒金
光
明
寺
写
経
所
書
生
）

信
濃
虫
麻
呂

信
濃
連
勝
麻
呂
（陸
奥
国
江
刺
郡
信
濃
郷
）

信
濃

大
伴
直
可
太
末
呂

阿
曇
千
足

宮
山
首
僧
末
呂

桑
原
主
寸
伯
末
呂

奄
智
首
□
□

□
□
連
□
□

佃
階
舗
林
醸

大
嶋

□
…
□
君
三
田
次

大

坂

真

長

（郡
主
政
、
外
少
初
位
上
）

大

坂

勝

義

麻

呂

（
郡
主
帳
、
外
少
初
位
上
）

大
坂
綱
好

大
坂
芳
畔

丸
子
真
智
成
（経
生
）

久
米
舎
人
望
足

〈英
多
郷
〉

致
正

高
井
造

首苔
縄
琢
宝

県

首
「県
」

人
　
名

・
〈地
　
名
〉

『続
日
本
記
』
天
平
宝
字
五
圭
。三

『続
日
本
記
』
天
平
神
護
一菖
〓
七

「正
倉
院
文
書
」
天
平
三
上
？
三

「正
倉
院
文
書
」

「大
同
類
衆
方
』

『兵
範
記
』

「藤
原
宮
跡
出
土
木
簡
」

「和
歌
山
県
小
川
旧
庄
五
区
共
同
保
管

大
般
若
経
」

『類
衆
国
史
』
延
暦
茜
茜
上

『大
同
類
衆
方
』

「新
撰
姓
氏
録
』

『大
同
類
衆
方
』

『大
同
類
衆
方
』

『大
同
類
衆
方
』

墨
書
土
器
銘

出

典

図 83 科野のクニの氏族 (『長野県史』通史編第1巻 より転載)

183



第五章 考 察

が
、
埴
科
郡
の
防
人
主
帳
で
あ
り
、
有
力
階
層
に
属
す
る
人
物
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か

し
な
が
ら
金
刺
舎
人
の
部
分
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
人
物
の
階
層
は
、
官
位
や
直

。
連

な
ど
の
よ
う
な
明
ら
か
な
姓
を
伴
わ
な
い
か
ぎ
り
判
別
は
難
し
く
、
し
た
が

っ
て
屋
代

木
簡
に
み
ら
れ
る

「人
姓
」

「人
部
姓
」

か
ら
そ
の
階
層
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に

は
現
時
点
で
は
限
界
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

最
後
に
こ
れ
ら
の
ウ
ジ
名

・
部
が

「信
濃
」
に
お
い
て
王
権
や
畿
内
豪
族
に
奉
仕
す

る
集
団
と
し
て
設
定
さ
れ
た
時
期
に
つ
い
て
若
干
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
①
の
も
の
は
、

性
格
自
体
が
不
確
実
な
刑
部
と
三
枝
部
を
除
き
、
そ
れ
ぞ
れ
が
冠
す
る
宮
号
、
王
族
名

や
設
定
記
事
が
ほ
ぼ
そ
の
成
立
時
期
と
考
え
れ
ば
、
五
世
紀
末
の
小
長
谷
部
か
ら
七
世

紀
初
め
の
壬
生
部
に
か
け
て
順
次
設
定
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
②
は
明
確
に
は

わ
か
ら
な
い
が
、
尾
張
氏
が
内
廷
に
か
か
わ
り
、
物
部
氏
が
大
伴
氏
に
か
わ

っ
て
大
和

王
権
内
で
勢
力
を
の
ば
し
た
の
が
継
体
朝
の
こ
ろ
だ
と
す
れ
ば
、
六
世
紀
以
降
に
設
定

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
③
は
①
の
金
刺
舎
人
、
他
田
舎
人
に
準

じ
て
考
え
れ
ば
、
六
世
紀
前
半
以
降
に
設
定
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

一証
（１
）
本
項
で
は
以
下
全
般
に
わ
た

っ
て
、
『
日
本
古
代
人
名
辞
典
』
釜
口
川
弘
文
館
、　
一
九
五
八
～
七
七

年
）、
『
日
本
古
代
氏
族
人
名
辞
典
』

釜
口川
弘
文
館
、　
一
九
九
〇
年
）、
佐
伯
有
清

『新
撰
姓
氏
録
の

研
究
』
釜
口川
弘
文
館
、　
一
九
六
二
～
八
四
年
）
を
参
照
し
た
。

（２
）
刑
部
に
つ
い
て
は
、
薗
田
香
融

「皇
祖
大
兄
御
名
入
部
に
つ
い
て
大
『
日
本
書
紀
研
究
』
三
、
塙
書

房
、　
一
九
六
八
年
、

の
ち

『
日
本
古
代
財
政
史
の
研
究
』
所
収
　
塙
書
房
、　
一
九
八

一
年
）、
成
清

弘
和

「
オ
サ
カ
ベ
再
考
」
翁
続
日
本
紀
研
究
』
三
二
八
、　
一
九
八
三
年
八
月
）、
早
川
万
年

「刑
部

に
つ
い
て
」
翁
続
日
本
紀
研
究
』
二
三

一
、　
一
九
八
四
年
二
月
）
な
ど
参
照
。

（３
）
三
枝
部
に
つ
い
て
は
、
黛
弘
道

「三
枝

（福
草
）
部
に
つ
い
て
」
翁
律
令
国
家
成
立
史
の
研
究
』
吉

川
弘
文
館
、　
一
九
八
二
年
）
参
照
。

（４
）
笹
山
晴
生

『
日
本
古
代
衛
府
制
度
の
研
究
』
Ｉ
第

一
第

一
章

〓
一、
東
京
大
学
出
版
会
、　
一
九
八
五

年
。

（５
）
直
木
孝
次
郎

「大
化
前
代
に
お
け
る
美
濃
に
つ
い
て
」
翁
日
本
古
代
の
氏
族
と
天
皇
』
塙
書
房
、　
一

九
六
四
年
）。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１８

（６
）
岸
俊
男

「光
明
立
后
の
史
的
意
義
」
「
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
二
〇
、　
一
九
五
七
年
十
月
、
の
ち

『
日
本
古

代
政
治
史
研
究
』
所
収
　
塙
書
房
、　
一
九
六
六
年
）
。

（７
）
大
橋
信
弥

「名
代

・
子
代
の
基
礎
的
研
究
」

（日
本
史
論
叢
会
編

『論
究
日
本
古
代
史
』
学
生
社
、

一
九
七
九
年
、
の
ち

『
日
本
古
代
の
王
権
と
氏
族
』
所
収
　
吉
川
弘
文
館
、　
一
九
九
六
年
）。

（８
）
新
井
喜
久
夫

「古
代
の
尾
張
氏
に
つ
い
て
」

翁
信
濃
』

一
一十

一
―

一
・
二
、
　
一
九
六
九
年

一
・
二

月
）。

直
木
孝
次
郎

「人
制
の
研
究
」
翁
日
本
古
代
国
家
の
研
究
』
青
木
書
店
、　
一
九
五
八
年
）。

湊
敏
郎

「六

・
七
世
紀
の
在
地
に
お
け
る
身
分
関
係
」
翁
続
日
本
紀
研
究
』

一
六
三

ｏ
一
六
四
、　
一

九
七
二
年
十

・
十
二
月
、
の
ち

『姓
と
日
本
古
代
国
家
』
所
収
　
吉
川
弘
文
館
、　
一
九
八
九
年
）。

註

（９
）
直
木
論
文
。

平
野
邦
雄

「無
姓
と
族
姓
の
農
民
」

翁
大
化
前
代
社
会
組
織
の
研
究
』

吉
川
弘
文
館
、　
一
九
六
九

年
）
。
註

（１０
）
湊
論
文
。

〓
一

「
布

手

」

「
郡

作

人
」

「
稲

取

人

」

Ｈ

布
手

（
一
〇
号
）

布
は
麻
布
を
指
し
、

古
代
に
お
い
て
は
ご
く

一
般
的
な
織
物
で
あ
る
が
、

「布
手
」

と
い
う
語
は
こ
れ
ま
で
に
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
、

「手
」

に
よ

っ
て
手
工
業

生
産
に
携
わ
る
人
間
の
役
割
を
示
し
た
言
葉
に
つ
い
て
は
、
次
に
挙
げ
る
よ
う
な
い
く

つ
か
の
例
が
知
ら
れ
て
い
る
。

織
手
　
～

『令
集
解
』
職
員
令
織
部
司
条
古
記
所
引
別
記

『類
衆
三
代
格
』
延
暦
十
五
年
八
月
二
日
官
符

鋳
手
　
～

『類
衆
三
代
格
』
承
和
四
年
四
月

一
日
官
符
な
ど

作
器
手
～

『類
衆
三
代
格
』
弘
仁
六
年
八
月
七
日
官
符

写
書
手

・
装
潰
手

・
造
紙
手

ｏ
造
筆
手

・
造
墨
手

～

職
員
令
図
書
寮
条

番
上
匠
手

ｏ
金
銀
銅
鉄
手

◆
木
石
土
瓦
歯
角
匠
手

・
織
錦
綾
羅
手

・
織
柳
箱
手

12 11    10 9



第二節 木簡をめぐる諸問題

～

天
平
十
七
年
八
月
内
匠
寮
解

翁
大
日
本
古
文
童
己

二
―
四
五
八
）

右
の
例
は
手
工
業
に
関
わ
る
も
の
を
中
心
に
挙
げ
た
が
、
こ
の
他
に
も
国
府
の

「書

手
」
や
遣
唐
使
の

「水
手
」
、
儀
式
な
ど
に
お
け
る

「射
手
」
「最
手
」
な
ど
の
用
語
も

知
ら
れ
る
。

古
代

に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
役
割
を
示
す
用
字
と
し

て
は

「手
」
の
ほ
か
に

「生
」

も
知
ら
れ
る
。
律
令
の
規
定
で
は
、
中
央
官
庁
で
は
主
に
学
問
や
特
殊
技
術
を

学
ん
だ
り
実
践
す
る
人
々
を

「生
」
で
表
し
、
文
章
生
な
ど
の
学
生
や
算
生
、
楽
生
、

天
文
生
な
ど
が
こ
れ
に
あ
た
る
。

ま
た
、
律
令
規
定
に
見
ら
れ
な
い
も
の
で
、

「手
」

と

「生
」
が
同
じ
よ
う
な
役
割
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。
国
府
の

「書
生
」

は

「書
手
」
と
も
記
さ
れ
、
国
府
で
は
た
ら
く
下
級
の
書
記
と
し
て
の
役
割

を
示
す
語
で
あ

っ
た
。
ま
た
、
地
方
で
綾
や
羅
を
織

っ
た

「織
生
」
の
存
在
も
知
ら
れ

（天
平
十
年
度
駿
河
国
正
税
帳
）、

こ
れ
は
先
に
挙
げ
た

「織
手
」
と
ほ
ぼ
同
義
の
も
の
で

あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
例
か
ら
み
て
、

「布
手
」

は
布
の
生
産
に
従
事
す
る
者
と
し
て
、

錦

ｏ
綾

。
羅
の
生
産
に
お
け
る

「織
手
」
や

「織
生
」
の
よ
う
な
、
織
布
作
業
者
の
呼

称
と
み
て
お
き
た
い
。

布
手
を
織
布
作
業
者
と
み
た
場
合
、
興
味
深
い
問
題
が
生
ず
る
こ
と
に
な
ろ
う
。　
一

般
に
、
こ
の
時
代
の
日
常
生
活
に
お
け
る
織
布
作
業
は
女
性
の
労
働
と
し
て
認
識
さ
れ

て
い
る
が
、　
一
〇
号
に

「布
手
」
と
し
て
列
記
さ
れ
た
人
名
を
見
る
と
、
「金
刺
ア
富

止
」

「金
刺
舎
入
真
清
」

な
ど
す
べ
て
男
性
名
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、

明
ら
か

に
女
性
名
と
判
断
さ
れ
る
も
の
が
見
当
た
ら
な
い
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
木
簡
に
列
挙
さ

れ
た

「布
手
」
は
い
ず
れ
も
男
性
で
あ
り
、
布
を
織
る
作
業
に
男
性
が
従
事
し
て
い
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
る
。
古
代
の
信
濃
国
は
、
周
知
の
よ
う
に

布
を
特
産
物
と
し
て
お
は
ヽ
『延
喜
式
』
（主
計
式
）
に
信
濃
国
の
調
庸
と
し
て
布
の
貢

進
が
規
定
さ
れ
て
、
正
倉
院
宝
物
に
も
信
濃
国
か
ら
貢
進
さ
れ
た
調
庸
布
の
現
物
が
伝

存
す
る
。
こ
う
し
た
信
濃
国
の
特
性
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
在
地
に
お
け
る
布
の
生
産

の
あ
り
方
自
体
を
あ
ら
た
め
て
考
え
な
お
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
貢
納
制
の
視
点
か
ら
は
、
卜調
の
品
目
の
物
資
生
産
は
、
貢
納
を
指
定
さ
れ
た
課

口
が
個
別
に
生
産
す
る
形
態
も
あ
り
得
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
に
明
ら
か
に

さ
れ
た
と
こ
ろ
で
は
、
塩
の
生
産
な
ど
は
大
規
模
な
製
塩
工
房
で
の
ま
と
ま

っ
た
生
産

が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
地
方
に
お
い
て
、
貢
納
物
生
産
専
門
の
場
が
形
成
さ
れ
て
い
た

可
能
性
が
高
く
、
信
濃
国
の
場
合
に
は
、
貢
納
を
目
的
と
し
た
布
を
生
産
す
る
場
の
存

在
が
想
定
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た

一
方
で
、
こ
う
し
た
物
資
生
産
の
あ
り
方
は
、
地
方

豪
族
に
よ
る
在
地
で
の
伝
統
的
生
産
構
造
を
示
す
と
と
も
に
、
こ
れ
を
基
盤
と
し
た
交

易
の
問
題
に
も
関
係
す
る
。
地
方
豪
族
の
経
済
活
動
を
考
え
て
い
く
上
で
、
き
わ
め
て

重
要
な
資
料
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

さ
ら
に

一
〇
号
の
特
徴
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、

「布
手
」

の
語
の
下
に
符
号
と

み
ら
れ
る

「
ヽ
」
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
必
ず
し
も
全
て
の

［人
名
十

「布

手
」
］

の
あ
と
に
こ
の
符
号
が
付
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、

釈
文
の
解
説
で

は
合
点
と
み
て
、
何
ら
か
の
照
合
に
よ
る
も
の
か
と
し
た
。
織
布
作
業
に
つ
い
て
の
照

合
が
管
理
主
体
に
よ

っ
て
な
さ
れ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
織
布
作
業
の
場
か
あ
る

い
は
作
業
の
管
理
主
体
が
付
近
に
存
在
し
た
可
能
性
が
高
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
木
簡
自
体
の
観
察
で
は
、
表
面
の
墨
痕
の
残
り
方
や
墨
色
の
具
合

な
ど
か
ら
み
て
、
こ
の
符
号
は
追
筆
と
は
考
え
に
く
い
。
人
名
と

「布
手
」
と

「
ヽ
」

は
ひ
と
ま
と
ま
り
の
情
報
と
し
て
同
時
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
今
後
の
課
題

と
し
て
、
こ
の
木
簡
が
ど
う
い
う
目
的
で
記
さ
れ
た
の
か
と
い
う
視
点
か
ら
、
木
簡
の

使
用
と
布
手
と
い
う
用
語
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
追
究
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、　
一
〇
号
と
は
別

の
記
載

の
し
か
た
で
、
五
九
号

に
は

［人
名

・
数
量

。

「布
Ｌ

が
列
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
二
点
の
木
簡
は
作
成
年
代
が
異
な

っ
て
お
り
、

一
〇
号
は
七
世
紀
末
か
ら
八
世
紀
初
頭
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る

（本
章
第

一
節
）。

こ
う

し
た
点
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
「布
手
」
と
記
す
記
載
様
式
は
、
「布
」
と
の
み
記
す
帳

簿
様
の
木
簡
と
の
作
成
目
的
の
違
い
だ
け
で
な
く
、
同
種
の
記
録
に
お
け
る
時
代
に
よ

る
記
載
様
式
の
変
化
を
も
考
慮
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。



第五章 考 察

国

郡
作
人

（一壬
一号
）

「作
人
」

は
田
作
の
労
働
者
か
、　
ま
た
は
造
営
工
事
や
手
工
業
生
産
に
携
わ
る
労
働

者
を
指
す
語
で
あ
ろ
う
。

「郡
」

が
冠
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
郡
司
の
統
率
下
に

集
め
ら
れ
る
作
人
を
指
す
呼
称
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
「郡
」

の
語
か
ら
、

三
二
号
自

体
は
大
宝
令
制
以
降
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

田
作
の
労
働
者
と
み
た
場
合
、
九
世
紀
の
例
で
は
あ
る
が
、
福
島
県
い
わ
き
市
荒
田

目
条
里
遺
跡
第
二
号
木
簡
が
参
考
に
な
ろ
う
。
こ
の
木
簡
は
郡
符
で
あ
る
が
、
命
令
内

容
と
し
て
三
四
人
の
人
間
を

「
田
人
」
と
し
て
召
集
し
て
い
る
。
こ
の
郡
符
に
は

「右

田
人
為
下
以
入
可月
三
日
一上
二
面
職
田
一令
ウ
殖
可
二
□
発
一如
レ件
」
と
見
え
て
、
田
人
た

ち
が
職
田

（郡
司
職
田
の
フ」
と
で
あ
ろ
，３

の
田
植
え
作
業
に
駆
り
出
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
知
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
郡
司
が

一
般
農
民
を
動
員
し
て
田
作
の
経
営
を
行

っ
て
い

た
こ
と
を
背
景
と
し
て
考
え
れ
ば
、
田
人
と
作
人
と
い
う
呼
称

の
違

い
は
あ
る
が
、

「郡
作
人
」
も

一
般
農
民
の
中
か
ら
郡
司
に
よ

っ
て
動
員
さ
れ
た
耕
作
者
と
し
て
の
意

味
合
い
が
強
い
言
葉
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
、
造
営
工
事
の
労
働
者
と
み
た
場
合
、　
一
一
四
号
の
郡
符
木
簡
に
見
ら
れ
る

「□
宮
室
造
人
夫
」
「殿
造
人
」
と
い
っ
た
労
働
の
徴
発
形
態
と
の
関
連
性
も
考
え
ら
れ

る
。
さ
ら
に
、
手
工
業
生
産
の
労
働
者
と
み
た
場
合
に
は
、　
一
〇
号
の

「布
手
」
と
の

関
連
性
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
う
し
た
郡
司
に
よ
る
労
働
力
徴
発
を
前
提
と
し
て
、

「郡
作
人
」
の
役
割
に
つ
い
て
は
あ
ら
ゆ
る
作
業
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

口

稲
取
人

（八
七
号
）

「稲
取
人
」

は
稲
を
取
る
と
い
う
行
為
を
行

っ
た
人
の
呼
称
で
あ
る
。

稲
の
使
わ
れ

方

ｏ
運
用
形
態
を
考
え
た
と
き
、
こ
の
木
簡
の
冒
頭
に
記
さ
れ
た

「
五
月
升
日
」
と
い

う
日
付
が
重
要
で
あ
る
。

当
時
の
出
挙
運
営
に
お
い
て
は
、
春
二
月
と
夏
五
月
ご
ろ
に
稲
を
貸
し
付
け
て
、
秋

に
利
息
を
付
し
て
返
納
す
る
。
五
月
二
十
日
は
ま
さ
に
出
挙
稲
の
貸
し
付
け
の
時
期
に

あ
た

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
茨
城
県
石
岡
市
鹿
の
子
Ｃ
遺
跡
出
土
の
第

一
七
四
号
漆
紙
　
１８

文
書
で
は
、
二
月
と
五
月
に
列
記
さ
れ
た
各
人
に
対
し
て

一
人
当
た
り

一
〇

・
二
〇

・

三
〇

・
四
〇
東
と
い
う
よ
う
に

一
〇
の
倍
数
束
の
稲
が
貸
し
付
け
ら
れ
た
こ
と
を
記
録

し
て
い
る
。
八
七
号
の

「金
刺

マ
若
侶
」
の
下
に
見
え
る

「汁
」
も
、
出
挙
稲
の
東
数

を
示
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
出
挙
稲
の
貸
し
付
け
の
場
を
念
頭
に
置
い
て
考

え
る
な
ら
ば
、

「稲
取
人
」

は
出
挙
稲
を
受
け
取

っ
た
人
を
指
す
語
と
考
え
る
の
が
妥

当
で
あ
ろ
う

（本
章
第
二
節
）。

稲
の
出
挙
は
古
く
は

「貸
稲
」
（り
り
し
の
い
ね
）
と
し
て
史
料
上
に
見
ら
れ
、

こ
れ

が
律
令
制
的
用
語
と
し
て
の

「出
挙
」

へ
と
名
称
を
変
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。

「稲
取
人
」

に
つ
い
て
も
、

あ
る
い
は
律
令
制
的
用
語
の
確
立
以
前
の
言
葉
で
あ

る
可
能
性
も
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
木
簡
は
稲
を
貸
し
た
側
が
借
り
た
側
の
人
名
を

「稲
取
人
」

と
し
て
ま
と
め
て
記
録
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
木
簡
の
廃
棄
さ
れ
た
場
所
の
付

近
に
出
挙
の
管
理
を
行
う
主
体
が
存
在
し
た
可
能
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

義
江
明
子

「古
代
の
村
の
生
活
と
女
性
」
（女
性
史
総
合
研
究
会
編

『
日
本
女
性
生
活
史
』

一
、
原

始

・
古
代
、　
一
九
九
〇
年
、
東
京
大
学
出
版
会
）
な
ど
。

（２
）
『長
野
県
史
』
通
史
編
第

一
巻
原
始

・
古
代
、
第
二
章
第
二
節
お
よ
び
第
四
章
第
二
節
、　
一
九
八
九

年
。

（３
）
小
浜
市
教
育
委
員
会

『岡
津
製
塩
遺
跡
』

一
九
八
〇
年
。

（４
）
財
団
法
人
い
わ
き
市
教
育
文
化
事
業
団

「木
簡
は
語
る
」

（展
示
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
）

一
九
九
五
年
二

日口月
。

（５
）
舟
尾
好
正

「出
挙
の
実
態
に
関
す
る

一
考
察
六
『史
林
』
五
六
―
五
、　
一
九
七
三
年
九
月
）。

1註



第二節 木簡をめぐる諸問題

四
　
木
簡

の
字
体

・
異
筆

屋
代
木
簡
は
、
第
五
章
第

一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
時
期
的
に
い
く
つ
か
の
グ
ル
ー
プ

に
分
け
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
七
世
紀
の
も
の
を
含
む
第
四
水
田
面
か
ら
出
土
し
た
グ

ル
ー
プ
で
は
、
他
の
遺
跡
で
発
見
さ
れ
て
い
る
七
世
紀
の
文
字
資
料
に
共
通
し
た
字
体

の
特
徴
が
み
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
特
徴
を
、
い
く
つ
か
の
例
を
挙
げ
な
が
ら
指
摘
し
て

お
き
た
い
。

何
点
か
の
木
簡
に
は
、
刑
部

・
金
刺
部

。
酒
人
部

・
宍
人
部
な
ど
の
部
姓
の
人
名
が

見
ら
れ
る
が
、
こ
の

「部
」
の
異
体
字
は
、
八
世
紀
以
降
に
多
く
見
ら
れ
る
カ
タ
カ
ナ

の

「
マ
」

に
似
た
字
体
で
は
な
く
、
「
ア
」

に
近
い
。
縦
画
を
長
く
伸
ば
す
点
が
特
徴

的
な
字
体

で
あ
る
。
典
型
的
な
例
で
か

つ
年
代

（戊
成
年
＝
六
九
八
）
も
明
ら
か
な

一

三
号
の
写
真
を
図
８４
‐
ｌ

ｏ
２
に
、
字
画
の
よ
く
見
え
る
例
と
し
て

一
九
号
の
写
真
を

図
８４
‐
３
に
掲
げ
た
。
こ
れ
に
似
た
字
体
の
例
と
し
て
、
他
の
遺
跡
で
の
七
世
紀
の
出

土
文
字
資
料
を
比
較
の
た
め
に
掲
げ
て
お
く
こ
と
と
す
る
。
図
８４
‐
４
は
飛
鳥
京
跡
出

土
二
七
号
木
簡
、
図
８５
‐
７
は
石
神
遺
跡
出
土
の
刻
書
さ
れ
た
須
恵
器
で
あ
る
。
屋
代

木
簡
は
、
第
四
水
田
面
以
前
の
時
期
に
は
、
す
べ
て
こ
の
字
体
で

「部
」
が
書
か
れ
て

お
り
、
以
後
の
時
期
の
も
の
に
な
る
と

「
マ
」
に
近
い
字
体
の
も
の
が
見
ら
れ
る
よ
う

に
な
る
傾
向
が
あ
る

（図
８５
‐
５
、
六
九
号

「若
帯
マ
」
参
昭
じ
。

ま
た
、
「人
」

の
字
に
つ
い
て
も
、
図
８４
‐
ｌ

ｏ
２

ｏ
３
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

二

画
目
を
横
に
引
く
字
体
の
も
の
が
あ
る
。
こ
の
点
は
同
時
期
の
す
べ
て
の

「人
」
の
字

に
共
通
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
や
は
り
新
し
い
時
期
の
木
簡
に
は
例
が
少
な
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
図
８５
‐
７
の
石
神
遺
跡
出
土
須
恵
器
の

「秦
人
」
の
よ
う
に
、
七

世
紀
の
資
料
に
類
例
が
見
ら
れ
、
こ
の
字
体
も
古
い
時
期
に
見
ら
れ
る
特
徴
と
し
て
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

図
８５
‐
６
は
四
六
号

（乙
丑
年
⊥
ハ
六
五
）
で
あ
る
。
裏
面

の

「他
田
舎
人
」
は
、

「他
」
は
偏
と
芳
が
わ
り
あ
い
離
れ
、
Ｘ
邑

は
左
右
に
は
ら
う
字
画
が
伸
び
、
い
ず
れ

も
比
較
的
横
に
伸
び
や
か
に
広
が
っ
た
字
体
が
特
徴
的
で
あ
る
。

「舎
人
」

に
つ
い
て

は
、
図
８５
‐
８
に
掲
げ
た
静
岡
県
伊
豆
長
岡
町
大
北
二
四
号
横
穴
出
土
の
石
櫃
の
銘

文

「若
舎
人
」
が
非
常
に
よ
く
似
た
字
体
で
あ
る
。
こ
の
石
櫃
は
、
伴
出
し
た
須
恵

器
か
ら
、
七
世
紀
後
半
の
中
ご
ろ
か
ら
八
世
紀
初
め
ご
ろ
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い

Ｚυ
。　　　　　　　　̈

四
六
号
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
興
味
深
い
点
が
あ
る
。
表
面
の

「
乙
丑
年
十
二
月
十

日
酒
人
」
と
裏
面
の

「古
麻
呂
」
は
、
字
画
の
太
さ
や
墨
痕
の
に
じ
み
ぐ
あ
い
か
ら
み

て
同
筆
と
み
ら
れ
る
が
、

「他
田
舎
人
」

の
部
分
は
異
筆
の
よ
う
で
あ
る
。

八
世
紀
以

後
に
み
ら
れ
る
文
書
で
は
、
署
名
に
際
し
て
は

一
般
に
姓
名
の
う
ち
の
名
の
部
分
だ
け

を
本
人
が
自
署
す
る
が
、
四
六
号
で
は
姓
の
方
を
自
署
し
て
い
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
結
論
を
急
が
ず
に
検
討
を
進
め
る
べ
き
問
題
で
あ
る
が
、
屋

代
遺
跡
群
の
古
い
時
期
の
木
簡
に
は
姓
名
の
姓
の
部
分
だ
け
を
列
記
し
た
も
の
が
多
く

見
ら
れ
る
こ
と
も
、
あ
る
い
は
関
連
性
を
持

つ
問
題
か
も
し
れ
な
い
。

奈
良
県
教
育
委
員
会

『飛
鳥
京
跡
』
公
し
、　
一
九
八
〇
年
。

「石
神
遺
跡
の
調
査

（第

一
一
次
と

（奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所

『飛
鳥

・
藤
原
宮
発
掘
調
査
概
報
』

公
〓
こ
、　
一
九
九
二
年
五
月
）。

（３
）
大
北
二
四
号
横
穴
出
土
Ⅱ
１
１
号
石
櫃

（伊
豆
長
岡
町
教
育
委
員
会

『大
北
横
穴
群
』

一
九
八

一

年
）。

五
　
信
濃
国

に
お
け
る
官
衛
問
題

屋
代
木
簡
の
豊
富
な
内
容
は
、
埴
科
郡
家
、
更
科
郡
家
、
信
濃
国
の
軍
団
、
信
濃
国

府
な
ど
の
問
題
に
再
考
を
せ
ま
る
ほ
ど
の
素
材
を
提
供
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で

は
ま
ず
信
濃
古
代
史
に
か
か
わ
る
主
な
論
点
の
研
究
史
に
つ
い
て
概
観
し
た
い
。

０

研
究
史
の
整
理

21註
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一
三
号
表

酒
人

ア

一
九
号

酒
人

ア
男

飛
鳥
京
跡
二
七
号
木
簡

〔
ア

〕
□
　
矢
田
ア

田
　
　
　
　
□

ア

　

」
期
ア

。ロ
アロ
相
□

(奈良県立橿原考古学研究所附属博物館写真提供)

□占
ア ア

長宗
/Jヽこ
谷
ア

大
田
ア

田
　
丈
ア　
丈
ア　
田
ア　
月
朋

」

ァ
　
矢
作

ア
　
若
材
　
　

」
一
〓
百
互
異

酒
人

ア

〔万
呂
〕

□
□
□
　
生
ハ人

ア

２

図 84 木簡の字体・異筆 (― )



第二節 木簡をめぐる諸問題

四
六
号

・

「
乙
丑
年
十
二
月
十
日
酒
人

ｏ

「
他
田
舎
人
』
古
麻
呂

六
九
号
表

十右
岳
Ｔ
マ

石
神
遺
跡
須
恵
器

秦
人
ア
佐

三
野
国
加

大
北
二
四
号
横
穴
Ⅱ
１
１

石
櫃
　
　
　
若
△
甲
八

(『飛鳥・藤原宮発掘調査概報』23

(奈良国立文化財研究所)よ り転載、

同研究所許可済)

(『大北横穴群』(伊豆長岡町教育委員会)

より転載、同教育委員会許可済)

図 85 木簡の字体・異筆 (二 )



第五章 考

①
科
野
国
造
の
系
譜
と
根
拠
地

「科
野
国
造
」
に
つ
い
て
は
、
『古
事
記
』
中
巻
神
武
天
皇
の
条
、
お
よ
び

『先
代
旧

事
本
紀
』
巻
十
の
国
造
本
紀
に
意
富
臣
、
火
君
、
大
分
君
、
阿
蘇
君
等
と
と
も
に
神
武

天
皇
の
第
二
皇
子

「神
八
井
耳
命
」
を
祖
と
し
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
い
わ
ゆ
る

「阿
蘇
氏
系
図
」
で
も
科
野
国
造
は
神
八
井
耳
命
を
祖
と
し
、
金
刺
舎

人
、
他
田
舎
人
を
分
出
し
た
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
科
野
国
造
は
中
央
の

多
氏
の
同
族
で
、
神
八
井
耳
命
の
孫
の
建
五
百
建
命
と
い
う
人
物
が
崇
神
朝
に
初
め
て

任
命
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
阿
蘇
家
伝
来
の

「阿
蘇
氏
略
系
譜
」
の
史
料
的
性

格
に
つ
い
て
は
、
田
中
卓
が
科
野
国
造
と
な

っ
た
金
刺
舎
人

ｏ
他
田
舎
人
両
氏
と
阿
蘇

氏
は
同
族
で
あ

っ
た
こ
と
、
大
化
改
新
後
に
科
野
国
造
か
ら
諏
訪
評
督
系
と
諏
訪
大
神

大
祝
系
の
三
流
に
分
か
れ
た
こ
と
、
阿
蘇
神
社
の
主
祭
神
と
さ
れ
る
武
五
百
建
命
は
科

野
に
進
出
し
、
そ
の
子
瓶
玉
命
が
阿
蘇
に
移
住
し
た
と
い
う
伝
承
は
基
本
的
に
正
し
い

こ
と
な
ど
を
指
摘
し
た
。

こ
れ
を
ふ
ま
え

『長
野
県
の
歴
史
』

（山
川
出
版
社
、　
一
九
七

四
年
）

で
は
金
刺
舎
人
氏
、
他
田
舎
人
氏
は
阿
蘇
氏
と
同
様
に
多
氏
と
同
族
で
あ
り
、

科
野
国
造
は
の
ち
の
小
縣
郡
を
根
拠
と
し
た
と
し
て
い
る
。

こ
の
説
が

一
九
八
〇
年
代
半
ば
ま
で
の
通
説
で
あ

っ
た
が
、

『長
野
県
史
』

通
史
編

第

一
巻
原
始
古
代

（
一
九
八
九
年
）

で
は
、　
五
世
紀
の
科
野
国
造
は
多
氏
で
は
な
く
科

野
直
氏
で
、
当
初
の
根
拠
地
は
更
級
郡
に
あ

っ
た
と
推
定
さ
れ
、
六
世
紀
の
継
体

ｏ
欽

明
朝
以
降
、
科
野
国
造
家
は
更
級
郡
に
根
拠
地
を
持

つ
科
野
直
氏
か
ら
金
刺
舎
人
氏
、

他
田
舎
人
氏
に
分
か
れ
、
伊
那
郡
に
根
拠
地
を
移
し
た
と
す
る
新
説
が
提
出
さ
れ
た
。

こ
の
新
説
は
最
近
の

『
諏
訪
市
史
』
上
巻

（
一
九
九
五
年
）

で
も
基
本
的
に
踏
襲
さ
れ

（
４
）

て
い
る
。

先
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
科
野
国
造
の
根
拠
地
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
通
説
で
は
後
の

小
縣
郡
に
比
定
し
て
き
た
。

そ
の
根
拠
は
、
『
万
葉
集
』
巻
二
十
に

「国
造
小
縣
郡
他

田
舎
人
大
島
」
と
み
え
、
い
わ
ゆ
る
律
令
国
造
が
小
縣
郡
に
存
在
し
た
こ
と
や
科
野
国

造
の
後
裔
氏
族
と
し
て
の
他
田
舎
人
氏
が
主
と
し
て
小
縣
郡
に
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
、

『和
名
類
衆
抄
』

の
小
縣
郡
に

「安
宗
郷
」
が
見
え
、
科
野
国
造
と
同
族
の
阿
蘇
氏
と

の
関
連
が
考
え
ら
れ
、
多
氏
の
定
着
に
よ

っ
て
付
け
ら
れ
た
地
名
で
あ
る
と
思
わ
れ
る

こ
と
、
安
宗
郷
の
中
心
に
国
魂
神
を
祭
る
式
内
社
で
あ
る
生
島
足
島
神
社
が
あ
る
こ
と

な
ど
で
あ
る
。
な
お
、
後
述
す
る
が
奈
良
時
代
の
当
初
の
国
府
所
在
地
が
小
縣
郡
に
想

定
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
科
野
国
造
の
根
拠
地
を
ど
こ
に
求
め
る
か
と
い
う
議
論
と
相

互
に
関
連
す
る
問
題
で
あ
る
。

②
信
濃
の
郡

・
郡
家

古
代
に
お
け
る
信
濃
国
の
郡
に
つ
い
て
は
、
平
安
時
代
に
編
纂
さ
れ
た

『延
喜
式
』

（民
部
式
）
に

「伊
那
、
諏
方
、
筑
摩
、
安
曇
、
更
級
、
水
内
、
高
井
、
埴
科
、
小
縣
、

佐
久
」

の

一
〇
郡
が
記
さ
れ
て
い
る
。
『和
名
類
衆
抄
』
も

「諏
訪
」
と
表
記
さ
れ
て

い
る
以
外
は
基
本
的
に
同
様
で
、
七
〇

一
年
の
大
宝
令
で
郡
制
が
確
立
し
た
段
階
で
こ

れ
ら
の

一
〇
郡
は
成
立
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
前
の
大
化
改
新
後
の

孝
徳
朝
か
ら
天
武

・
持
統
朝
に
か
け
て
整
備
さ
れ
た

「評
」
制
に
つ
い
て
は
、
信
濃
国

に
お
い
て
は
こ
の

一
〇
郡
が
基
本
的
に
評
段
階
で
成
立
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て

（
７
）

い

る
。

（
８
）

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
郡
家
の
所
在
地
に
つ
い
て
は
明
確
で
は
な
い
が
、
郡
家
の
遺

構
に
つ
い
て
は
飯
田
市
の
恒
川
遺
跡
や
岡
谷
市
榎
垣
外
遺
跡
が
そ
れ
ぞ
れ
伊
那
郡
家
、

諏
訪
郡
家
の
候
補
地
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
恒
川
遺
跡
に
つ
い
て
は
、
近
年
正
倉

跡
と
思
わ
れ
る
掘
立
柱
遺
構
が
検
出
さ
れ
た
が
、
確
実
な
郡
庁
跡
の
遺
構
は
検
出
さ
れ

て
い
な
い
。

③
埴
科
郡
家
、
更
科
郡
家

屋
代
遺
跡
群
周
辺
に
埴
科
郡
家
な
い
し
そ
の
関
連
施
設
が
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る

点
に
つ
い
て
は
す
で
に
ふ
れ
た
。
そ
こ
で
屋
代
木
簡
に
関
わ
る
埴
科
郡
家
お
よ
び
更
科
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郡
家
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

埴
科
郡
家
の
所
在
地
に
つ
い
て
は
、
更
埴
市
屋
代
の
西
端
に

「郷
津
」
な
る
地
名
が

あ
り
、
こ
れ
が
郡
家
と
関
連
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
古
代
の
屋
代
郷
な

い
し
大
穴
郷
な
ど
更
埴
市
屋
代
地
区
の
自
然
堤
防
上
周
辺
に
比
定
す
る
説
や
、
あ
る
い

は
更
埴
市
寂
蒔

ｏ
鋳
物
師
屋
地
区
の
い
ず
れ
か
に
想
定
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
更
科
郡

家
に
つ
い
て
は
、
更
埴
市
八
幡
に
残
る

「郡
」
地
名
か
ら
そ
の
付
近
に
推
定
さ
れ
て
い

蜀
け

な
お
、
屋
代
木
簡
の
出
土
に
よ
り
、
埴
科
郡
家
な
い
し
そ
の
関
連
施
設
に
つ
い
て

は
屋
代
遺
跡
群
周
辺
に
想
定
で
き
る
可
能
性
が
高
く
な

っ
た
と
い
え
よ
う
。

④
信
濃
国
府

こ
れ
ま
で
、
信
濃
国
府
に
つ
い
て
は
、
文
献
史
料
の
上
で
は
十
世
紀
に
編
纂
さ
れ
た

『和
名
類
衆
抄
』

（流
布
本
）
巻
五
の
信
濃
国
の
項
に

「国
府
在
二
筑
摩
郡
こ

の
注
記
が

あ
る
こ
と
か
ら
、
平
安
時
代
中
期
に
は
筑
摩
郡
に
国
府
が
存
在
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
律
令
制
の
成
立
し
た
当
初
は
小
縣
郡
に
国
府
が
所
在
し
た
と
す
る
説

が
定
説
と
な

っ
て
い
る
。
こ
の
説
で
は
、
平
安
時
代
の
初
期
、
長
岡
京
か
ら
平
安
京
に

都
が
移

っ
た
こ
ろ
、
信
濃
国
で
も
小
縣
か
ら
筑
摩

へ
国
府
が
移

っ
た
と
し
て
い
る
。
な

お
、
七
二

一
年
か
ら
七
三

一
年
の
間
、
信
濃
国
か
ら
諏
方
国
が
分
置
さ
れ
、
諏
方
国
府

が
所
在
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
所
在
地
に
つ
い
て
は
諏
方
国
の
範
囲
や
信
濃
国
府

の
位
置
と
も
関
わ

っ
て
い
く

つ
か
の
説
が
出
さ
れ
て
い
る
。

小
縣
郡
に
国
府
の
所
在
地
を
想
定
す
る
根
拠
は
、
第

一
に
国
分
寺
跡
の
存
在

で
あ

る
。
上
田
市
国
分
の
地
に
お
い
て

一
九
六
三
年
か
ら
の
発
掘
調
査
に
よ

っ
て
国
分
僧
寺

跡

・
尼
寺
跡
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
国
分
寺
と
国
府
は

一
般
的
な
傾
向
と
し
て
通

常
近
接
し
た
所
に
立
地
す
る
と
い
う
点
か
ら
小
縣
郡
に
国
府
を
推
定
し
た
。
第
二
に
、

小
縣
郡
が
律
令
制
以
前
の
国
造
の
所
在
地

（前
述
）
と
想
定
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
第

二
に
諏
方
、
更
級

ｏ
埴
科
、
佐
久
地
方
を
結
ぶ
交
通
上

の
要
地
と
考
え
た
こ
と
で
あ

（１１
）

Ｚ
Ｏ

。

し
か
し
な
が
ら
、
信
濃
国
府
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
証
す
る
遺
構

・
遺
物
の
い
ず
れ

も
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
今
後
、
信
濃
国
府
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
科
野
国
造
や
、
科

野
に
お
け
る

「県
」
や
屯
倉
、
さ
ら
に
は
東
山
道
の
ル
ー
ト
な
ど
と
も
あ
わ
せ
て
検
討

す
べ
き
問
題
で
あ
ろ
う
。

⑤
官
道
と
し
て
の
東
山
道

奈
良
時
代
の
東
山
道
の
ル
ー
ト
に
つ
い
て
は
不
明
だ
が
、
『延
喜
式
』
（兵
部
式
）
に

は
駅
馬
の
置
か
れ
た
駅
家
と
伝
馬
の
置
か
れ
た
郡
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。

美
濃
国
か
ら
神
坂
峠
を
越
え
た
東
山
道
は
、
伊
那
郡
の
阿
知

。
育
良

ｏ
賢
錐

ｏ
宮

田

・
深
沢
の
各
駅
を
北
上
し
、
善
知
鳥
峠
を
越
え
て
筑
摩
郡
の
覚
志
駅
に
至
る
。
平
安

時
代
に
は
覚
志
駅
と
次
の
錦
織
駅
の
間
に
国
府

（い
わ
ゆ
る
筑
摩
国
府
）
が
あ

っ
た
と
考

え
ら
れ
て
い
る
。
錦
織
駅
か
ら
本
道
は
保
福
寺
峠
を
越
え
て
小
縣
郡
の
浦
野
駅
か
ら
千

曲
川
を
渡
り
亘
理
駅
に
至
る
。

奈
良
時
代
に
は
小
縣
郡
に
国
府

（小
県
国
府
）
が
想
定

さ
れ
、

佐
久
郡
の
清
水

・
長
倉
の
駅
か
ら
碓
氷
峠

（入
山
峠
）
を
越
え
て
上
野
国

へ
至

る
。
な
お
、
錦
織
駅
か
ら
本
道
と
分
か
れ
た
道
は
、
更
級
郡
の
麻
績
駅
か
ら
犀
川
を
渡

り
水
内
郡
の
亘
理

ｏ
多
古

ｏ
沼
辺
の
各
駅
を
経
由
し
て
越
後
国

へ
と
向
か

っ
て
い
る
。

ま
た
、
伊
那
郡

・
諏
方
郡

。
筑
摩
郡

・
小
縣
郡

・
佐
久
郡
の
各
郡
家
に
は
伝
馬
が
置

か
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の

『延
喜
式
』
の
記
載
が
、
律
令
国
家
成
立
の
当
初
か
ら
の
ル
ー
ト
で
あ

っ

た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
確
証
は
な
い
。
い
わ
ゆ
る
律
令
制
以
前
の

「古
東
山
道
」
の

ル
ー
ト

（図
８８
参
昭
じ

か
ら
、
令
制

「東
山
道
」

へ
の
転
換

の
時
期
や
そ
の
当
初

の

ル
ー
ト
な
ど
に
つ
い
て
も
今
後
の
課
題
で
あ
ろ
う
。

こ
の
ほ
か
、
『続
日
本
紀
』
に
み
え
る
大
宝
二
年

（七
〇
一
じ

十
二
月
壬
寅
条
の

「美

濃
国
岐
蘇
山
道
」
、
和
銅
六
年

（七

〓
こ

七
月
戊
辰
条
の

「吉
蘇
路
」
の
記
事
に
つ
い

て
は
、
相
互
に
別
の
ル
ー
ト
と
考
え
、
大
宝
年
間
に
神
坂
峠
越
え
の
官
道
が
開
か
れ
た

が
、
不
十
分
で
あ

っ
た
た
め
に
和
銅
年
間
に
木
曽
谷
を
通
る
吉
蘇
路
を
開
い
た
と
考
え

191



第五章 考

る
説
と
、
両
者
を
同

一
ル
ー
ト
と
考
え
、
従
来
か
ら
の
神
坂
峠
越
え
が
不
便
な
た
め
に

大
宝
元
年
に
木
曽
谷
ル
ー
ト
を
着
手
し
た
が
、
難
工
事
の
た
め
和
銅
年
間
に
完
成
し
た

と
す
る
説
が
あ
る
。

な
お
、
『令
集
解
』
考
課
令
殊
功
異
行
条
の
古
記
に
は

「須
芳
郡
」

（諏
方
郡
）
主
帳

が

「須
芳
山
嶺
道
」

の
開
整
を
行

っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
『諏
訪
市
史
』
上
巻

２

九
九
五
年
）
で
は
、

こ
れ
を
大
門
峠
な
い
し
和
田
峠
経
由
の
諏
方
郡
と
小
縣
郡
を
結

ぶ
伝
馬
の
道
と
し
て
い
る
。

国

屋
代
木
簡
と
官
衛
問
題

①
屋
代
木
簡
が
示
す
官
衛
的
様
相
の
諸
側
面

本
項
で
は
こ
れ
ま
で
の
検
討
の
な
か
か
ら
、
特
に
屋
代
木
簡
が
示
す
官
衛
的
様
相
の

側
面
に
関
し
て
若
干
の
整
理
を
し
て
お
き
た
い
。

こ
れ
ま
で
の
屋
代
木
簡
の
検
討
か
ら
、
次
の
点
が
明
ら
か
に
な

っ
た
。

屋
代
木
簡
に
は
数
点
の
九
世
紀
の
木
簡
が
含
ま
れ
る
が
、
そ
の
中
心
は
七
世
紀
第
３

四
半
期
か
ら
八
世
紀
の
前
半
、
郡
郷
里
制
下

（七

一
五
年
～
七
四
〇
年
頃
）
ま
で
の
時
期

の
木
簡
群
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
七
世
紀
の
木
簡
お
よ
び
郡
里
制
下
の
木
簡
に
は
文
書

木
簡
が
多
い
が
、
郡
郷
里
制
下
の
木
簡
か
ら
荷
札
木
簡
の
占
め
る
割
合
が
増
加
す
る
。

文
書
木
簡
の
中
に
は
、
公
式
令
に
規
定
さ
れ
た
符
式
や
解
式
の
文
書
簡
の
ほ
か
に
、

人
名
を
列
記
し
た
歴
名
様
の
記
録
簡
、
出
挙
に
関
わ
る
記
録
簡
や
九
九
算
木
簡
な
ど
、

多
様
な
木
簡
が
含
ま
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
屋
代
遺
跡
群
近
辺
に
は
七
世
紀
後
半
か
ら

八
世
紀
前
半
ま
で

一
貫
し
て
文
書
の
授
受
、
記
録
の
作
製
に
関
わ
る
官
衛
的
施
設
が
存

在
し
た
こ
と
を
示
す
。

文
書
簡
に
つ
い
て
は
そ
の
授
受
関
係
が
、
記
録
簡
に
つ
い
て
は
そ
の
内
容
が
問
題
に

な
る
。
ま
ず
文
書
簡
の
う
ち

「更
科
郡
司
等
」

に
宛
て
た
国
符
木
簡

（
一
五
号
）
が
、

埴
科
郡
に
属
す
屋
代
遺
跡
群
か
ら
出
土
し
た
と
い
う
事
実
は
、
次
の
二

つ
の
可
能
性
を

示
す
。
第

一
は
、
国
符
木
簡
は
広
域
ブ

ロ
ッ
ク
行
政
圏
で
あ
る
更
科
郡
―
水
内
郡
―
高

井
郡
―
埴
科
郡
と
逓
送
さ
れ
、
最
終
地
で
あ
る
埴
科
郡
家
な
い
し
そ
の
関
連
施
設
で
廃

棄
さ
れ
た
と
い
う
可
能
性
。
第
二
は
、
国
符
木
簡
は
国
司
か
ら
ま
ず

「更
科
郡
」
に
宛

て
て
送
ら
れ
た
あ
と
、
水
内
―
高
井
―
埴
科
の
各
郡
を
逓
送
さ
れ
、
発
給
元
の
信
濃
国

府

（国
司
）
に
戻
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
第

一
の
場
合
は
屋
代
遺
跡
群
の
近
辺
に
埴

科
郡
家
な
い
し
そ
の
関
連
施
設
の
存
在
を
想
定
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
第
二
の
場
合
は

信
濃
国
府
な
い
し
国
の
行
政
に
関
わ
る
施
設
が
所
在
し
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
な

ＺＯ
。こ

の
点
を
考
え
て
い
く
上
で
も
、
次
の
軍
団
関
係
の
木
簡
が
存
在
す
る
こ
と
の
意
味

は
き
わ
め
て
大
き
い
。
軍
団
の
少
毅
が
発
給
し
た
文
書
簡

（
〓

一号
）、
信
濃
団
に
か

か
わ
る
記
録
簡

（六
〇
号
）

の
二
点
で
あ
る
。
前
者
は
軍
団
の
少
毅
が
発
信
し
た
文
書

を
受
け
取

っ
た
、
な
い
し
は
回
収
し
た
官
衛
が
所
在
し
た
こ
と
を
示
す
。
受
け
取

っ
た

官
衛
の
場
合
、

そ
れ
が
郡
家

（郡
司
）
な
の
か
国
府

（国
司
）
な
の
か
は
文
書
内
容
が

わ
か
ら
な
い
の
で
明
ら
か
に
で
き
な
い
。
ま
た
、
回
収
し
た
と
す
る
と
屋
代
遺
跡
群
周

辺
に
お
け
る
軍
団
の
存
在
を
示
す
こ
と
に
な
る
。

複
数
の
宛
所
の
異
な
る
郡
符
木
簡

（
王
ハ
号
、

三

四
号
）
が
出
土
し
た
こ
と
か
ら
、

郡
符
木
簡
は
宛
所
で
廃
棄
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
発
給
元
で
あ
る
郡
家
な
い
し
そ
の
関

連
施
設
に
戻

っ
て
き
て
廃
棄
さ
れ
る
こ
と
が
明
確
に
な

っ
赳
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
屋
代

遺
跡
群
周
辺
に
は
埴
科
郡
の
郡
家
な
い
し
は
そ
の
関
連
施
設
が
存
在
し
た
こ
と
が
推
定

さ
れ
る
。

荷
札
木
簡
は
郡
郷
里
制
下
の
時
期
に
集
中
し
、
屋
代
遺
跡
群
近
辺
に
貢
進
物
を
集
積

す
る
施
設
が
存
在
し
た
こ
と
を
示
す
。
荷
札
木
簡
の
な
か
に
は
、
埴
科
郡
内
の
各
郷
里

か
ら
の
も
の
と
、
更
科
郡
内
の
郷
里
名
を
記
し
た
も
の
と
が
存
在
す
る
。
特
に
後
者
に

つ
い
て
は
、
埴
科
郡
家
の
範
囲
を
越
え
て
少
な
く
と
も
複
数
の
郡
に
関
わ
る
収
納
が
行

わ
れ
て
い
た
こ
と
を
も
の
が
た

っ
て
い
る
。

ま
た

「
『信
濃
国
』
更
科
郡
余
□
」
と
記
さ
れ
た
荷
札
木
簡

（七
四
号
）
は
、
国
名
か

ら
記
す
様
式
か
ら
み
る
と
、
宮
都
出
土
の
荷
札
木
簡
と
の
共
通
性
を
考
え
さ
せ
る
。
し
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か
も
国
名
が
追
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
追
記
し
た
場
所

（機
関
）
が
問
題
に
な

ア
０

。

記
載
様
式
は
わ
か
ら
な
い
が
、
二
点
の

「東
間
郡
」
に
か
か
わ
る
木
簡
も
存
在
す

る
。

こ
れ
ら
の
木
簡
は
、
埴
科
郡
家
と
筑
摩

（東
間
）
郡
家
と
の
郡
レ
ベ
ル
で
の
交
流

を
示
す
と
考
え
る
か
、
あ
る
い
は
個
別
の
郡
家
を
越
え
た
広
域
行
政
ブ

ロ
ッ
ク
の
問
題

と
し
て
と
ら
え
る
か
、
な
い
し
は
国
府
的
機
能
の
問
題
を
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
に
な

ＺＯ
。以

上
の
屋
代
木
簡
の
特
徴
か
ら
、
屋
代
遺
跡
群
と
の
関
連
を
考
慮
す
べ
き
官
衛
は
、

埴
科
郡
家
な
い
し
そ
の
関
連
施
設
、
次
に
信
濃
団
、
さ
ら
に
は
信
濃
国
府
な
い
し
そ
の

関
連
施
設
で
あ
ろ
う
。

②
埴
科
郡
家

ｏ
信
濃
団

。
信
濃
国
府
を
め
ぐ

っ
て

屋
代
遺
跡
群
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
郡
符
木
簡
か
ら
埴
科
郡
家
な
い
し
そ
の
関
連
施

設
が
近
辺
に
存
在
し
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
軍
団
関
係
の
木
簡
や
荷
札
木
簡

に
お
け
る
埴
科
郡
以
外
の
更
科
郡
に
属
す
郷
里
か
ら
の
荷
札
の
存
在
な
ど
、
埴
科
郡
家

の
み
で
は
理
解
で
き
な
い
側
面
の
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
ふ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ

る
。
律
令
制
成
立
期

の

「郡
家
」
を
含
む
複
合
的
な
機
能
を
持

つ
地
方
官
衛
の
存
在

は
、
実
は
静
岡
県
浜
松
市
の
伊
場
遺
跡
で
す
で
に
論
点
と
な

っ
て
い
た
問
題

で
あ

っ

（超
ｏ
し
か
し
ヽ
官
衛
の
遺
構
が
確
認
で
き
て
い
な
い
現
段
階
で
は
、
屋
代
遺
跡
群
周
辺

に
存
在
し
た
官
衛
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
遺
構

ｏ
遺
物
の
整
理
を
待

つ
必
要
が

あ
る
。
特
に
、
屋
代
遺
跡
群
⑥
区
の
各
水
田
対
応
層
か
ら
検
出
さ
れ
た
遺
物
に
、
木
簡

以
外
の
大
量
の
木
製
祭
祀
具
が
含
ま
れ
て
い
る
点
は
、
他
の
地
方
官
衛
と
も
共
通
す
る

点
で
あ
り
、
祭
祀
の
性
格
の
分
析
が
待
た
れ
る
。

屋
代
木
簡
の
な
か
に
は
、
信
濃
団
（
信
濃
国
府
の
存
在
を
考
慮
す
べ
き
も
の
が
あ

る
。

ま
ず
、　
一
五
号

（国
符
木
簡
）
の
機
能
か
ら
更
科
郡

。
水
内
郡

・
高
井
郡

・
埴
科

郡
の
四
郡
を
ひ
と
ま
と
ま
り
に
し
た
広
域
行
政
ブ

ロ
ッ
ク
の
存
在
が
想
定
さ
れ
る
点
は

重
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
こ
の
点
か
ら
考
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

更
科
郡
に
属
す
郷
里
の
荷
札
木
簡
が
三
点
出
土
し
て
い
る
こ
と
は
埴
科
郡
と
更
科
郡

が
密
接
な

つ
な
が
り
を
も

っ
て
い
た
こ
と
を
想
定
さ
せ
る
。

つ
ま
り
、
埴
科
郡
家
な
い

し
そ
の
関
連
施
設
が
存
在
し
た
当
地
に
は
、
埴
科
郡
の
み
な
ら
ず
更
科
郡
か
ら
の
物
資

が
進
上
さ
れ
る
よ
う
な
施
設
も
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
律
令
制
以
前

か
ら
の
在
地

の
秩
序
を
反
映
す
る
も
の
と
す
れ
ば
、
両
郡
が
か

つ
て
は

一
つ
の
郡

（評
）
で
あ

っ
た
可
能
性
を
考
慮
す
る
必
要
も
あ
る
。

こ
の
両
郡
に
つ
い
て
は
長
屋
王
家
木
簡
七
六
号
に

「播
信
郡
」

「讃
信
郡
」

と
み
え

る
。
前
者
は

「埴
科
郡
」
、
後
者
は

「更
科
郡
」

の
こ
と
で
、

こ
の
木
簡
の
検
出
さ
れ

た
Ｓ
Ｅ
四
七
七
〇
井
戸
か
ら
は
霊
亀
三
年

（七

一
七
）
の
年
紀
を
有
す
る
木
簡
が
出
土

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
同
木
簡
も
そ
の
頃
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お

「埴
科
郡
」

の
表
記
の
初
見
は
二
条
大
路
木
簡

（ｓ
Ｄ
五

一
〇
〇
、
天
平
三
年
か
ら
十

一
年
頃
の
年
代
が

与
フえ
らヽ
れ
て
い
る
）
の
埴
科
郡
か
ら
の
鮭
の
荷
札
木
簡
で
、
「更
科
郡
」

は

一
五
号
が
最

も
早
い
事
例
で
あ
る
。
次
い
で
、
平
城
宮
出
土
木
簡

（第
四
一
次
調
査
）
に

「更
科
郡
」

と
み
え
、
ま
た

「更
級
郡
」
は
正
倉
院
文
書
の
天
平
二
十
年
写
書
所
解
に

「更
級
郡
村

神
郷
」

と
し
て
み
え
る
の
が
早
い
例
で
あ
る

（本
章
第
二
節
第

一
項
参
照
）
。

長
屋
王
家

木
簡
の
七
六
号
木
簡
で
、
両
郡
の
名
前
が
同

一
の
木
簡
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味

は
、
両
郡
か
ら
の
貢
進
物
が
貢
進
過
程
で
ひ
と
、つ

に
ま
と
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ

っ
た
こ

と
を
示
し
て
お
り
、
そ
こ
に
律
令
郡
制
成
立
以
前
の
評
の
秩
序
が
反
映
し
て
い
る
と
み

る
こ
と
も
で
き
る
。
す
な
わ
ち
両
郡
が
か

つ
て

一
つ
の

「科
野
評
」
と
し
て
存
在
し
た

可
能
性
、
さ
ら
に
六
〇
号
の
軍
団
名

「信
濃
国
」
は
そ
の
科

（信
）
野
評
に
も
と
づ
く

の
で
は
な
い
か
と
い
う
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
。
国
符
木
簡
が
示
す
広
域
に
わ
た
る
行

政
ブ

ロ
ッ
ク
の
存
在
や
、
荷
札
木
簡
が
示
す
郡
域
を
越
え
た
徴
税

シ
ス
テ
ム
の
存
在

は
、
律
令
制
以
前
の
在
地
の
秩
序
の
存
在

（遺
制
）
を
考
え
る
手
が
か
り
に
な
る
と
思

わ
れ
る
。

こ
う
し
た
在
地
の
実
態
と
い
う
点
で
は
、
更
科

ｏ
水
内

ｏ
高
井

・
埴
科
の
四
郡
に
わ
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た
る
広
域
行
政
ブ

ロ
ッ
ク
の
存
在
と
と
も
に
、
信
濃
国
内
の
他
の
六
郡
に
つ
い
て
も
何

ら
か
の
ブ

ロ
ッ
ク
が
当
然
想
定
さ
れ
る
。
し
か
も
そ
う
し
た
ブ

ロ
ッ
ク
の
存
在
を
考
え

る
上
で
は
、
信
濃
国
に
お
け
る
律
令
制
成
立
以
前
か
ら
の
地
方
首
長
層
の
伝
統
的
支
配

圏
、
さ
ら
に
は
官
道

（駅
路
、
伝
路
）
の
経
路
の
問
題
を
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。

す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
平
安
時
代
の
信
濃
国
に
は
伊
那

ｏ
諏
方

（訪
）

・
筑
摩

ｏ

安
曇

・
更
級

。
水
内

・
高
井

・
埴
科

・
小
縣

・
佐
久
の

一
〇
郡
が
存
在
し
た
。
こ
れ
ら

の
郡
の
成
立
は
大
宝
令
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
八
世
紀
前
半
の
時
期

に
は
、

『延
喜
式
』

な
ど
に
み
ら
れ
る

一
〇
郡
が
す
で
に
成
立
し
て
い
た
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
。

次
に
、
東
山
道
支
道
ル
ー
ト
は
郡
で
言
う
な
ら
ば
、
筑
摩
郡
―
更
級
郡
―
水
内
郡
を

通

っ
て
い
て
埴
科
郡
は
官
道
ル
ー
ト
か
ら
は
ず
れ
て
い
る
。
東
山
道
支
道
が
八
世
紀
前

半
に

『延
喜
式
』
の
ル
ー
ト
と
同

一
で
あ

っ
た
と
い
う
証
拠
は
な
い
が
、
越
後

へ
抜
け

る
道
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
大
幅
な
異
同
は
認
め
難
い
。

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
郡
を
単
位
に
し
た
広
域
行
政
ブ

ロ
ッ
ク
は
、
ブ

ロ
ッ

ク
内
部
を
官
道
が
通
る
こ
と
を
前
提
に
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
し
た

が

っ
て
、
信
濃
国
に
お
け
る
広
域
行
政
ブ

ロ
ッ
ク
は
、
伊
那

・
諏
方
／
筑
摩

ｏ
安
曇
／

更
科

・
水
内

・
高
井

ｏ
埴
科
／
小
縣

・
佐
久
の

一
〇
郡
を
四
ブ

ロ
ッ
ク
な
い
し
、
伊
那

か
ら
安
曇
ま
で
を

一
ブ

ロ
ッ
ク
に
し
た
三
ブ

ロ
ッ
ク
を
想
定
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
こ
で
問
題
に
な
る
の
が
、
こ
う
し
た
ブ

ロ
ッ
ク
群
の
中
心
に
位
置
す
べ
き
国
府
の
問

題
で
あ
る
。
国
府
か
ら
国
内
に

一
斉
に
命
令
が
伝
達
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
国
府
は
官
道

に
近
接
し

つ
つ
、
こ
う
し
た
三
な
い
し
四
ブ

ロ
ッ
ク
の
中
心
に
位
置
す
る
必
要
が
あ
る

か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
た
条
件
を
満
た
し
得
る
郡
は
小
縣
郡
、
筑
摩
郡
、
あ
る
い
は
三

ブ

ロ
ッ
ク
の
場
合
は
埴
科
郡
な
い
し
は
更
科
郡
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、　
一
五
号
の
国
符
木
簡
の
宛
先
が

「更
科
郡
司
等
」
で

あ

っ
た
こ
と
の
意
味
は
、
こ
の
国
符
木
簡
が
発
給
さ
れ
た
当
時
、
国
府
所
在
郡
と
宛
先

の
筆
頭
に
記
さ
れ
た

「更
科
郡
」
は
駅
路
な
い
し
伝
路
な
ど
を
介
し
て
郡
域
が
接
し
て

い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

信
濃
国
府
の
所
在
地
に
つ
い
て
は
、
先
に
整
理
し
た
よ
う
に
、
当
初
は
小
縣
郡
に
所

在
し
た
と
す
る
見
解
が
通
説
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
小
縣
郡
に
国
府
が
存
在
し
た
こ
と

を
推
定

で
き
る
年
代
の
上
限
は
、
信
濃
国
分
寺
の
建
立
さ
れ
た
八
世
紀
半
ば
頃

で
あ

り
、
下
限
は

『和
名
類
衆
抄
』
に
国
府
が
筑
摩
郡
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
九
世
紀
頃
ま

で
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
国
分
寺
造
営
以
前
の
時
期
に
あ
た
る

「諏
方
国
」

が
置
か
れ
た
七
二

一
年
～
七
三

一
年
頃
と
そ
れ
以
前
に
つ
い
て
は
、

「諏
方
国
」

の
範

囲
と
も
関
わ

っ
て
信
濃
国
府
の
所
在
地
に
は
今
の
と
こ
ろ
決
め
手
が
な
い
。

一
般
的
に
初
期
国
府
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
青
木
和
夫
は
、

『出
雲
国
風
土
記
』

に

「国
庁
意
宇
郡
家
」
と
あ
る
点
に
つ
い
て
、
「国
庁
と
意
宇
郡
家
」
で
は
な
く

「国
庁
た

る
意
宇
郡
家
」
と
解
釈
し
、
風
土
記
の
撰
上
さ
れ
た
天
平
六
年

（七
一一一四
）
の
時
点
で

は
、
国
庁
と
郡
家
が
同
居
し
て
い
た
と
考
え
る
可
能
性
を
指
摘
し
た
。

つ
ま
り
、
律
令

国
家
成
立
期
の
当
初
か
ら
国
府
が
完
備
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
初
め
は
郡
家
に
付
属

す
る
形
で
国
府
が
存
在
し
た
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
説
で
あ
縄
。
ま
た
そ
の
後
の
国
府

遺
跡
の
発
掘
に
よ

っ
て
も
、
国
府

（国
庁
）
の
整
備
は
八
世
紀
半
ば
以
降
に
本
格
化
す

る
こ
と
が
山
中
敏
史
に
よ

っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
網
。

こ
れ
ま
で
述

べ
て
き
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
屋
代
遺
跡
群

の
周
辺
に
初
期

の
信
濃
国
府
が
存
在
し
た
こ
と
の
可
能
性
は
指
摘

で
き
る
が
、
そ
の
存
在
を
直
接
示
す

資
料
は
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
屋
代
木
簡

の
な
か
に
み
ら
れ
る
埴
科
郡
家
を
超

え
る
諸
要
素
は
、
む
し
ろ
律
令
制
以
前

の
地
域

の
秩
序

の
問
題
や
、
交
通
路

の
変
遷
、

周
辺
遺
跡

の
状
況
な
ど
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
屋
代
遺
跡
群
全
体

の
整
理
の
な
か
で

さ
ら
に
考
え
て
い
く
べ
き
問
題

で
あ
ろ
う
。

一証（１
）
阿
蘇
氏
系
図
に
は
い
く
つ
か
の
写
本
が
あ
る
が
、
阿
蘇
神
社
の
社
家
の
所
蔵
に
か
か
る
い
わ
ゆ
る

「異
本
阿
蘇
氏
系
図
」
は

『神
道
大
系
』
に
所
収
さ
れ
て
い
る
。
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（２
）
「古
代
阿
蘇
氏
の
一
考
察
」
（神
道
文
化
会

『高
千
穂

・
阿
蘇
』

一
九
六
〇
年
）
。

（３
）
『長
野
県
史
』
通
史
編
第

一
巻
原
始

・
古
代
、
第
二
章
第
二
節
、　
一
九
八
九
年
、
関
晃

「科
野
国
造

の
氏
姓
と
氏
族
的
展
開
六
『信
濃
の
歴
史
と
文
化
の
研
究
』

一
九
九
〇
年
）
。

（４
）
『諏
訪
市
史
』
の
当
該
部
分
を
執
筆
し
た
井
原
今
朝
男
は

「阿
蘇
氏
系
図
の
諸
問
題
六
『諏
訪
市
史
研

究
紀
要
』
三
号
、　
一
九
九

一
年
二
月
）
を
書
き
、
こ
の
新
説
を
批
判
的
に
継
承
し
た
。

（５
）
『上
田
小
県
誌
』
第

一
巻
歴
史
編
上

（二
）
古
代
中
世
　
第
二
章
、　
一
九
八
〇
年
。

（６
）
註

（３
）
書
第
二
章
第
二
節
。
伊
那
郡
に
つ
い
て
は
、
藤
原
宮
木
簡
に

「科
野
国
伊
奈
評
鹿
大
贄
」

と
あ
り
、
評
制
下
か
ら
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
高
井
郡
に
つ
い
て
は
藤
原
宮
木
簡
に

「高

井
郡
」

と
み
え
八
世
紀
初
頭
の
存
在
が
確
認
で
き
る
。

諏
方
郡
に
つ
い
て
は
、

「阿
蘇
氏
略
系
譜
」

に

「諏
訪
評
督
」
と
み
え
、
ま
た
令
集
解
の
古
記
に

「須
芳
山
嶺
道
」
と
あ
り
、
八
世
紀
初
頭
に
は

「須
芳
」
と
も
表
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
八
世
紀
前
半
の
屋
代
木
簡
に
は

「束
間
郡
」
盆

〇
二
号
）
、
「更
科
郡
」

（七
四
号
）
な
ど
の
郡
名
が
み
え
る
。
ま
た
中
野
市
清
水
山
窯
跡
か
ら
は
八

世
紀
前
半
の

「佐
玖
郡
」
と
刻
書
さ
れ
た
須
恵
器
が
出
土
し
た
。
な
お
、
図
７８
参
照
。

註

（３
）
書
第
二
章
第
四
節
。

桐
原
健

「長
野
県
に
お
け
る
官
衛
址
研
究
の
現
状
六
『長
野
県
考
古
学
会
誌
』

四
四
号
、　
一
九
八
二

年

一
一
月
、
の
ち

『続
私
の
古
代
学
ノ
ー
ト
』
所
収
　
信
毎
書
籍
、　
一
九
八
六
年
）。

『更
級
埴
科
地
方
誌
』
第
二
巻
原
始
古
代
中
世
編
第
五
章
二
節
、　
一
九
七
八
年
。

『更
埴
市
史
』
第

一
巻
古
代
中
世
第
二
編
第
二
章
第
二
節
、　
一
九
九
二
年
。
な
お
同
書
で
は
更
級
郡

家
が
川
中
島
扇
状
地
に
立
地
し
た
可
能
性
も
指
摘
し
て
い
る
。

註

（３
）
書
第
二
章
第

一
節
。

註

（３
）
書
第
二
章
第
五
節
。
な
お
黒
坂
周
平

『東
山
道
の
実
証
的
研
究
』
釜
口川
弘
文
館
、　
一
九

九
四
年
）
は

「
せ
ん
ど
う
」
地
名
か
ら
東
山
道
の
ル
ー
ト
を
検
証
し
た
研
究
で
あ
る
。

（‐３
）

一
九
九
五
年
十
二
月
箕
輪
町
で
春
日
街
道
に
沿

っ
て
東
山
道
と
思
わ
れ
る
道
路
遺
構
が
検
出
さ
れ
た

と
の
報
道
が
な
さ
れ
た
。

註

（３
）
書
第
二
章
第
五
節
。

岸
俊
男

「古
代
村
落
と
郷
里
制
六
『
日
本
古
代
籍
帳
の
研
究
』
塙
書
房
、　
一
九
七
三
年
）。
な
お
近
年

鎌
田
元

一
は
霊
亀
三
年

（七

一
七
）
説
を
提
唱
し
て
い
る

（本
章
第

一
節

（註
）
（１
）
論
文
）
。

（‐６
）
郡
符
木
簡
に
つ
い
て
は
平
川
南

「郡
符
木
簡
」
（虎
尾
俊
哉
編

『律
令
国
家
の
地
方
支
配
』
吉
川
弘

文
館
、　
一
九
九
五
年
）
参
照
。

（‐７
）
従
来
、
埴
科
郡
家
に
つ
い
て
は
、
古
代
の
屋
代
郷
な
い
し
大
穴
郷
な
ど
更
埴
市
屋
代
地
区
の
自
然
堤

防
上
周
辺
、
ま
た
は
更
埴
市
寂
蒔

・
鋳
物
師
屋
地
区
と
す
る
説
が
出
さ
れ
て
い
た
が
、
前
者
の
説
が

妥
当
性
を
持

つ
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

（‐８
）
竹
内
理
三
編

『伊
場
木
簡
の
研
究
』
東
京
堂
出
版
、　
一
九
八

一
年
。

（‐９
）
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所

『平
城
京
木
簡

一
』

一
九
九
五
年
。

（２０
）
『平
城
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
』
公
一十
二
）
、　
一
九
九
〇
年
五
月
。

（２‐
）
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所

『平
城
宮
発
掘
調
査
報
告
書
測
』

一
九
八
二
年
。

（２２
）

こ
の
場
合
、
保
福
寺
峠
越
え
の
東
山
道
の
ル
ー
ト
の
成
立
が
い
つ
な
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
も

考
え
る
必
要
が
あ
る
。

（２３
）
青
木
和
夫

『
日
本
の
歴
史
　
古
代
豪
族
』
小
学
館
、　
一
九
七
四
年
。

（２４
）
山
中
敏
史

『古
代
地
方
官
衛
遺
跡
の
研
究
』
塙
書
房
、　
一
九
九
四
年
。

第
四
節

ま

と

め

一
　

各
時
期

の
特
色
と
意
義
お
よ
び
課
題

本
遺
跡
出
土
の
木
簡
は
、
七
世
紀
後
半
か
ら
八
世
紀
前
半
に
か
け
て
廃
棄
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。

０

七
世
紀
後
半
～
八
世
紀
初
頭
の
木
簡

こ
の
時
期
の
も
の
は
、
出
挙
関
係

・
布
の
織
手
名
を
列
記
し
た
も
の
な
ど
の
記
録
簡

や

「竃
神
」
と
記
さ
れ
た
祭
祀
関
係
木
簡
な
ど
、
広
範
囲
な
内
容
を
含
ん
で
い
る
。
こ

の
期
の
特
色
は
、
記
録
簡
が
目
立

つ
こ
と
、
付
札
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

文
書
簡
と
推
定
さ
れ
る
も
の
も
含
め
て
差
出

（
〓

一号
は
少
毅
が
差
出
と
み
ら
れ
る
）
や

宛
所
を
明
記
し
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
。
年
紀
の
明
記
さ
れ
た
も
の
は
、
四

六
号
の
乙
丑
年

金
ハ
エハ
五
）
と

一
三
号
の
戊
成
年

盆
ハ
九
八
）
の
一
百
〔で
あ
る
。

四
六
号
は
、
七
世
紀
の
文
書
あ
る
い
は
付
札
木
簡
で
あ
る
こ
と
に
関
わ

っ
て
重
要
な

論
点
を
有
し
て
い
る
。

ｏ
「
乙
丑
年
十
二
月
十
日
酒
人

。
「
他
田
舎
人
』
古
麻
呂

10  9     8  715 14 12 11

195



第五章 考

「他
田
舎
人
」

の
部
分
が
異
筆
と
判
断
す
る
な
ら
ば
、

文
書
の
自
署
に
相
当
す
る
こ

と
と
な
る
。
こ
れ
ま
で
の
古
代
文
書
の
自
署
の
例
は
す
べ
て
八
世
紀
以
降
の
も
の
で
あ

り
、
そ
の
場
合
、
姓
名
の
う
ち
の
名
の
部
分
だ
け
の
自
署
で
あ
る
。
七
世
紀
段
階
の
文

書
に
お
け
る
自
署
の
例
を
聞
か
な
い
。
そ
の
点
で
は
、
本
木
簡
が
初
め
て
の
実
例
で
あ

る
。
ま
た
、
屋
代
遺
跡
群
の
七
世
紀
段
階
に
含
ま
れ
る
三
号
お
よ
び

一
一
号
は
、
姓
名

の
姓
の
部
分
だ
け
を
列
記
し
て
お
り
、
七
世
紀
の
他
の
遺
跡
に
お
い
て
も
類
例
を
確
認

で
き
る
。

（
１
）

○
　
飛
鳥
京
跡
第

一
〇
次
調
査
出
土
二
七
号
木
簡

（小
長
）

〔ア
〕

□
　
矢
田
ア
　
　
　
大
田
ア
　
　
　
長
小
谷
ア

・

田
　
　
　
　
□

ア　
財
ア　
　
　
　
田
　
丈
ア　
丈
ア　
田
ア　
月
朋

」

ｏ
ロ
ア

ロ
姐
□

　
酷
万
　
ァ
　
矢
作
ア
　
若
材
　
　

」

（二
五
〇
）
×
三
八
×
三

こ
の
よ
う
な
姓
の
み
を
列
記
し
た
記
録
簡
と
四
六
号
の
姓
の
自
署
と
は
あ
る
い
は
関

連
性
を
も

つ
問
題
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
点
は
、
古
代
国
家
の
氏
姓
制
と
も
深
く
関
わ

る
重
要
な
問
題
だ
け
に
今
後
の
検
討
課
題
と
し
て
お
き
た
し

ま
た
、
記
録
簡
の
な
か
で
特
に
注
目
す
べ
き
も
の
は

一
〇
号
の

「布
手
」
の
歴
名
簡

で
あ
る
。

こ
の

「布
手
」
の
歴
名
簡
は
、
評
家
ま
た
は
郡
家
に
繊
維
製
品
に
関
わ
る
工
房
が
存

在
し
た
こ
と
を
意
味
し
、
し
か
も

「布
手
」
と
し
て
男
性
名
を
列
記
し
て
い
る
。
在
地

社
会
に
お
け
る
生
産
機
構
に
つ
い
て
は
、
全
般
的
に
言
及
し
た
も
の
は
な
く
、
律
令
貢

納
制
と
い
う
側
面
の
み
か
ら
の
分
析
に
終
始
し
、
む
し
ろ
国
衛
工
房
の
役
割
が
強
調
さ

れ
て
き
た
。
し
か
し
、
多
方
面
か
ら
立
証
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
在
地
社
会
に
お
け
る

郡
司
層
の
伝
統
的
勢
力
を
考
え
る
な
ら
ば
、
何
よ
り
も
そ
の
社
会
に
お
け
る
経
済
的
優

位
性
を
指
摘
す
べ
き
で
あ
り
、
当
然
、
郡
司
層
は
在
地
に
お
け
る
生
産
機
構
を
十
分
に

掌
握
し
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
な
か
で
も
、
生
産
用
具
の
専
有
は
き
わ
め
て
重
要
な

要
素
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

考
古
学
的
事
例
と
し
て
も
、
丹
波
国
氷
上
郡
の
郡
家
別
院
と
考
え
ら
れ
る
山
垣
遺
跡

（兵
庫
県
氷
上
郡
春
日
町
）
や
駿
河
国
志
太
郡
家
跡

（静
岡
県
藤
枝
市
）
な
ど
で
、
多
量
の

木
製
農
具
や
工
具
が
発
見
さ
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
郡
家
の
生
産
構
造
に
つ
い

て
は
、
ま
ず
、
あ
ら
ゆ
る
生
産
用
具
の
所
有
形
態
を
解
明
す
る
必
要
が
あ
り
、
今
後
の

考
古
学
の
発
掘
調
査
の
成
果
に
期
待
し
た
い
。

国

郡
里
制
下
の
木
簡

こ
の
時
期
の
も
の
の
内
容
と
し
て
は
、
国
符

ｏ
郡
符
木
簡
、
さ
ら
に
郡
表
記
の
見
え

る
木
簡
な
ど
の
文
書
木
簡
が
目
立

っ
て
い
る
。

国
符
木
簡

（
一
五
号
）
は
、
国
符
が
木
簡
で
も
発
給
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
は
じ
め
て

明
ら
か
に
な

っ
た
資
料
で
あ
る
。
宛
所
に

「更
科
郡
司
等
」
と
あ
り
、
屋
代
遺
跡
群
が

埴
科
郡
に
属
し
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、

『和
名
類
衆
抄
』

の
郡
名
順
と
す
れ
ば
、

更
科
郡
か
ら
は
じ
ま
り
水
内

ｏ
高
井

・
埴
科
の
各
郡

へ
と
逓
送
さ
れ
、
埴
科
郡
家
の
地

で
廃
棄
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
本
木
簡
は
、
下
半
部
が
欠
損
し
て
い
る
た
め
に

命
令
内
容
が
不
明
で
あ
る
が
、
紙
に
書
か
れ
た
国
符
と
木
簡
を
利
用
し
た
国
符
と
は
、

機
能
面
で
ど
の
よ
う
な
相
違
が
あ
る
か
十
分
に
検
討
す
る
意
義
が
存
す
る
。

郡
符
木
簡
は
、
郡
か
ら
里
な
ど
の
下
部
機
構
の
責
任
者
あ
て
に
下
達
さ
れ
た
文
書
木

簡
で
あ
る
が
、

そ
の
木
簡
は
宛
所
で
廃
棄
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
差
出
側

（郡
家
お
よ

び
そ
の
関
連
施
設
）
二
戻
り
、
廃
棄
さ
れ
た
と
想
定
さ
れ
る
。
そ
の
論
拠
は
次
の
通
り

で
あ
る
。

①
　
書
状
な
ど
を
封
印
し
た
、
い
わ
ゆ
る
封
絨
木
簡
は
宛
所
を
記
す
も
の
で
あ
り
、
こ

の
種
の
木
簡
の
特
性
と
し
て
宛
先
で
封
印
が
解
か
れ
る
こ
と
か
ら
、
必
ず
宛
先
で
廃
棄

さ
れ
る
。
そ
の
封
絨
木
簡
が
兵
庫
県
山
垣
遺
跡
で
は
郡
符
木
簡
と
共
伴
し
て
い
る
。
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第四節 まとめ

②
　
宛
所
の
異
な
る
木
簡
が
同

一
遺
跡
か
ら
出
土
し
て
い
る
。

○
　
福
島
県
い
わ
き
市
荒
田
目
条
里
遺
跡

「立
屋
津
長
伴

マ
福
麿
」

「里
刀
自
」

○
　
屋
代
遺
跡
群

「屋
代
郷
長
里
正
等
」

「余
戸
里
長
」

③
　
差
出
と
宛
所
の
部
分
を
丁
寧
に
切
断
し
た
り
、
削
り
取

っ
た
り
し
た
の
ち
に
廃
棄

し
て
い
る
の
は
、
再
利
用
を
防
止
す
る
た
め
の
差
出
側
の
所
作
と
考
え
ら
れ
る
。

○
　
屋
代
遺
跡
群

「符
　
屋
代
郷
長
」
の
部
分

「符
　
余
戸
里
長
」
の
部
分

郡
符
木
簡
は
差
出
側
に
戻
り
廃
棄
さ
れ
た
こ
と
を
屋
代
木
簡
が
以
上
の
三
条
件
の
う

ち
の
二
条
件
に
つ
い
て
鮮
や
か
に
立
証
し
た
意
義
は
大
き
い
。
郡
符
木
簡
の
今
後
の
課

題
は
や
は
り
そ
の
下
達
さ
れ
た
内
容
の
究
明
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。

口

郡
郷
里
制
下
の
木
簡

郡
郷
里
制
下
と

一
括
さ
れ
る
木
簡
群
に
は
、
郡
符
木
簡

一
点
と

「信
濃
国
」
関
係
木

簡
を
除
く
と
、
大
部
分
は
荷
札
木
簡
で
あ
る
点
が
特
色
と
い
え
る
。

郡
郷
里
制
下
の
荷
札
は
、
主
た
る
も
の
は
郷
里
名
十
人
名
と
い
う
き
わ
め
て
簡
略
な

記
載
様
式
で
あ
る
。
荷
札
の
対
象
物
が
ま

っ
た
く
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な

類
例
は
、
近
年
各
地
出
土
の
荷
札
に
数
多
く
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

例
１
　
静
岡
市
神
明
原

・
元
宮
川
遺
跡

「他
田
里
戸
主
宇
刀

マ
真
酒
」

一
一
〇
×

一
七
×
四

ｏ
五

例
２
　
石
川
県
七
尾
市
能
登
国
分
寺
跡

「上
日
郷
戸
主
車
　
　
　
　
〔西
こ

川木
浄
足
戸
□
□

二
八
二
益

壬
一支

四

こ
れ
ら
の
木
簡
は
、

①
　
郷

（里
）
名
か
ら
の
書
き
出
し
で
あ
る
こ
と
。

②
　
物
品
名

ｏ
数
量
の
記
載
が
な
く
、
郷

（里
）
名
十
貢
進
者
名

（戸
主
＋
人
名
）

の
み
で
あ
る
。

③
　
片
面
の
み
の
記
載
で
あ
る
こ
と
。

④
　
形
態
が
〇
五

一
型
式
で
あ
る
こ
と
。

郡
家
の
遺
跡
か
ら
の
出
土
例
と
し
て
は
、
物
品
を
記
す
が
、
郷
名
な
い
し
郡
里
制
下

の
里
名
か
ら
書
き
出
し
て
い
る
も
の
が
存
す
る
。

例
３
　
静
岡
県
藤
枝
市
郡
遺
跡

（駿
河
国
　

　

　

（こ

一益
頭
郡
家
跡
）

。
「
＜
物

マ
里
五
戸
宇
治

マ
角
末
呂
」

ｏ

「
＜
□
□
五
斗
　
　
　
　
　
　
　
」

一
＋
仲
九
×
一
一二ハ
×
エハ

『和
名
類
衆
抄
』

に
駿
河
国
益
頭
郡
物
部
郷
が
あ
る
。
郡
里
制
下

（七
〇

一
―
七

一
五

年
）、
物
部
里
の
宇
治
部
角
末
呂
が
貢
進
し
た
米
五
斗
の
荷
札
木
簡
で
あ
る
。

こ
れ
ら
地
方
の
遺
跡
か
ら
発
見
さ
れ
る
荷
札
に
つ
い
て
は
、
都

へ
の
貢
進
物
付
札
に

比
し
て
、
全
体
的
検
討
が
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
荷
札
は
そ
の
作
成

お
よ
び
貢
進
主
体
、
物
品
名
、
そ
し
て
貢
進
先
な
ど
に
関
し
て
、
各
地
出
土
の
木
簡
を

比
較
検
討
し
、
そ
の
実
態
を
解
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
遺
跡
出
土
の
荷
札
の
も
う

一
つ
の
特
色
は
、
埴
科
郡
以
外
、
更
科
郡
の
郷
名
を
有

す
る
荷
札
が
数
点
出
土
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
実
は
、
通
常
の
郡
家
段
階

で
は
想
定
し
が
た
い
。
国
府
を
想
定
す
る
な
ら
ば
、
さ
き
の
能
登
国
分
寺
跡
の
例
の
よ

う
な
荷
札
の
存
在
が
あ
る
が
、
の
ち
に
述
べ
る
よ
う
に
同

一
遺
構
に
お
け
る
木
簡
の
廃

棄
の
場
合
、
郡
家
か
ら
の
多
量
な

一
括
か

つ
連
続
的
廃
棄
に
加
え
て
国
府
か
ら
の
木
簡



の
廃
棄
が
重
な
る
こ
と
は
想
定
し
が
た
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。　
一
方
、
六
〇
号
の

「信
濃
回
」

は
少
な
く
と
も

「埴
科
」
ｏ
「更
科
」
両
郡
か
ら
兵
士
が
上
番
し
て
い
る
と

み
て
間
違
い
な
い
。
こ
の
軍
団
に
対
す
る
更
科
郡
内
か
ら
の
物
資
の
進
上
は
十
分
に
可

能
性
が
あ
ろ
う
。

一
一　

信
濃
団

の
存
在
と
科

（信
）
野
評

「信
濃
国
」
の
史
料
の
登
場
は
、
数
多
く
の
重
要
な
事
実
を
我
々
に
与
え
て
く
れ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
軍
団
名
は
、
史
料
で
み
る
限
り
、
郡
名
を
負
う
。
し
か
し
、
『和
名

類
衆
抄
』
を
は
じ
め
、
こ
れ
ま
で
の
史
料
で

「信
濃
郡
」
の
例
を
知
ら
な
い
。

一
方
、
長
屋
王
家
木
簡
七
六
号
の

「認肺脚伍廿所　　〈口百廿斤＜」

一
五
九
×
二
六
×
四

は
音
表
記
の
検
討
な
ど
か
ら

「播
信
郡
」

科
郡
」
と
み
て
間
違
い
な
い
Ю
し
か
も
、

・
「高
井
郡
大
黄
＜
」

。

「十
五
斤
　
　
＜
」

一
四
二
と

一七
益

二

と
す
る
木
簡
が
み
え
、
こ
れ
は
信
濃
国
北
部
の
高
井
郡
か
ら
薬
物
大
黄
十
五
斤

に
付
し
た
札
で
あ
る
。

こ
の
二

つ
の
木
簡
は
下
部
の
両
側
面
に
切
り
込
み
を
入
れ
、
幅
と
厚
さ
も
ほ

ぼ
同
様
の
形
状
を
呈
し
て
い
る
。
物
品
の
数
量
も

『和
名
類
衆
抄
』
の
高
井
郡

（四
郷
十
神
一戸
）、
埴
科
郡

（七
郷
）、

更
級
郡

（九
郷
）

の
郡
の
規
模
に
ほ
ぼ
対

応
し
て
い
る
な
ど
、
物
品
名
を
表
記
し
な
い
長
屋
王
家
木
簡
も
、
大
黄
と
見
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、　
こ
の
長
屋
王
家
木
簡
は
霊
亀
三
年

（七

一
七
）
の
年

紀
を
有
す
る
木
簡
三
点
と
共
伴
す
る
こ
と
か
ら
、
大
宝
令
制
定
ま
も
な
い
時
期
に
お
い

て
は
、
「埴
科
郡
」
と

「更
科
郡
」

は
大
黄
と
思
わ
れ
る
物
品
を
両
郡
合
成
し
て
貢
進

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
も

「播
信
郡
」

「讃
信
郡
」

お
よ
び

「埴
科
郡
」

「更
科

郡
」

の
郡
名
表
記
か
ら
推
し
て
、
信

（科
）
野
郡
か
ら
二
郡
に
分
立
し
た
こ
と
が
考
え

ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
こ
と
か
ら
大
宝
令
以
前
に
お
け
る
科

（信
）
野
評
の
存
在
を

十
分
に
想
定
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
科
野
評
を
基
盤
と
し
て
科

（信
）
野

団

・
信
濃
団
が
生
み
出
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
「更
科
郡
」
と

「讃
信
郡
」

の

表
記
は
、
必
ず
し
も

「讃
信
郡
」
が
古
い
表
記
と
い
う
の
で
は
な
い
。
「更
科
郡
」
と

表
記
し
た

一
五
号

「更
科
郡
司
等
」
は
郡
里
制
下
の
時
期
の
も
の
で
あ
り
、
郡
名
表
記

と
し
て
は
併
用
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

橋
本
裕
が

「大
宝
令
施
行
に
よ

っ
て
、
評
単
位
の
兵
制
が
軍
団
に
継
承
さ
れ
た
こ
と

は
、
律
令
官
制
機
構
に
お
け
る
軍
毅
の
位
置
や
出
自
な
ど
を
通
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
る

も
の
と
思
う
」
と
指
摘
さ
れ
た
点
が
、
今
回
の

「信
濃
回
」
史
料
の
発
見
で
具
体
性
を

帯
び
て
き
た
と
評
価
で
き
よ
う
。
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図 86「高井郡」付札 0「播信郡」「讃信郡」付札
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図版 61-68(奈良県立橿原考古学研究所附属博物館写真提供))

は

「埴
科
郡
」
、
「讃
信
郡
」
は

「更

藤
原
宮
木
簡
の
な
か
に
、
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参
考
ま
で
に
、
こ
の
科

（信
）
野
評
と

「信
濃
回
」
、
そ
し
て
播
信

（埴
科
）
郡
と
讃

信

（更
科
）
郡
の
分
立
と
い
う
方
式
と
類
似
す
る
も
の
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

陸
奥
国
北
部
に
、
和
銅
六
年

（七

〓
こ

新
た
に
丹
取
郡
が
建
郡
さ
れ
た
。　
つ
づ
い

て
神
亀
五
年

（七
一
一八
）

に
は

「陸
奥
国
請
下
新
置
二
白
河
軍
団
一。

又
改
二
丹
取
軍
団
・

為
中
玉
作
軍
団
上
。
並
許
レ之
」

と
、

丹
取
軍
団
を
改
め
て
玉
作
軍
団
と
す
る
こ
と
を
請

う
て
許
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
事
は
丹
取
軍
団
の
名
を
玉
作
軍
団
に
改
称
し
た
と
理
解

で
き
る
。
『和
名
類
衆
抄
』

に
も
と
づ
く
と
、

陸
奥
国
北
部
の
い
わ
ゆ
る
黒
川
以
北
の

一
〇
郡
の
郷
数
は
合
計
三
三
郷
で
、　
一
郡
平
均
三

・
三
郷

（ち
な
み
に
陸
奥
国
南
部
二
〇

郡
は
一
郡
平
均
六

・
八
郷
）
と
い
う
小
規
模
な
郡
の
集
ま
り
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
和
銅

六
年
成
立
の
丹
取
郡
は
、
陸
奥
国
北
部
の
広
域
な
郡
で
あ
り
、
そ
の
丹
取
郡
を
し
だ
い

に
分
割
し
、
の
ち
の

『和
名
類
衆
抄
』
の
示
す
小
規
模
な
郡
が
生
み
出
さ
れ
る
と
推
測

で
き
る
。
神
亀
五
年

（七
一
一八
）
に
丹
取
軍
団
か
ら
玉
作
軍
団
と
改
称
し
た
の
は
、
広

域
的
な
丹
取
郡
の
解
体
、
そ
し
て
数
郡
の
分
立
と
そ
の
分
立
し
た
数
郡
の
中
の
有
力
郡

で
あ
る
玉
作
郡
名
を
も

っ
て
玉
作
軍
団
と
し
た
か
ら
だ
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ

いつノ。「信
濃
回
」
も
お
そ
ら
く
、
本
木
簡
の
時
期

（神
亀
三
年

〈七
一
一工◇

頃
）
以
後
ま
も

な
く
埴
科
団
ま
た
は
更
科
団
な
ど
と
改
称
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。

六
〇
号
の
現
段
階
で
最
も
可
能
性
の
高
い
解
釈
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

「信
濃
回
。

遁
る
。

更
科
郡
の

（所
属
で
）
某
所

へ
往
く
者
」

（更
科
郡
に
本
貫
が

あ
っ
て
某
所

〈筑
紫

・
京
な
ど
〉
へ
の
上
番
か
ら
退
い
た
防
人

・
衛
士
等
の
歴
名
）

信
濃
団
に
は
少
な
く
と
も
更
科

・
埴
科
両
郡
の
兵
士
が
上
番
し
て
い
る
と
み
て
よ
い

で
あ
ろ
う
し
、
し
か
も
軍
団
の
上
番
等
が
郡
単
位
で
あ
る
こ
と
は
、
多
賀
城
跡
出
土
木

簡
の

「畢
レ番
、
度
二
玉
前
剣
一、
還
二
本
土
一安
積
団
会
津
郡
番
」

で
明
ら
か
で
あ
る
。

さ
ら
に
六
〇
号
が
軍
団
内
で
使
用
さ
れ
た
記
録
簡
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
信
濃
団
の
所
在

地
も
埴
科
郡
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

〓
一　
木
簡
か
ら
み
た
遺
跡

の
性
格

Ｈ

木
簡
の
廃
棄
か
ら
み
た
遺
跡
の
性
格

木
簡
の
廃
棄
問
題
は
、
遺
跡
の
性
格
を
決
め
る
大
き
な
手
が
が
り
と
な
る
。

文簡番号 内 容 成作 所宛 棄廃

10

12

13

15

16

46

49

59

60

61

62

72

73

74

76

79

87

90

91

100

110

114

布手

少毅

戊成年

国符

郡符

乙丑年

五十五束

布

信濃団

君「符ヵ

付札

付札

付札

付札

付札

付札

稲取人

付札

付札

付札

付札

郡符

郡家・国府

軍団

評家

国府

郡家

評家

郡家

郡家・国府

軍団

郡家

更科郡家ヵ

(埴科郡大穴郷 )

埴科郡船山郷

更科郡

埴科郡屋代郷

埴科郡船山郷

郡家

埴科郡船山郷

更科郡営科郷

埴科郡船山郷

埴科郡伊蘇郷

郡家

郡家

余戸里長

軍団ヵ

軍団・郡家

軍団・郡家

軍団ヵ

軍団・郡家

軍団・郡家

軍団・郡家

軍団ヵ

軍団・郡家

軍団・郡家

屋代郷長・里正

郡家・国府

郡家・軍団・国府

評家

郡家

郡家

評家

郡家

郡家・国府

軍団

郡家

軍団ヵ

軍団 0郡家

軍団・郡家

軍団ヵ

軍団 0郡家

軍団・郡家

郡家

軍団 0郡家

軍団ヵ

軍団・郡家

軍団・郡家

郡家

図 87 木簡の作成 0宛所・廃棄
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従
来
の
研
究
で
は
、

郡
符
木
簡
は
、

宛
所

（里
長

・
里
家
な
ど
）

で
廃
棄
さ
れ
た
と

み
な
し
、
出
土
し
た
遺
跡
の
性
格
を
郷
の
官
衛
施
設
、
す
な
わ
ち

「郷
衛
」
と
判
断
し

て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
平
川
南
は
、
郡
符
木
簡
が
宛
所
で
廃
棄
さ
れ
る

こ
と
な
く
前
述
し
た
種
々
の
論
拠
か
ら
、
差
出
側
に
戻

っ
た
後
に
廃
棄
さ
れ
た
こ
と
を

立
証
し
、
郡
符
木
簡
の
出
土
遺
跡
は
郡
家
ま
た
は
そ
の
関
連
施
設
と
考
え
る
べ
き
で
あ

る
と
指
摘
し
た
。
こ
の
こ
と
は
屋
代
遺
跡
群
の
郡
符
木
簡
に
も
あ
て
は
ま
る
。

ま
た
、
多
量
の
木
簡
の
出
土
遺
構
は
、　
一
般
的
に
い
え
ば
同

一
の
行
政
機
関
か
ら
の

一
括
か

つ
連
続
的
廃
棄
と
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、
屋
代
木
簡
の
う
ち
、

そ
の
作
成
主
体
お
よ
び
宛
所
、
そ
し
て
廃
棄
の
判
明
す
る
も
の
を
整
理
す
る
と
、
図
８７

の
よ
う
に
な
る
。

木
簡
の
廃
棄
か
ら
推
し
て
、
郡
家
と
軍
団
の
二
つ
の
機
関
が
浮
上
し
、
し
か
も
同

一

遺
構
に
廃
棄
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
両
者
が
き
わ
め
て
密
接
な
関
係

を
有
し
て
い
た
こ
と
の
何
よ
り
の
証
拠
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
郡
と
軍
団
の
関
係
に
つ
い

て
、
橋
本
裕
の
見
解
を
引
用
し
て
お
き
た
い
。

軍
毅
は
、

養
老
令
に
規
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

「部
内
」

の
者

（軍
防
令
軍
団
大
毅

条
）、
す
な
わ
ち
在
地
の
者
か
ら
任
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
霊
亀
二
年

（七

王
〇

以
前
を
限

っ
て
み
て
も
、
在
地
の
有
力
者

で
あ
る
郡
領
と
近
親
関
係
に
あ

る
軍
毅
が
少
な
く
な
か

っ
た
ら
し
い

（『続
日
本
紀
』
霊
亀
二
年
五
月
己
丑
条

「制
。
諸
国

軍
団
大
少
毅
。
不
レ得
レ連

二‐
任
郡
領
二
等
以
上
親
一也
。
其
先
已
任
詑
。
転
補
二他
国
己
）
。　
ま

た
、
律
令
官
制
機
構
の
上
か
ら
言
う
な
ら
ば
、
郡
司
と
軍
毅
は
国
司
の
被
管
下
に
あ

っ

て
、
ほ
ぼ
対
等
の
位
置
を
占
め
る
も
の
で
あ

っ
た
。

ま
た
、
周
知
の
よ
う
に
、
『出
雲
国
風
土
記
』

に
よ
れ
ば
、
「意
宇
軍
団
、
即
属
二
郡

家
己

（意
宇
の
軍
団
、
即
ち
、
郡
家
に
属
け
り
）
と
あ
る
。
さ
ら
に
、
風
土
記
の
記
載
か

ら
、
国
府
と
意
宇
郡
家
と
黒
田
駅
家
と
は
同
所
に
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
、
意
宇

郡
の
地
に
国
府

ｏ
郡
家

ｏ
軍
団

・
駅
家
が
集
中
し
て
存
在
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

ＺＯ
。

以
上
の
よ
う
に
木
簡
の
廃
棄
状
況
お
よ
び
郡
家
と
軍
団
の
関
係
か
ら
推
し
て
、
本
遺

跡
は
埴
科
郡
家
と

「信
濃
国
」
の
両
方
の
存
在
を
示
す
で
あ
ろ
う
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
信
濃
国
の
場
合
、
初
期
国
府
の
所
在
地
は
こ
れ
ま
で
確
た
る
も

の
は
存
在
し
て
い
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
本
木
簡
群
の
な
か
に
直
接
的
資
料
は
見
い

出
せ
な
い
が
、
次
の
二
つ
の
資
料
か
ら
さ
ら
に
初
期
国
府
の
可
能
性
を
も
指
摘
で
き
る

で
あ
ろ
う
。

一
つ
は
、
六
〇
号
の

「信
濃
国
」
か
ら
科
野

（信
野
）
評
が
想
定
さ
れ
、
科
野
と
い

う
国
名
が
こ
れ
に
も
と
づ
く
と
す
れ
ば
、
科
野

（信
野
）
評
か
ら
分
郡
し
た
と
考
え
ら

れ
る
埴
科

・
更
科
両
郡
は
初
期
国
府
の
有
力
な
候
補
と
な
る
。
も
う

一
つ
は
、　
一
五
号

の
国
符
木
簡
と
伊
勢
国
計
会
帳
の
国
符
逓
送
方
法
と
の
関
連
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
伊
勢

国
は
国
府
を
中
心
と
し
て
道
前

ｏ
道
後
に
分
け
ら
れ
、
道
前
は
桑
名

・
員
弁

・
朝
明

・

三
重

ｏ
河
曲

・
鈴
鹿
の
六
郡
で
あ
り
、
国
符
の
逓
送
は
、

『延
喜
式
』

の
記
載
順
で
考

え
る
と
桑
名
に
は
じ
ま
り
最
終
地
が
国
府
所
在
郡
の
鈴
鹿
郡
と
な
る
。
信
濃
国
の
国
符

木
簡
の
場
合
、
更
科
郡
か
ら
は
じ
ま
り
、
最
終
地
は
木
簡
の
出
土
地
す
な
わ
ち
埴
科
郡

と
考
え
ら
れ
る
。
国
符
木
簡
が
逓
送
最
終
地
で
廃
棄
さ
れ
た
と
み
れ
ば
、
国
府
が
埴
科

郡
に
存
在
し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

第
四
章
の
考
察
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
製
作
技
法

・
廃
棄
方
法
な
ど
の
木
簡
の
形
状

観
察
に
よ

っ
て
、
木
簡
に
書
か
れ
た
内
容
以
外
の
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。
例
え
ば
、
製
作
技
法
の
点
で
は
、
木
簡
群
の
う
ち
、
最
も
丁
寧
な
作
り
方
を
し
て

い
る
の
が
、
二
点
の
郡
符
木
簡
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
ま
た
、
廃
棄
に
つ
い
て

は
、
郡
符
木
簡
は
例
外
な
く
切
断
に
よ
る
廃
棄
行
為
が
認
め
ら
れ
、
同
様
の
切
断
廃
棄

の
行
わ
れ
た
国
符
木
簡
と
と
も
に
、
異
な
る
機
構
間
で
取
り
交
わ
さ
れ
る
文
書
に
つ
い

て
は
、
刃
物
に
よ
る
ケ
ズ
リ

。
キ
リ

・
オ
リ
な
ど
の
廃
棄
行
為
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か

も
、
郡
符
木
簡
の
丁
寧
な
ケ
ズ
リ

ｏ
キ
リ

・
オ
リ
行
為
は
、
そ
の
不
正
な
再
利
用
を
防

止
す
る
目
的
と
解
す
れ
ば
、
木
簡
の
宛
先
側
の
行
為
で
は
な
く
、
明
ら
か
に
木
簡
の
差

出
側
の
行
為
と
み
る
べ
き
で
あ
り
、
郡
符
木
簡
は
差
出
側
に
戻

っ
て
廃
棄
さ
れ
る
こ
と

200
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を
証
明
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
、
文
書
内
容
に
か
た
よ
り
が
ち
の
研
究
に
対
し
て
、
改
め
て
考
古
資
料

と
し
て
の
木
簡
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、
そ
の
詳
細
な
形
状
観
察
が
不
可
欠
で
あ
る
こ

と
を
屋
代
木
簡
が
明
瞭
に
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

国

祭
祀
の
場
と
郡
家
中
心
施
設
の
想
定

宝
亀
三
年

（七
七
一
じ

十
二
月
十
九
日
付

の
太
政
官
符

（天
理
図
書
館
蔵
）
に
よ
れ

ば
、
武
蔵
国
入
間
郡
の
正
倉
が
火
災
で
焼
失
し
た
事
件
が
お
こ
っ
た
が
、
そ
れ
は
郡
家

の
西
北
隅
に
祀
ら
れ
た
神
社
に
神
祇
官
が
奉
幣
物
を
納
め
な
か

っ
た
こ
と
に
対
す
る
祟

り
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
郡
家
の
西
北
隅
は
神
聖
な
場
と
さ
れ
、
式
内
社
相
当
の
神
社
が

置
か
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
平
安
時
代
に
入
る
と
、
中
央
の
各
官
司
、
さ
ら
に
地
方
の
国

府
や
城
柵
な
ど
、
国
が
設
備
し
た
施
設
の
最
も
中
心
的
な
場
所
に
、
郡
家
と
は
違

っ
て

規
模

の
小
さ
い
社
を
設
け
て
、
象
徴
的
か

つ
形
式
的

に
西
北
隅
を
鎮
護
し
て
い
る
。

『今
昔
物
語
集
』

で
は
、　
藤
原
氏
の
邸
宅

。
東
三
条
殿
の
成
亥
隅

（西
北
隅
）

に
神
を

祀

っ
て
お
り
、
そ
の
神
を

「内
神
」
と
称
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
公
の
施
設
か
ら
、
や

が
て
貴
族
の
邸
宅
な
ど
の
西
北
隅
に
、
の
ち
の

「屋
敷
神
」
に
連
な
る
よ
う
な
社
を
建

て
、
屋
敷
の
守
り
神
と
し
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
屋
代
遺
跡
群
で
は
、
早
く
も
五
世
紀
後
半
頃
に
は
、
千
曲
川
の
自
然
堤

防
の
崖
の
斜
面
に
お
い
て
湧
水
を
利
用
し
た
祭
祀
遺
構
が
作
ら
れ
、
祭
祀
の
場
と
し
て

の
様
相
を
持
ち
始
め
る
。
そ
の
後
、
洪
水
に
よ
る
埋
没
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
七
世
紀

後
半
頃
に
は
水
田
が
営
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
、
集
落
際
の
傾
斜
地
に
は
前
代
と
同
様
、

湧
水
を
起
点
に
流
路

へ
つ
な
が
る
溝
状
の
遺
構
が
掘
ら
れ
、
祭
祀
的
な
場
の
様
相
を
み

せ
て
い
る
。
こ
の
水
田

。
流
路

ｏ
溝
は
平
安
時
代
ま
で
そ
の
形
状
を
変
え

つ
つ
維
持
さ

れ
て
い
る
。
木
製
の
祭
祀
遺
物
は
、
こ
の
溝

。
流
路
内
、
あ
る
い
は
岸
辺
な
ど
に

一
括

廃
棄
さ
れ
た
状
況
で
多
量
に
出
土
し
た
。

本
遺
跡
と
立
地
な
ど
に
お
い
て
き
わ
め
て
類
似
す
る
の
が
、
福
島
県
い
わ
き
市
荒
田

目
条
里
遺
跡
で
あ
魏
。
そ
の
荒
田
目
条
里
遺
跡
の
南
東
約

一
。
五
蟷
月
に
位
置
す
る
根

岸
遺
跡
は
郡
家
の
中
心
施
設
と
し
て
郡
庁
院

。
正
倉
院
な
ど
が
発
掘
調
査
で
そ
の
遺
構

の
お
お
ｋ

そ
の
姿
が
ほ
ぼ
明
ら
か
に
な

っ
て
い
る
。
そ
の
郡
家
の
中
心
施
設

。
根
岸
遺

跡
か
ら
、
西
北
方
向
の
荒
田
目
条
里
遺
跡
は
、
古
墳
時
代
か
ら
九
世
紀
に
か
け
て
の
斎

串

・
絵
馬

ｏ
陽
物

ｏ
人
面
墨
書
土
器
な
ど
の
祭
祀
遺
物
が
多
量
に
出
土
し
て
い
る
。
ま

た
、
発
掘
地
点
は
字
名
を
礼
堂
と
称
し
、
付
近
に
延
喜
式
内
社
の
大
国
魂
神
社
が
存
す

る
。
郡
家
の
中
心
施
設
の
西
北
隅
に
式
内
社
相
当
の
神
社
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
は
、

さ
き
の
宝
亀
三
年
の
太
政
官
符
に
み
え
る
武
蔵
国
入
間
郡
の
郡
家
と
同
じ
で
あ
る
。

以
上
の
点
か
ら
、
屋
代
遺
跡
群
の
地
を
祭
祀
の
場
と
み
て
、
郡
家
の
西
北
隅
に
位
置

し
て
い
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
南
東
に
郡
家
の
中
心
施
設
を
想
定
す
る
こ
と
が
可
能
と

な
る
。
そ
こ
で
、
屋
代
遺
跡
群
の
南
東
の
位
置
を
見
る
と
、
千
曲
川
の
自
然
堤
防
上
の

最
も
安
定
し
た
地
で
あ
り
、
十
分
に
官
衛
施
設
の
存
在
が
想
定
で
き
る
。
実
際
、
こ
の

自
然
堤
防
上
に
は
雨
宮
廃
寺
跡
が
あ
り
、　
こ
れ
は
貞
観
八
年

（八
エハ
エＯ

に
定
額
寺
と

さ
れ
た
埴
科
郡
屋
代
寺
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
、
興
味
深
い
伝
承
が
確
認
さ
れ
て
い
る
の
で
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
ａ
長
野

縣
町
村
誌
』
第
二
巻
東
信
篇
、　
一
九
三
六
年
）
。

雨
宮
村
　
古
跡
　
〔埴
科
大
領
館
跡
〕

里
俗
伝
に
、
往
古
郡
縣
制
の
時
、　
本
郡
の
郡
司
、
本
村
に
あ
り
。
大
領
金
刺
氏

の
居
館
の
地
な
り
。
方
今

一
般
民
家
に
し
て
微
に
遺
蹟
の
あ
る
は
、
雨
宮
座
日
吉

神
社
正
門
前
に
祭
れ
る
塞
神
の
璽
石
な
り
。
今
に
古
往
の
例
を
以
て
、
当
社
神
事

の
敬
斎
日
薮
に
注
連
を
張
り
て
祀
典
を
行
ふ

こ
の
伝
承
は
と
も
か
く
と
し
て
も
、
埴
科
郡
家
の
中
心
施
設
が
雨
宮
廃
寺
跡
付
近
に

位
置
し
て
い
る
と
推
定
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
の
地
方
官
衛
研
究
は
地
方
官
衛
の
空
間
的
構
成
に
関
し
て
、　
一
定
空
間
に

密
集
し
た
画

一
的
な
構
成
を
想
定
し
て
き
た
が
、
平
川
南
は
、
郡
家
跡
に
関
し
て
、
そ

れ
が
古
墳
時
代
以
来
地
方
豪
族
の
拠
点
と
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
改
め
て
注
目
す
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べ
き
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。

つ
ま
り
郡
家
に
は
そ
の
中
心
的
施
設
の
ほ
か
、
物
資
集

積
の
た
め
の
港
湾
施
設
、
主
要
官
道

へ
の
ア
ク
セ
ス
道
、
広
範
な
交
易
圏
、
行
政
的
分

割
支
配
の
た
め
の
別
院
設
置
、
さ
ら
に
祭
祀
空
間
の
設
定
に
み
ら
れ
る
在
地
に
お
け
る

祭
祀
な
ど
の
諸
機
能
が
集
中
し
て
い
た
と
い
う
観
点
か
ら
、
地
方
官
衛
の
実
態
究
明
を

行
う
べ
き
こ
と
、
ま
た
律
令
体
制
成
立
以
前
に
す
で
に
そ
の
骨
格
が
形
成
さ
れ
て
い
た

可
能
性
が
高
い
こ
と
を
論
じ
た
。

そ
の
意
味
で
も
、
屋
代
遺
跡
群
の
地
は
、
埴
科
郡
家
に
国
府
や
軍
団
も
加
え
て
、
ま

さ
に
地
方
官
衛
の
典
型
的
構
成
要
素
を
満
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
屋
代
遺

跡
群
の
地
が
古
代
の
信
濃
国
の
中
心
的
位
置
を
占
め
た
最
大
の
要
素
は
千
曲
川
に
あ

っ

た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

一証
（１
）
奈
良
県
教
育
委
員
会

『飛
鳥
京
跡
』
二
、　
一
九
八
〇
年
。

（２
）
平
川
　
南

「郡
符
木
簡
―
古
代
地
方
行
政
論
に
向
け
て
―
」

（虎
尾
俊
哉
編

『律
令
国
家
の
地
方
支

配
』

吉
川
弘
文
館
、　
一
九
九
五
年
）
。

（３
）
（財
）
静
岡
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
研
究
所

『大
谷
川
Ⅲ
』
（静
岡
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
研
究
所
調
査
報

生
回　
第
１３
集
、　
一
九
八
八
年
）。

七
尾
市
教
育
委
員
会

『能
登
国
分
寺
跡
　
第
五

・
六
次
発
掘
調
査
報
告
書
』

一
九
八
九
年
。

藤
枝
市
教
育
委
員
会

『静
岡
県
藤
枝
市
郡
遺
跡
発
掘
調
査
概
報
Ⅲ
』

一
九
八
六
年
。

橋
本
　
裕

『律
令
軍
団
制
の
研
究
』

橋
本
裕
氏
遺
稿
集
刊
行
会
、　
一
九
八
二
年
。

工
藤
雅
樹

「多
賀
城
の
起
源
と
そ
の
性
格
」
「
古
代
の
日
本
』
八
、
東
北
、
角
川
書
店
、　
一
九
七
〇

年
）
。
平
川
　
南

「律
令
制
下
の
多
賀
城
」
（宮
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所

『多
賀
城
跡
―
政
庁
跡

本
文
編
』

一
九
八
二
年
）
。

（８
）
註

（２
）
平
川
論
文
。

（９
）
註

（６
）
書
。

（１０
）
平
川
　
南

「古
代
の
内
神
に
つ
い
て
―
胆
沢
城
跡
出
土
木
簡
か
ら
発
し
て
―
」
翁
国
立
歴
史
民
俗
博

物
館
研
究
報
告
』
第
四
五
集
、　
一
九
九
二
年
十
二
月
）
。

（１１
）
（財
）
い
わ
き
市
教
育
文
化
事
業
団

『木
簡
は
語
る
』
（展
示
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
）
、　
一
九
九
五
年
。

（‐２
）
平
川
　
南
　
「八
幡
林
遺
跡
木
簡
と
地
方
官
衛
論
」

「
木
簡
研
究
』
第

一
七
号
、　
一
九
九
五
年
十

一

月
）
。
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五
ロロ

第
六
章

発
掘
調
査
で
は
、
重
要
な
発
見
が
予
期
せ
ぬ
状
況
下
か
ら
生
ま
れ
る
こ
と
が
往
々
に

し
て

。
あ
る
。
そ
の
原
因
の

一
つ
は
、
メ
ス
を
入
れ
ず
に
体
内
の
細
部
ま
で
観
察
で
き
る

現
代
医
学
の
よ
う
な
技
術
が
、
考
古
学
で
は
開
発
途
上
に
あ
る
た
め
で
あ
る
。
特
に
、

屋
代
遺
跡
群
⑥
区
の
場
合
は
、
遺
跡
が
地
下
深
く
埋
も
れ
て
い
た
た
め
、
地
表
に
現
れ

た
徴
候

（地
形
の
変
化
や
表
採
遺
物
）
の
読
み
と
り
、
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査

ｏ
浅
い
ト
レ
ン

チ
で
は
的
確
な
診
断
を
下
す
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。

平
成
六
年

（
一
九
九
四
）

四
月
当
初
、

⑥
区
の
調
査
行
程
は
地
表
下
四
～
六
研
に
重

層
す
る
縄
文
時
代
集
落
の
全
容
解
明
に
主
眼
を
置
き
、
旧
千
曲
川
の
本
流
と
予
想
さ
れ

た
河
川
跡
に

つ
い
て
は
、
短
期
間
で
調
査
を
終
了
さ
せ
る
予
定
で
あ

っ
た
。
と
こ
ろ

が
、
そ
の
河
川
跡
か
ら
続
々
と
木
製
品
が
出
土
し
、
六
月
に
は

「郡
符
木
簡
」
が
出
土

す
る
に
至

っ
た
。
古
代
東
国
の
屋
代
の
地
で
、
内
容
豊
富
な
木
簡
の
出
土
に
立
ち
会
え

る
と
は
誰
も
考
え
て
お
ら
ず
、
間
近
に
木
簡
を
取
り
上
げ
た
担
当
者
は

「手
の
震
え
を

抑
え
ら
れ
な
い
」
感
動
を
味
わ
う
こ
と
と
な

っ
た
。　
一
方
、
担
当
班
全
体
に
は
、
限
ら

れ
た
調
査
期
間
内
に
掘
り
切
ら
ざ
る
を
得
な
い
場
合
を
想
定
し
、　
一
瞬
の
う
ち
に
そ
の

重
圧
が
広
が

っ
て
い
っ
た
。
そ
の
後
木
簡
の
出
土
が
続
く
中
、
縄
文
時
代
の
調
査
は
増

員
と
最
低
限
の
記
録
に
と
ど
め
る
こ
と
で
期
間
を
切
り
詰
め
、
木
簡
の
出
土
す
る
溝
と

河
川
跡
に
で
き
る
だ
け
時
間
を
充
て
る
こ
と
と
な

っ
た
。
調
査
方
針
の
変
更
を
選
択
す

る
頃
に
は
秋
に
入

っ
て
お
り
、
信
州
で
の
発
掘
調
査
を
困
難
に
す
る
時
期
が
近
づ
い
て

い
た
。

調
査
は
時
間
と
の
戦
い
の
連
続
と
な

っ
た
。
し
か
し
、
幸
い
数
回
に
わ
た
る
洪
水
砂

に
よ

っ
て
各
遺
物
包
含
層
が
パ
ッ
ク
さ
れ
て
い
た
た
め
、
後
世
の
攪
乱
を
比
較
的
受
け

て
い
な
い
状
況
で
、
木
簡
を
層
位
的
に
取
り
上
げ
る
こ
と
が
可
能
で
あ

っ
た
。
こ
の
点

は
、
木
簡
の
質

ｏ
量
と
と
も
に
、
あ
ら
ゆ
る
属
性
の
変
遷
を
検
討
す
る
上
で
重
要
な
基

点
の

一
つ
と
な

っ
て
い
る
。

一
二
六
点
の
木
簡
は
、

第
五
水
田
対
応
層

（七
世
紀
後
半
）
か
ら
第
二
水
田
対
応
層

（九
世
紀
中
頃
）
に
か
け
て
出
土
し
、
量
的
に
は
八
世
紀
前
半
の
第
三
水
田
対
応
層
に
最

も
多
い
。
そ
の
内
、
第
四
水
田
対
応
層
で
戊
成
年

盆
ハ
九
八
）、
そ
の
最
上
層
か
ら

（和

銅
）
七
年

（七

一
四
）。
第
三
水
田
対
応
層
で
は
養
老
七
年

（七
二
一こ
、
神
亀

（一こ

年

（七
一
一工○

な
ど
の
紀
年
銘
木
簡
が
見
ら
れ
、
各
層
の
形
成
さ
れ
た
年
代
を
絞
り
込
む

こ
と
が
可
能
と
な

っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
全
て
の
考
古
遺
物
の
実
年
代
を
推
定
す
る
上

で
重
要
な
資
料

で
あ
る
。
こ
の
他
、
宮
都
以
外

で
は
最
古
と
見
ら
れ
る

「
乙
丑
年
」

全
ハ
エハ
五
）
木
簡
が
出
土
し
て
お
り
、
文
書
行
政
の
地
方

へ
の
浸
透
を
考
え
る
上

で
貴

重
な
資
料
で
あ
る
。
ま
た
、
書
式
や
記
載
内
容
か
ら
は
、
①
七
世
紀
後
半
～
八
世
紀
初

頭

の
木
簡
、
②
郡
里
制
下
の
木
簡

（七
〇

一
～
七

一
五
年
）、
③
郡
郷
里
制
下

の
木
簡

（七

一
五
～
七
四
〇
年
）

に
分
け
る
こ
と
が
で
き
た
。　
こ
れ
に
つ
い
て
も
、

そ
れ
ぞ
れ
①

が
第
四
～
第
五
水
田
対
応
層
、
②
が
第
四
水
田
対
応
層
、
③
が
第
三
水
田
対
応
層
を
中

心
に
出
土
し
て
お
り
、
そ
の
変
遷
を
層
位
に
よ

っ
て
裏
付
け
る
こ
と
が
で
き
た
。

今
回
の
調
査

で
は
、
層
位
の
ほ
か
に
廃
棄
場
所
の
変
化
も
お
さ
え
る
こ
と
が
で
き

た
。
木
簡
は
主
に
、
湧
水
溝
と
東
西
方
向
の
流
路
か
ら
出
土
し
て
い
る
が
、
時
期
ご
と

に
微
妙
に
廃
棄
場
所
を
変
え
て
い
た
。
ま
た
、
記
載
内
容
や
形
態
か
ら
文
書
木
簡

・
荷

札
木
簡
、
習
書
木
簡
、
祭
祀
関
係
の
木
簡
に
分
類
さ
れ
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
廃
棄
場
所
や

廃
棄
方
法
を
異
に
し
て
い
た
。
文
書

ｏ
荷
札
木
簡
は

一
括
さ
れ
、
ま
た
は
継
続
的
に
廃

棄
さ
れ
た
こ
と
を
裏
付
け
る
よ
う
に
、
多
量
の
廃
棄
物
と
と
も
に
ま
と
ま

っ
て
出
土
す

る
場
合
が
多
か

っ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
習
書
さ
れ
た
も
の
や
祭
祀
関
係
の
木
簡
は
単
独

で
棄
て
ら
れ
る
傾
向
に
あ
り
、
木
製
祭
祀
具
に
墨
書
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
祭
祀
具

廃
棄
ブ

ロ
ッ
ク
中
で
見

つ
か

っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
各
々
の
木
簡
が
使
用
さ
れ
て
か
ら

廃
棄
に
至
る
過
程
を
復
元
す
る
上
で
、
示
唆
を
与
え
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
は
、　
一
二

豆
早
に
記
し
た
調
査
経
過
お
よ
び
出
土
状
況
か
ら
の
成
果
で
あ
る
。

203



第六章 結 語

次
に
、
木
簡
そ
の
も
の
か
ら
得
ら
れ
た
成
果
を
簡
単
に
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

木
簡
の
外
形
写
真

（巻
末
）
と
赤
外
線
写
真

（第
三
章
）
を
比
較
し
て
い
た
だ
け
れ

ば
わ
か
る
よ
う
に
、
屋
代
遺
跡
群
出
土
木
簡
に
は
肉
眼
で
字
の
読
め
る
例
が
少
な
か

っ

た
。
そ
の
た
め
赤
外
線
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
を
フ
ル
に
活
用
し
板
状
木
製
品
に
字
の
有
無
を

確
認
す
る
作
業
か
ら
釈
文
の
確
定
ま
で
を
行

っ
た
。
モ
ニ
タ
ー
を
見
や
す
く
す
る
た
め

暗
幕
を
張

っ
た
部
屋
で
、
闇
の
中
か
ら
浮
か
び
上
が

っ
て
く
る

一
文
字

一
文
字
は
、
失

わ
れ
て
し
ま

っ
た
古
代
史
の
ひ
と
こ
ま
を
現
代
に
蘇
ら
せ
る

一
筋
の
光
と
な

っ
た
。
そ

の
瞬
間
の
感
動
は
、
我
々
の
意
欲
を
い
や
が
う
え
に
も
喚
起
す
る
こ
と
と
な

っ
た
。
第

三
章
で
は
、
そ
う
し
た
作
業
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
釈
文
と
木
簡
の
形
状

・
内
容
な
ど
に

関
わ
る
若
干
の
解
説
を
付
し
、
主
た
る
木
簡
の
考
察
は
第
五
章
に
ゆ
ず

っ
た
。

第
四
章
で
は
木
簡
を
考
古
学
の
視
点
か
ら
観
察

・
分
析
す
る
方
法
を
取

っ
た
。
特
に
、

製
作
技
法
と
廃
棄
に
伴
う
技
法
の
解
明
を
主
眼
と
し
、
石
器
の
研
究
方
法
の
導
入
を
試

み
た
。
製
作
技
法
に
お
い
て
は
時
期
や
用
途
、
製
作
者
の
違
い
を
示
す
と
思
わ
れ
る
特

徴
が
見
ら
れ
、　
一
定
の
見
通
し
を
た
て
る
こ
と
が
で
き
た
。

た
だ
し
、

屋
代
遺
跡
群
だ

け
で
は
分
析
可
能
な
資
料
が
少
な
く
、
確
証
を
得
る
に
は
資
料
の
増
加
が
待
た
れ
る
。

ま
た
、
廃
棄
に
伴
う
技
法
で
は

「国
符
」
「郡
符
」
と
い
っ
た
重
要
文
書
に
刃
物
に
よ
る

丁
寧
な
切
断
の
痕
跡
が
認
め
ら
れ
、
再
利
用
防
止
の
た
め
の
行
為
を
考
古
学
的
に
確
認

す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
う
し
た
分
析
方
法
は
未
だ
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
で
あ
り
、
今

後
、
屋
代
遺
跡
群
で
多
量
に
出
土
し
て
い
る
木
製
祭
祀
具
の
製
作
技
法
と
の
比
較
、
あ

る
い
は
他
遺
跡
出
土
の
木
簡
と
の
比
較
に
よ

っ
て
、
新
た
な
成
果
が
期
待
さ
れ
よ
う
。

第
五
章
で
は
、
第
四
章
ま
で
に
取
り
上
げ
た
出
土
状
況

・
形
態

。
記
載
内
容

・
製
作

廃
棄
の
技
法
な
ど
の
分
析
を
総
括
し
、
現
段
階
で
屋
代
遺
跡
群
出
土
木
簡
か
ら
導
き
出

せ
る
成
果
と
課
題
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
。

そ
こ
で
は
、
七
世
紀
後
半
か
ら
八
世
紀
前
半
の
木
簡

（文
字
資
料
）
が
、
宮
都
以
外

で
ま
と
ま

っ
て
発
見
さ
れ
る
こ
と
は
非
常
に
ま
れ
で
あ
る
こ
と
。
さ
ら
に
、
そ
の
内
容

が
、
政
治

（国
符

。
郡
符
な
ど
の
存
在
）
、
経
済

（繊
維
工
房
や
出
挙
関
係
、
あ
る
い

は
各
種
の
荷
札
）
、
宗
教

（郡
符
の
記
載
内
容
、
「竃
神
」
木
簡
、
祭
祀
具

へ
の
墨
書
）
、

軍
事

（軍
団
関
係
）
、

そ
の
他
、
と
多
岐
に
わ
た

っ
て
い
る
こ
と
。

そ
れ
ら
が
、
郡
家

の
緒
機
能
を
示
し
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
軍
団
や
初
期
国
府
と
の
関
連
を
う
か
が
わ
せ

る
内
容
を
含
ん
で
い
る
こ
と
。
な
ど
の
諸
点
が
指
摘
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
も
、

屋
代
遺
跡
群
出
土
木
簡
は
古
代
の
信
濃
国
の
歴
史
を
明
ら
か
に
す
る
だ
け
に
と
ど
ま
ら

ず
、
こ
れ
ま
で
必
ず
し
も
資
料
が
豊
か
と
は
い
え
な
い
古
代
国
家
の
確
立
過
程
を
究
明

す
る
上
で
、
き
わ
め
て
重
要
な
資
料
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

現
在
、
木
簡
以
外
の
遺
構

。
遺
物
に
つ
い
て
整
理
作
業
を
継
続
中
で
あ
る
。
本
書
で

明
ら
か
に
な

っ
た
よ
う
に
、
木
簡
の
内
容
か
ら
提
起
さ
れ
た
課
題
は
大
き
く
、
そ
れ
ら

に
対
し
発
掘
調
査
で
得
ら
れ
た
考
古
資
料
か
ら

一
定
の
成
果
を
示
さ
な
く
て
は
な
ら
な

い
と
考
え
て
い
る
。
例
え
ば
、
木
簡
の
周
辺
か
ら
は
多
量
の
木
製
祭
祀
具
が
出
土
し
て

お
り
、
そ
う
し
た
空
間
の
性
格
解
明
に
は
じ
ま
り
、
自
然
堤
防
上
に
広
が
る
集
落
の
あ

り
方
。
官
衛
関
連
施
設
の
抽
出
。
あ
る
い
は
、
水
田
遺
構
や
流
通
関
係
の
遺
物
か
ら
見

た
屋
代
遺
跡
群
の
経
済
的
な
基
盤
の
解
明
Ю
森
将
軍
塚
古
墳
を
象
徴
と
す
る
古
墳
時
代

以
来
の
政
治
的
な
基
盤
の
解
明
等
々
…
…
。
こ
う
し
た
点
に
関
し
て
は
、
平
成
十
年
度

刊
行
予
定
の

『古
代
編
』
に
掲
載
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
そ
の
折
り
、
木
簡
の

追
加
資
料
と
と
も
に
考
古
学

・
文
献
史
学
を
総
合
し
た
成
果
を
示
し
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
る
。
ま
た
、
平
成
十

一
年
度
に
は
、
縄
文
時
代
か
ら
近
世
を
も
含
め
た
自
然
環

境
の
変
化
と
人
々
の
営
み
の
関
係
を
中
心
と
し
た

『自
然
科
学

・
総
論
編
』
を
刊
行

し
、
今
回
の
発
掘
調
査
に
お
け
る
総
ま
と
め
を
公
表
す
る
予
定
で
あ
る
。

最
後
に
、
実
質
的
な
整
理
作
業
に
入

っ
て

一
年
と
い
っ
た
短
期
間
の
中
で
、
精
力
的

に
木
簡
の
釈
文

ｏ
解
説
を
検
討
し
て
い
た
だ
き
、
さ
ら
に
玉
稿
を
執
筆
し
て
い
た
だ
い

た
木
簡
検
討
委
員
会
の
諸
氏
に
感
謝
し
た
い
。
ま
た
、
氏
名
の
掲
載
は

『自
然
科
学

・

総
論
編
』
に
ゆ
ず

っ
た
が
、
発
掘
調
査

・
整
理
作
業
に
参
加
下
さ

っ
た
方
々
、
終
始
ご

指
導

ｏ
ご
協
力
を
い
た
だ
い
た
関
係
各
位

ｏ
諸
団
体
の
方
々
に
対
し
て
心
か
ら
の
謝
意

を
表
す
次
第
で
あ
る
。
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図88 古代の信濃国

(『長野県史』通史編第1巻を改変)

図89 北信濃の郷比定地

(『長野県史』通史編第1巻を改変)



Ｎ
ｌ
ｌｌ
ｌｌ
川
Ｕ
ト
ー
†
‐

(水 内部 )

※赤生

※中島

(更級郡 )

※営信

伊芳「市⊂⊃・
(i[詈
三雪f（

美
濃
国

恵
那
郡
絵
上
郷
）

飯田市 □

(伊那君5)
※ノ

lヽ 村
※輔衆

註1 地図内の郷名は『和名類衆抄』の高山寺本による

註2 ※は流布本を含む、比定地不明郷

0           15km

天

駒 ヶ根市 竜

り||

総〉

(高井郡 )

※月ヽ内
※日野
※神戸

(佐久郡 )

※美理
※升JttБ

※青治
※茂理
※餘戸

体

田
川

良

井/

ノ|1/

鰊́

207

図90 信濃国古代郡郷の分布推定図 (『長野県史』通史編第1巻を改変)



参考資料

七
三

一

七
三
三

七
三
九

七
四

一

七
五
〇

七
五
二

七
五
五

七
六

一

七
六
八

七
七
三

七
八

一

七
九
〇

祗
陪

浙

七 七

九 七

七
〇
〇

七
〇
二

七
〇
四

七
〇
八

七
〇
九

七

一
三

一ハ
一ハ
一ハ

六
七
二

六
八
四

六
八
五

六
九

一

六

四

六

六

四

八

西
　
暦

天
平
三五

一

一

天
平
勝
宝
二四七

天
平
宝
字
五

神
護
景
運
二

宝
亀
四

天
応

一

延
暦
九

養
老

一三五 四

大
宝
二

慶
雲

一

和
銅

一二六 五

天
武

一
一
二

一
一一一

持
統
五

大
化
二四

和

　

暦

一
―

一　
大
化
改
新
詔
下
る

信
濃
の
民
を
越
後
磐
舟
の
柵
に
お
い
て
蝦
夷
に
備
え
る

百
済
の
男
女
二
千
余
人
を
東
国
へ
移
す

六
―
一三
ハ
　
壬
申
の
乱
起
こ
り
、
大
海
人
皇
子

（後
の
天
武
天
皇
）、
信
濃
の
兵
を
集
め

る二
―
二
八
　
天
武
天
皇
、
三
野
王
ら
を
信
濃
に
遣
わ
し
、
信
濃
国
の
図
を
作
ら
せ
る

〓
一　
信
濃
国
に
灰
が
降
り
草
木
が
み
な
枯
れ
る

（浅
間
山
な
ど
の
噴
火
か
）

一
〇
―

一
〇
　
天
武
天
皇
、
軽
部
朝
臣
足
瀬
ら
を
遣
わ
し
東
間
湯
に
行
官
を
造
ら
せ
る

八
―
一
〓
一　
持
統
天
皇
、
使
者
を
送

っ
て
須
波
神

・
水
内
神
を
祀
ら
せ
る

三
―

一
七
　
諸
国
に
牧
地
を
定
め
、
牛
馬
を
放
牧
さ
せ
る

（こ
の
こ
ろ
、
信
濃
の
諸
牧

開
か
れ
る
）

三
―
二
七
　
信
濃
国
、
梓
弓

一
〇
二
〇
張
を
献
じ
、
大
宰
府

へ
送
る

一
二
―

一
〇
　
は
じ
め
て
美
濃
国
の
岐
蘇
山
道
を
開
く

三
―
二
九
　
信
濃
国
に
疫
病
あ
り
、
薬
を
給
せ
ら
れ
る

三
―

一
〓
一　
従
五
位
下
小
治
田
朝
臣
宅
持
、
信
濃
守
と
な
る

三
―
五
　
陸
奥

・
越
後
の
蝦
夷
が
乱
を
起
こ
し
、
信
濃
な
ど
七
国
の
民
が
徴
発
さ
れ
て

軍
に
従
う

五
―
二
　
諸
国
郡
郷
名
に
好
字
を
つ
け
さ
せ
、
「科
野
」
は

「信
濃
」
に
か
わ
る

一
〇
―
二
　
信
濃
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濃
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な
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≡
一　
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濃
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二
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五
十
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に
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四
―

一
〇
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郷
の
人
、
小
長
谷
部
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麻
呂
調
庸
布

一
端
を
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上
す
る

二
―
一
〓
一　
信
濃
の
防
人
、
筑
紫
に
行
く

三
―

一
五
　
百
済
か
ら
の
渡
来
人
科
野
友
麻
呂
ら
、
清
田
造
の
姓
を
賜
る

一
―
二
八
　
信
濃
国
官
牧
の
主
当
金
刺
舎
人
八
麿
の
意
見
に
よ
り
、
課
欠
駒
の
処
分
法

を
改
め
る

四
　
小
県
郡
の
人
他
田
舎
人
蝦
夷
、
死
し
て
七
日
後
に
蘇
生
す
る
と
い
う

一
〇
―

一
四
　
一員
井
郡
の
墨
坂
神

・
越
知
神
に
封
戸
各

一
戸
を
あ
て
る

三
―
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蝦
夷
征
討
の
た
め
、
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海
道
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東
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諸
国
に
、
三
年
間

に
計
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領
の
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の
甲
を
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県

域
'

事

項

劇
刊
＝
＝

障
障
闘

水
田

八
七
号
木
簡

「稲
取
人
」
に
出
挙
に
関
す
る
と
思
わ
れ
る

記
載
あ
り

「屋
代
郷
長
里
正
等
」
に
あ
て
た

「郡
符
」
盆

一
四
号
木

簡
）
が
廃
棄
さ
れ
る

こ
の
こ
ろ
か
ら
、
木
簡

・
木
製
祭
祀
具
が
激
減
す
る

銹
囃
鶉
用
鰤
鰈
輻
躙

軍
団
を
示
す

「信
濃
園
」
が
六
〇
号
木
簡
に
見
ら
れ
る

こ
の
こ
ろ
、
荷
札
木
簡
が
多
く
な
り
、
地
名

・
人
名
な
ど
が

多
数
見
つ
か
る

國
財

舅

栃

涸

財

茫

餘

舅

吻

ｍ

ｙ

蜃

圃

軍
団
に
関
わ
る
一
二
号
木
簡
「少
毅
ヽ
希
あ
幾
τ
手

，
」

見
ら
れ
る
一
〇
号
木
簡

「布
手
」
の
記
載
が
見
ら
れ
る

「更
料
郡
司
等
」
に
あ
て
た

「国
符
」
盆

五
号
木
簡
）
が

廃
棄
さ
れ
る
。
三
六
号
木
簡
に
埴
科
郡
以
外
の
地
名

「
（東
）

間
郡
」
が
見
ら
れ
る

仁

薇

魃

餞

燎

魃

で
の
祭
祀
が
あ
ら
た
に
は
じ
ま
る

四
号
木
簡
に

「竃
神
」
の
記
載
あ
り

こ
の
こ
ろ
か
ら
、
木
製
祭
祀
具
が
増
加
す
る

」
の
こ
ろ
ま
で
、
千
曲
川
の
分
流
と
し
て
、
埋
積
が
進
む

屋

代

遺

跡

群

⑥

区

事

項

百
六
四
五
）中
大
兄
ら
蘇
我
入
鹿

‐
・‐
口
剣
引
訓
引
―
―
―
―
―
―

盆
ハ
六
一一し
八
　
白
村
江
の
戦
い

（六
六
七
）都
を
近
江
に
移
す

（六
七
二
Ｘ
ハ
　
壬
申
の
乱
。
こ
の
年
、
飛
鳥
浄
御
原
宮
に
移
る

畿
内

・
信
濃
で
造
都
の
候
補
地
を
視
察
さ
せ
る

（六
九
四
と

一
一　
藤
原
宮
成
る

（七
〇

一
）
大
宝
律
令
を
制
定

国

・
郡

・
里
の
地
方
制
度
は
じ
ま
る

（七
〇
六
）
九
　
田
租
の
法
を
改
め
て
一
町
に
稲
十
五
東
と
す
る

（七

一
〇
￥
一　
平
城
京
に
遷
都

（七

一
五
）
里
を
郷
と
改
め
、
郷
を
二
か
ら
三
の
里
に
分
割
す
る

（七
二
〇
）
五

『
日
本
書
記
』
成
る

（七
二
四
）
陸
奥
多
賀
城
築
城

（七
二
五
Ｘ

　
蝦
夷
の
停
虜
を
伊
予

・
筑
紫

・
和
泉
国
に
移
流

（七
三
七
）
九
　
筑
紫
の
防
人
を
東
国
に
帰
し
、筑
紫
人
に
壱
岐
・

対
馬
を
守
ら
せ
る

こ
の
こ
ろ
、
里
が
廃
さ
れ
国

・
郡

・
郷
と
な
る

（七
五
二
）
八
　
東
大
寺
大
仏
開
眼
供
養

（七
六
四
）
九
　
藤
原
仲
麻
呂
の
乱

（七
六
六
三

〇
　
道
鏡
を
法
王
と
す
る

（七
八
四
Ｍ

一　
長
岡
京
に
遷
都

（七
八
九
）
七
　
伊
勢

・
美
濃

・
越
前
の
三
関
の
廃
止

国

内

事

項

図91 屋代遺跡群出土木簡関連年表 (『図説長野県の歴史』年表に加筆)



七
九
二

七
九
四
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七
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八
〇
二
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〇
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五

八
二
〇
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二
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一

八

二

四

八

三

八

八

四

一

人

四

二

八

四

九

八

五

八

八

六

〇

八

六

五

八

六

六

八

六

七

八

七

六

八

七

七

八

七

九

八

八

五

八

八

七

八

八

八

八
八
九

八
九
九

一
八

一
一
一

大
同
三

弘
仁
六

一
一

一
四

天
長

一

承
和
五八九

嘉
祥
二

天
安
二

貞
観
二七八九

一
人

元
慶

一三

仁
和

一三四

寛
平

一

昌
泰
二

六
―

一
四
　
諸
国
の
兵
士
の
制
を
廃
し
、
健
児
の
制
を
設
け
、
信
濃
に
は
百
人
を
お
く

こ
の
こ
ろ
、
信
濃
国
府
を
小
県
郡
よ
り
筑
摩
郡
に
移
す

六
―
七
　
信
濃
国
牧
監
、
太
政
官
よ
り
埴
原
牧
の
田
六
町
を
公
癖
田
と
し
て
給
与
さ
れ

るこ
の
こ
ろ
、
信
濃
国
の
高
麗
人
前
部
綱
麻
呂
、
安
坂
の
姓
を
賜
る

九
―

〓
二
　
伊
那
郡
阿
知
駅
の
駅
子
、
道
路
危
険
の
た
め
長
く
調
庸
を
免
ぜ
ら
れ
る

一
二
―
五
　
信
濃
国
の
高
麗
人
卦
婁
真
老
や
、
須
々
坂

・
村
上

・
篠
井

・
玉
川

・
玉
井

な
ど
の
姓
を
賜
る

一
―

一
一　
信
濃
国
な
ど
東
国
の
浪
人
四
千
人
を
陸
奥
胆
沢
城
に
配
置
す
る

信
濃
国
の
水
田

一
人
四
町
、
五
段
あ
ま
り
ず
つ
左
右
馬
寮
田
と
す
る

こ
の
年
、
最
澄
、
東
国
に
布
教
し
、
信
濃
坂

（神
坂
峠
）
の
両
側
に
広
済
院

・
広
握
院

を
設
け
る

こ
の
年
、
『弘
仁
格
式
』
が
成
立
、
そ
の
中
に
信
濃
国
の
正
税

・
公
癖
お
よ
び
牧
馬

・

駅
馬
の
記
事
あ
り

九
―
二
四
　
信
濃
の
諸
牧
か
ら
貢
馬
が
武
徳
殿
に
索
進
さ
れ
、
天
皇
が
上
覧
す
る

八
―
二
〇
　
信
濃
の
牧
監
二
人
を

一
人
に
減
ら
し
、
課
欠
駒
二
百
束
を
百
東
に
減
ず
る

九
―
二
九
　
信
濃
な
ど
十
六
国
で
七
月
以
降
連
日
降
灰
の
異
変
起
こ
る

二
―

一
三
一　
信
濃
国
に
地
震
あ
り
、　
一
夜
に
十
四
回
も
揺
れ
、
家
屋
の
倒
壊
多
く
で
る

一
〇
―
二
　
無
位
健
御
名
方
富
命
、
八
坂
刀
売
神
に
従
五
位
下
が
授
け
ら
れ
る

こ
の
年
、
学
問
行
者
が
戸
隠
寺
を
開
い
た
と
伝
え
る

五
―

一
一　
信
濃
国
の
牧
監
二
人
制
に
も
ど
す

五
―
一
三
ハ
　
信
濃
国
水
内
郡
の
人
、
比
叡
山
の
西
塔
院
主
慧
亮
寂
す

七
―
三
　
健
御
名
方
富
神
の
社
田
と
し
て
諏
訪
郡
水
田
二
段
を
あ
て
る

一
二
―

一
九
　
信
濃
勅
旨
牧
の
貢
馬
の
日
を
八
月
十

一
日

・
十
五
日
に
改
め
る

二
―
二
　
伊
那
郡
寂
光
寺
、
筑
摩
郡
錦
織
寺
、
更
級
郡
安
養
寺
、
埴
科
郡
屋
代
寺
、
佐

久
郡
妙
楽
寺
が
定
額
寺
と
な
る

二
―

一
九
　
右
大
臣
藤
原
朝
臣
良
相
、
筑
摩
郡
大
野
荘
の
地
百
三
町
二
段
を
貞
観
寺
に

施
入
す
る

一
―
二
六
　
信
濃
諸
牧
の
牧
柵
の
破
損
が
多
い
の
で
、
牧
監
ら
に
検
査
さ
せ
る
。

こ
の
時
、
信
濃
の
勅
旨
牧
の
馬
は
二
千
二
百
七
十
四
疋
い
た

九
―
一
一五
　
中
臣

・
斎
部
二
名
を
五
畿
七
道
諸
国
の
神
社
に
遣
わ
し
、
幣
を
分
け
る

当
時

『
延
喜
式
』
に
は
信
濃
の
神
社
四
十
八
を
載
せ
る

九
―
四
　
信
濃

・
美
濃
古
来
よ
り
国
境
を
争
い
、
藤
原
正
範
ら
を
遣
わ
し
て
県
坂
上
峯

（鳥
居
峠
）
を
国
境
と
定
め
る

五
―
二
五
　
望
月
の
駒
索
が
八
月
二
十
三
日
の
年
中
行
事
の
中
に
み
え
る

四
―

一
三
一　
大
納
言
藤
原
朝
臣
冬
緒
、
こ
れ
よ
り
先
、
筑
摩
郡
蘇
我
郷
草
茂
庄
を
大
和

の
多
武
峰
妙
楽
寺
に
施
入
す
る

五
―
八
　
信
濃
国
で
大
雨
が
降
り
、
山
が
崩
れ
て
川
を
せ
き
止
め
六
郡
の
人
屋
が
流
失

す
る

七
―
二
四
　
信
濃
よ
り
人
を
食
う
鬼
が
洛
中
に
入
る
と
の
妖
言
が
広
ま
る

九
―

一
九
　
上
野
国
か
ら
の
申
請
で
、
初
め
て
碓
氷
坂
と
足
柄
坂
と
に
関
を
設
け
て
群

盗
を
取
り
締
ま
る

九
世
紀
前
半
に
比
定
さ
れ
る
層
理
面
に
、
地
震
に
よ
る
噴
砂

が
見
ら
れ
る

（二
水
田
は
耕
作
し
て
い
な
い
可
能
性
あ
り
）

こ
の
こ
ろ
、
更
埴
条
里
地
区
を
含
め
た
大
規
模
な
水
田
再
開

発
が
、
こ
の
地
区
に
も
お
よ
ぶ

一
０
五

ｍ
以
上
の
洪
水
砂
に
よ
っ
て
第

一
水
田
が
覆
い
つ
く

さ
れ
る

こ
の
頃
、
蝦
夷
の
反
抗
つ
づ
く

（七
九
四
三

〇
　
平
安
京
に
遷
都

（七
九
七
三

一　
坂
上
田
村
麻
呂
を
征
夷
大
将
軍
に
任
命
す
る

（八

一
〇
）
三
　
蔵
人
所
を
置
く

（八
一
三
〇
景
成
が

『
日
本
霊
異
記
』
を
著
す

（八
三
九
二

　
諸
国
に
勧
農
の
令

（八
四
二
）
七
　
承
和
の
変
起
こ
る

（八
五
八
）
一
一　
清
和
天
皇
即
位
、
藤
原
良
房
摂
政
と
な
る

（八
六

一
）
一
一　
群
盗
横
行
の
た
め
、
武
蔵
国
、
郡
ご
と
に
検

非
違
使
を
お
く

（八
一全
〇
九
　
応
天
門
の
変
お
こ
る

（八
六
九
）
八
　
藤
原
良
房
ら

『続
日
本
後
記
』
を
撰
上
す
る

（八
七
五
）
五
　
下
総
国
の
停
囚
が
反
乱
し
、
上
総

・
武
蔵

・
下

野
諸
国
に
討
た
せ
る

（八
八
七
）
七
　
諸
国
に
大
地
震

（八
九
四
）
九
　
遣
唐
使
の
廃
止

（九
〇
二
と
一　
延
喜
の
荘
園
整
理
令
発
布

＊
紀
年
銘
木
簡
以
外
の
木
簡
に
つ
い
て
は
、
お
お
よ
そ
の
時
期
に
配
置
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
各
水
田
の
存
続
期
間
に
つ
い
て
も
、
お
お
よ
そ
の
目
安
を
示
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
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参考資料

SD7030 8層 より上 追

◎ SD8028 2層 (380) 柾 文 書 転 用

◎ SD8028 3層 SD7032

◎ SD8028 4層 SD7032

SD8028 4層 SD7032 5 板 H 記載・ 形態

SD8028 4層 SD7032 2ハV5 追 ヒノキ属 記載・ 形態

SD8028 4層 SD7032 039 360(A) 追 ヒノキ属 (記載・形態 )

SD8028 4層 SD7032 柾 記載・形態

SD8028 4層 SD7032 039 260Z 柾 記載・形態

SD8028 4層 SD7032 (136) 柾 記載・形態

SD8028 4層 SD7032 aOfOfa 柾 文Or記録

SD8028 4層 SD7032 柾 記載・形態

SD8028 4層 SD7032 3FFZ 追 ヒノキ属

SD8028 4層 SD7032 (335) 板 I ヒノキ属 記録

SD8028 4層 SD7032 板 H 形 態

SD8028 4層 SD7032 039 柾 (形態 )

SD8028 4層 SD7032 板 I

SD8028 4層 SD7032 bFFZ 板 I

SD8028 4層 SD7032 2ア 005 板 I 形態

SD7032 SD8028
3層対応

SD8028 (288) 3ア 00Z 板 I ヒノキ属 記録 習書

SD8028 3層 SD7032 柾 ヒノキ属 (文 Or記録 )

SD7032
SD8028
3層対応

SD8028 Z00Z 板 I ヒノキ属 (文 Or記録 )

SD8028 3層 SD7032 ( 追 記載・形態

SD8028 3層 SD7032 ( 追 ヒノキ属 記載・形態

SD8028 3層 SD7032 ( 板 H 記載・形態

SD8028 3層 SD7032 板 I ヒノキ属 文書 転 用

SD8028 3層 SD7032 ( 板 I ヒノキ属 転 用

SD8028 3層 SD7032 柾 転 用 1

SD7032
SD8028
3層対応

SD8028 Z00a 追 ヒノキ属 1

SD8028 3層 SD7032 ( Z00a 柾 1

SD8028 3層 SD7032 ZOfOfZ 追 ヒノキ属 1

SD7032
SD8028
3層対応

SD8028 柾 ヒノキ属 1

SD7030 2ハV4 100(A) 追 ヒノキ属 記載・形態 1

SD7030 追 〔習書〕

SD7030 板 I 転 用

SD7030 2ハV5 10fOfZ 板 I 1

SD7030 柾 1

SD7030 300Z 柾 転 用 1

SD8028 SD7032 追 1

SD8028 SD7032 柾 形 態 1

SD8028 SD7032 (204) 板 Ⅱ 記載・形態

SD8028 SD7032 追 ヒノキ属

SD8028 2層 SD7028 1ア 00B 追 記載・形態

SD8028 2層 SD7028 Z00Z 板 I (記載・形態 )

SD8028 2層 3FFA 柾 ヒノキ属

SD8028 2層 SD7028 ZFFA 追

SD7031 SD8028上層 1ィ 00a 柾 ヒノキ属 文 書

○ SD7031 SD8028上層 追 文 書 習書

○ SD8028 SD7032

SD7031 SD8028上層 (278) aOfOB 板 H ヒノキ属 記 録 習書

SD7031 SD8028上層 BOf01イ 追 記 録 習 書

SD7031 SD8028上層 30fOfZ 板 I

SD7028 aFFa 柾 (文 Or記録 )

SD7028 ZOfOfZ 追

SD7028 065 追 転 用

SD7026 SD8029 板 I

SD7026 SD8029 2ハV10 追

SD8029 SD7026 (185) 柾 ヒノキ属 斎 串

SD7026 SD8029 追 斎 串

SD7025 SD8027 aOfOfl 追 ヒノキ属

※「共通溝名」とは、調査期間が異なっていたために別番号が付いているもので、本来「出土地点」に示した番号の溝と同一の溝である。

※「文書木簡」の項の「文Or記録」は文書木簡であるか記録木簡であるか、断定できないもので (  )は 、さらに根拠の薄いものである。

※「付札木簡」の項の「記載」とは書かれた内容から、付札と判断したもの。「形態」とは木簡の形状から付札と判断したものである。
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図92 屋代遺跡群出土木簡一覧表
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地 名

信濃国更科郡余戸       74
更科郡       15。 60

乎那郷是不里   35
等信郷      62
営□斗郷方□里   91

東間郡       36。 102

(埴科郡)余戸里     16
伊蘇郷     110
大穴郷高家里   72
船山郷      79
船山郷柏村里  73.100

船山郷井於里   90
屋代郷    76.114

多里 111

山邊里 108

祢□里 51

長谷里 69

人

石田部荒人

石田部

刑部真□

他田舎人古麻呂

他田舎人八□

他田部

小野部

小長谷部

尾張部

金刺舎人真清

金刺舎人小尼

金刺舎人

金刺部兄□

金刺部古万呂

金刺部富止

金刺部富□

金刺部若侶

金刺部

三枝部馬手

酒人石

酒人諸□

酒人

酒人部大万

酒人部小太万呂

酒人部男□

酒人部刀良

219(2)

名

59

11.59.60

10

46

100

11

1

75

118

10

116

87

87

59

10

59

87

59.88

17

10

59

46

13

18

19

12

酒人部万呂

酒人部弓

酒人部□荒馬

酒人部

宍人

宍人部万呂

宍人部

宍部

戸田部

穂積部

生王部小萬

三家人部

神人部

物部乙見女

物部大□万呂

物部

守部安万呂

若帯部首

□宅部三束

東虫

大田

/1ヽ青巨

嶋手

鳥麻呂

万呂

官職名

官司

信濃団

職

少毅

郡司

少領

主帳

里長

郷長

里正

書生

物品名

弓|

32

15

13

13。 15。87

59

13

15.59

13

3

3

90

11

59

73

15

119

72

69

77

115

59

59

53

75
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Wooden Tablets Excavated at the Yashiro Sites

The Yashiro sites are located at Amenomiya, Koshoku City, Nagano Prefecture. They are situated at latitude 36

degrees 33 minutes north and longitude 138 degrees 8 minutes east. The sites are distributed over a natural bank

formed by the Chikuma River, which flows north of the sites.

The Nagano Prefectural Center for Archaeological Operations conducted rescue excavation before construction of the

Jdshinetsu Expressway proceeded. The excavation began in April 1991, and was completed in December 1994. We

found archaeological remains and features buried at depths from ten centimeters to eight meters underground.

Between layers containing cultural remains there are layers of flood sand in which cultural remains are absent.

This report covers 126 wooden tablets (mokkan) recovered at a survey area directly under a cliff, an area we call

"Sector 6". In ancient times the Chikuma River ran through this survey area, but the river was subsequently buried

and had been reduced to a stream by the late seventh century. To the north rice paddies were opened. From about

the middle of the seventh century, people began throwing wooden tablets, wooden implements, pottery and animal

bones and antlers into the survey area. A cult distinguished by it's use of wooden ritual objects also seems to have

operated there.

Wooden tablets dating from the late seventh century to the mid - ninth century were found in layers. Typologically

speaking they include documentary Iablets (monjo mokkan), shipping tags (tsukefuda), tablets used for writing practice

(shdsho mokkan), and tablets used for ritual purposes (saishi mokkan).

1. Wooden tablets dating from the late seventh to early eighth century were excavated from what are termed layers

five (deepest) and four correspondent with the layers of adjacent rice paddies (daigosuidentai1sd, daiyonsui.dentai6s1).

But a tablet that has aroused significant interest is Mokkan #46, which was unearthed from the third layer and bears

the date "Itchij.nen," (a++) or 665. It is the oldest known wooden tablet that has been excavated outside the

precincts of a royal palace, such as those at Fujiwara. Other early tablets include Mokkan #13, which bears the date

"Bojutsunen," (Rffi+) or 698, and Mokkan #10, which witnesses existence of an official weaving operation and

identifies male weavers, or nunote, (ft#) by name.

2. Wooden tablets evidencing operation of the district - village (sun - ri) hierarchical system of provincial administra-

tion between 701 and 715 were mostly excavated from the fourth layer. Among them, the texts of two tablets include

the character "fu" (ffi), denoting an official order as specified in the Law on Official Communications (Kushiki - ryd)

of the ritsuryl codes. One was a provincial order (kokufu) (#15) addressed by officials at the provincial headquarters

of shinano to the chieftains of Sarashina (Minochi,Takai and Hanishina) District. Another is a district order (gunpu)

addressed to the head (ri.chd) of Amarube Village (n) (#IO .

3. Wooden tablets evidencing operation of the district - township - village (gun - go - ri) hierarchy of provincial adminis-

tration between 715 and 740 wete found mostly in the third layer. Besides the increase in shipping tags, two other

types of tablets are conspicuous. Mokkan #60 suggests that there was a military unit in the area and Mokkan #114 is

an order addressed collectively to the township (so) head of Yashiro and village heads from the district chief @unji) of

Hanishina District. Clearly, the placename "Yashiro" was in use in the first half of the eighth century. Scholars have

also been intrigued by the fact that after use such tablets were carved into pieces with a knife to guard against

repeated use.

Excavation of such early wooden tablets far from distant palace precincts in Yamato is unusual and of great

significance. Analysis of these tablets is deepening our understanding of lifeway and provincial administration in

ancient Nagano, once known as Shinano - no - kuni, or Shinano province. In 1998 a full report discussing features

and artifacts from the Yashiro sites will be published. Therein more contextualized evaluation of texts of wooden

tablets will proceed against the background of fuller archaeological research.

(Kyoko Mizusawa with Joan R. Piggott)
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長野県屋代遺跡群出土本簡

付図1～付図 5














